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第一部【企業情報】

 

第１【本国における法制等の概要】

 

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

 

オランダにおける会社設立の方法

　オランダ法は、有限責任株式公開会社（naamloze vennootschapもしくはN.V.）または有限責任株式非公開会

社（besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidもしくはB.V.）の２種類の会社を規定している。

本項では、N.V.に関してのみ説明し、「会社」とは、N.V.のみを指す。

　オランダ法の下に設立された会社はその法人所在地をオランダ国内に置く必要がある。オランダ法において

は、会社の国籍決定につき設立地主義を採用しており、会社がその主たる事業をオランダ国外で行うことによっ

てその国籍を失うことはない。

　会社は定款（statuten）を含む設立の公正証書（akte van oprichting）を作成することにより設立される。

　設立によって会社は法人となる。

　会社は、オランダ民法典第２編に含まれるオランダ会社法および定款の規定に従って統治される。定款は法律

の強行規定に反してはならない。しかし、全ての場合にオランダ会社法は強行法規性を備えていない。

　現在、オランダ民法典第２編では、会社の定款中において少なくとも以下の項目を記載していなければならな

いとされる。

(ⅰ) 名称

(ⅱ) 所在地

(ⅲ) 目的

(ⅳ) 授権株式資本ならびに株式の数および額面金額

(ⅴ) 執行取締役がその義務の履行を怠るかまたは妨げられた場合の規定

　会社の公式な（法人）所在地はオランダ国内でなくてはならない。会社は、公式所在地以外の場所に、業務上

の住所および／または本社を置くことができる。法に従って、全ての会社は商業登記簿に所定の法定事項を届け

出る必要がある。公式所在地および商業登記簿ナンバーは、会社の特定の書類（電報および広告を除く。）に記

載されなければならない。

　会社の目的は会社の主たる事業の簡潔な記述で足りる。目的の項は定款の変更によって変更することができ

る。会社が当該目的の実現に資する行為を行わない場合には、会社または破産管財人は、取引を無効とする越権

行為の原則（ultra vires doctrine）を主張することができる。

　オランダ会社法は、各会社が期限の定めなく存続することを規定している。

 

執行取締役会および監督取締役会

　会社は、原則として、後述のいわゆる「大会社制（Large Company Regime）」が適用されない限り、執行取締

役会（bestuur）による経営構造になっている。「大会社制」の場合、監督取締役会（raad van

commissarissen）または後述の一層制取締役会（one-tier board）という追加的機関を置くことが、法により義

務付けられている。その他の場合においては、会社は監督取締役会という追加的機関の設置を選択することがで

きる。監督取締役会の代わりに、会社は、業務執行取締役および非業務執行取締役がともに選任される一層制取

締役会の設置を選択することができる。
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　2013年１月１日現在、執行および監督に関する新法が施行され、これは、特に執行取締役会および／または監

督取締役会と会社との間の利益相反に関する規則を規定するものである。この場合、会社との間に利益相反関係

がある執行取締役または監督取締役は、関連のある議題に関する協議および意思決定プロセスに参加することが

できない。

　監督取締役会は自然人のみで構成されるが、執行取締役会は自然人、法人のいずれも構成員となることができ

る。同様に、一層制取締役会の非業務執行取締役は自然人のみが就くことができる一方で、業務執行取締役は、

自然人、法人のいずれもが就くことができる。監督取締役会は、定款または法律によりその他の権限が付与され

ている場合を除き、監督・助言機能を有する。しかし、執行機能を有することはできない。一層制取締役会の業

務執行取締役および非業務執行取締役の職務は、定款の規定によりまたは定款に基づき割り当てられる。ただ

し、取締役が業務執行取締役または非業務執行取締役のいずれに選任されるかについては、株主総会がこれを決

定し、さらに、取締役による任務の遂行を監督するという非業務執行取締役の職務については、非業務執行取締

役から奪うことはできない。後述のいわゆる「大会社制」が適用される場合を除き、株主総会は定款中において

株主総会以外では執行取締役会のみを設置する旨を定めることができる。

　会社が人員数および資本規模において特定の要件を３年間連続で満たしている場合、当該会社は、法に従い、

法定規則を遵守し、とりわけ、執行取締役会に加え、監督取締役会または業務執行取締役および非業務執行取締

役の両取締役から成る一層制取締役会を設置しなければならない（「大会社制」）。この場合、執行取締役会の

構成員は、一般的に監督取締役会により選任および解任される。一層制取締役会の場合、業務執行取締役は、非

業務執行取締役により選任または解任される。

 

株式資本

　オランダ会社法では、「授権資本」、「発行済資本」および「払込済資本」を区別している。株式資本と負債

の比率については、オランダ会社法上の規定はない。定款は授権資本の規定を有していなくてはならず、授権資

本は、定款の変更がない限りそれを超えて株式を発行できない限度を定めている。授権資本の限度内であれば、

会社の発行済資本はオランダ民法典第２編および定款所定の手続によって下記のとおり増加させることができ

る。授権資本は、定款に基づき発行される株式の最大額面金額である。授権資本は、実際の発行済資本の５倍を

超えてはならない。株式は、定款に規定される額面金額でなければならない。定款は、額面金額の異なる様々な

株式の種類を定めることができる。

　発行済および払込済資本の最低金額は45,000ユーロ以上でなければならない。一般に、発行済株式は全額払込

済であり、かかる場合発行済資本および払込済資本は同一であるが、定款に定めのある場合には、少なくとも発

行済株式の額面金額の25％を払い込む一部払込済株式が認められる。ただし、かかる払込金額は、45,000ユーロ

以上であることを条件とする。

　法規定に基づき、株式の各発行に関して定められた条件として、払込の繰延およびオランダ通貨以外の対価を

定めることができる。株式が公募される場合、これらの条件は目論見書に記載される。一般に、全額払込済では

ない株式を譲渡する株主は、残額の支払について会社に対し引続き責任を負う。さらに、オランダ会社法は、全

額払込済ではない株式の譲渡に関し、一定の追加的手続を課している。

　会社の定款において、会社の株式資本は、ユーロでのみ表示することができる。株式に係る支払は、現金また

は現物で行うことができる。

　非上場N.V.の資本の記名式株式の譲渡は、オランダ民法典第２編第86条の規定に従い、公正証書の作成により

効力を生じるものとされている。株式を譲渡された会社が譲渡の当事者でない場合、書面による承認書がかかる

会社へ供されなければならない。

 

資本増加
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　執行取締役会のような会社における別の機関が株主総会の決議または会社の定款により、授権された機関

（orgaan）に指定されない限り、株主総会は、株式発行を決議する権限ならびにかかる株式の発行価額およびそ

の他の発行条件を決定する権限を有する。上記の指定は５年以内の特定の期間においてのみ有効であり、５年以

内の期間で随時延長することができる。

　授権資本は、定款の変更により増加させることができる。株式は額面金額を下回って発行してはならないが、

額面金額を上回っての発行は可能である。発行済資本は授権資本を超えることはできない。原則として、既存の

株主は、新規発行株式に関して先買権がある。これらの先買権は、株主総会（または指定された機関）により制

限または除外することができる。

 

資本減少

　オランダ会社法および定款の規定に従い、株主総会は、(ⅰ)株式の消却、または(ⅱ)定款の変更を通じて株式

の額面金額を減額することにより、発行済株式資本の減少を決議することができる。

 

株式の買戻

　会社は、全額払込済株式のみ自己資金で取得することができる。会社が対価の支払を要しない場合、または全

ての（onder algemene titel）株式が取得される場合、無制限に行うことができる。取得価格の支払による株式

の取得は、会社の定款において排除または制限することができる。会社の資本および剰余金ならびに買い戻され

る会社の発行済株式の割合（非上場N.V.：１株を除く全株式、上場N.V.：最大50％）に関する特定の条件を満た

さなければならない。株主総会は、取得価格の支払により株式が取得される場合、執行取締役会に授権を行わな

ければならない。株主総会による授権は、上場N.V.の場合、最長18ヶ月にわたって付与することができ、非上場

N.V.の場合、最長５年間にわたって付与することができる。かかる授権は、オランダ会社法に規定される一定の

詳述が含まれなければならない。

　買い戻された株式は引続き発行済であるが、将来譲渡が要求された場合のため、会社により自己保有株式とみ

なされる。

 

分配

　定款に別段の定めのない限り、利益は株主に分配されるものとする。定款には、利益の処分権限を株主総会の

権限とする旨を規定することができる。この場合、株主総会は、利益を剰余金に組み入れ、分配される配当金額

を決定する権限を有する。あるいは、利益の剰余金への割当を行う権限を、執行取締役会または監督取締役会等

の他の機関に付与する旨を定款に規定することができる。

　配当は利益からのみ分配される（当該利益が当該年度のものであるか前年度のものであるかを問わない。）。

配当は、株主に対しその所有株式の額面金額に応じて支払われる。また、会社は、上記記載の要件ならびにオラ

ンダ民法典および会社の定款の規定に従い、中間配当を行うことができる。

　法律または定款の下で維持することが規定されていない会社の剰余金残高は、通常、執行取締役会の信任義務

に従い、随時株主に分配される。これらの分配可能剰余金は、株式払込剰余金等を含む。

 

株主およびその権限

　オランダ会社法は、オランダの株主と外国の株主とで区別を設けていない。

　オランダ会社法の主な原則の一つは、全ての株主は、同じ状況において、同等に扱われなければならないとい

うことである。各株主は、会社において株主総会に出席する権利、株主総会で発言する権利および議決権を行使

する権利を有する。一般に、株主には同等に情報が与えられなければならない。

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

  4/185



　株主総会において、一般に決議は議決権の絶対多数により可決される。少数株主は、特別な過半数または大多

数を要求する法律または定款の特別規定によりその立場が強化されない限り、多数票を得ることができない。株

主総会で少数株主が行使できる実際の影響力は、自身の所有株式数、他の株主が保有する株式およびかかる株主

総会に実際に出席している株主数に直接的に関連している。

　オランダ会社法は、少数株主が利用可能な特定の権利および救済方法について規定している。これらの権利

は、とりわけ会社の業務の実施方法に少数株主が反対する場合に関連する。

　オランダ法の下で、株主は他の株主に対し受託者としての義務を負わない。原則として、オランダ法の下で、

株主は自身の利益のみを追求することができるが、これは自身が保有する利益であるためである。しかし、オラ

ンダの判例法においては、オランダの企業統治法に規定されているとおり、株主は他の株主の利益を害してはな

らないと判断されている。

　株主総会は会社の機関である。法により特定の権限を付与されており、多くの場合、当該権限は定款により補

足される。法または定款により会社の他の機関に対して付与されていない権限は、株主総会によって行使され

る。しかし、株主総会は会社の最高機関ではない。したがって、株主総会は、以下の事項を行うことはできな

い。

(ⅰ) 会社の執行機関として行為すること（これは執行取締役会の固有の権能である。）。

(ⅱ) 執行取締役会に詳細な指示を与えること。

(ⅲ) 法または定款が監督取締役会に決定権を授権した場合に、監督取締役会の決定を却下すること。

 

株主総会

　株主総会は、定款に定められたオランダ国内の場所においてのみ開催される。株主総会は、年一回以上開催さ

れなければならず、年次株主総会と呼ばれる。年次株主総会は、定款中に短縮した期間が定められていない限

り、会社の事業年度の終了から６ヶ月以内に開催されなければならない。株主総会は、通常執行取締役会または

監督取締役会により招集される。

　株式が上場されていないN.V.に関し、株主総会招集通知は、株主総会の日の15日前までに、無記名株式が発行

されている場合は指定された新聞に発表され、記名株式が発行されている場合には郵送により送付されなければ

ならない。株主総会が適正な方法により招集されない場合、有効な決議は全ての株主が出席したか、または代理

人により議決権を行使した場合にのみ採択することができる。議案は、株主総会を招集した者が決定する。議案

にない事項に関する決議は、全ての株主の全員一致の場合のみ有効となる。株式を上場しているN.V.について

は、特定の法規定が適用される。とりわけ、株式を上場しているN.V.の株主総会は、株主総会の日の42日前まで

に招集されなければならず、参加および投票に係る強制基準日（株主総会の日の28日前）が適用される。

　実務上、定款には監督取締役会（もしあれば）の会長または執行取締役会の会長が株主総会の議長となる旨が

しばしば規定される。議長は議事録の保管および出席者名簿の作成のために秘書役を指名することができる。

　オランダ会社法は、（合併または業務執行取締役の任命の決議といった）特定の決議について、定足数を規定

している。さらに、定款は（例えば、定款の変更および会社の解散の決議等に関し）大多数および定足数の要件

について定めることができる。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

 

当社の株式資本

　当社の授権資本は、１株当たり454ユーロである普通株式（以下「普通株式」という。）315,000株、合計

143,010,000ユーロである。2014年８月11日付の商業登記簿抄本によると、当社の発行済および払込済株式資本

は51,302,000ユーロであり、普通株式113,000株に分割される。
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株式の形式

　普通株式は、記名式株式である。

 

株式発行

　普通株式は、株主総会の決議に従って発行することができる。株主総会は、上述のとおり、その決議により株

式発行の権限を最長５年間にわたり執行取締役会に委任することができる。かかる委任が行われた場合、株主総

会は当該委任期間中、株式発行の権限を有さない。

　普通株式を発行する決議を行う権限を与えられた機関（すなわち、株主総会または執行取締役会）は、発行価

額およびその他の発行条件を決定する。普通株式は、発行時に全額払い込まれなければならない。各株主は、発

行される株式に関し先買権を有する。

　原則として、各株主は株式が発行されるときはいつでも、その保有株式の合計金額に比例して、発行される株

式に関し先買権を有する。

 

執行取締役会

　執行取締役会は、当社の業務および経営について責任を負っている。執行取締役会は、株主総会により決定さ

れる構成員数から構成される。執行取締役会の全ての構成員は株主総会により選任および解任される。当社の定

款（以下「当社定款」という。）には執行取締役の任期に係る定めはない。執行取締役の報酬は、株主総会によ

り決定される。

　当社定款には執行取締役会の正式な会合の数、定足数または決議手続についての定めはない。ただし、執行取

締役会の決議は投票数の絶対多数をもって採択される。執行取締役会の会合において可否同数となった場合は、

株主総会が決定する。株主総会は、決議により執行取締役会の明確に確定した決定を承認することができる。さ

らに、執行取締役会は内部の意思決定手続について定めた内部規程を採用する場合がある（また、採用してい

る。）。

　当社定款は、監督取締役会について規定していない。

　執行取締役会に加え、執行取締役会の各構成員は、個々に当社を代表する権限を有している。

 

株主総会

　年次株主総会は、当社の事業年度の終了から６ヶ月以内に開催されなければならない。臨時株主総会は、執行

取締役会が必要と判断したときに開催される。株主総会は、ハーレム、アムステルダム、ロッテルダムまたは

ハーレマミアー（スキポール）で開催される。その他の場所で開催される株主総会においては、全ての発行済株

式が代表される場合にのみ、有効な決議を採択することができる。

　株主本人またはその代理人は、株主総会に出席することができる。株主総会の決議は、当社定款または法律に

別段の定めがない限り、行使された議決権の絶対多数により採択される。執行取締役会の事前の認識を条件とし

て、株主は、総会を開催しなくとも、株主総会で可決する全ての決議を可決することができる。当社定款に基づ

き、全ての株主が書面、電報、ファクシミリまたはテレックスにより当該提案に賛成する意思を表明した場合に

のみ、かかる決議は有効となる。

　年次株主総会の議題は、年次計算書類の承認および利益の配当を含む特定の議題を含んでいなければならな

い。

 

議決権

　当社の株式資本の各株式には、１議決権が付与されている。
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配当受領権

　オランダ民法典第２編第105条に従い、株主総会は、普通株式についての年間配当金の支払の有無および利益

の分配方法について決議するものとする。

　自由に配当可能な剰余金がある限り、オランダ民法典第２編第105条に従って、株主総会は、当社の執行取締

役会による提案後、中間配当の支払を決定することができる。

 

会計

　当社の事業年度は、４月１日から翌年の３月31日までである。

　執行取締役会は、毎事業年度末から５ヶ月以内（ただし、特別な事態に応じて、かかる期間が株主総会により

最長６ヶ月延長された場合を除く。）に年次決算書を作成し、株主に公開するものとする。また、執行取締役会

は、法により義務付けられている場合は、同期間内に年次報告書を作成するものとする。

 

２【外国為替管理制度】

　現在、オランダ国内で効力を有するオランダ会社法の規定または当社定款上の規定の中に、オランダの居住者

でない当社株主への送金を制限するものはない。当社の株式に関するユーロによる現金配当は適法にオランダの

銀行口座から送金でき、ユーロからいかなる交換可能通貨にも交換することができる。しかし、他通貨への交換

および／またはオランダ国外への送金は、1994年対外財政関係法（Wet financiele betrekkingen buitenland

1994）、1977年制裁法（Sanctiewet 1977）または国際的制裁により制限される可能性がある。さらに、1994年

対外財政関係法に従い、オランダ中央銀行は、オランダ王国の居住者により行われる国外への支払に対し一定の

報 告 要 件 を 課 す こ と が あ る 。 か か る 居 住 者 は 、 2003 年 一 般 報 告 指 令 （Rapportagevoorschriften

betalingsbalansrapportages 2003）に従い、オランダ中央銀行に国外への支払を報告しなければならない。報

告要件は、主にオランダ中央銀行が国際収支統計（betalingsbalans）を編成できるようにすることを目的とし

ている。報告要件は、支払義務の相殺にも適用される。

 

３【課税上の取扱い】

(1) オランダの租税制度

　以下は、概要であり、ここに記載された課税上の取扱いは本社債権者（以下に定義する。）に適用されない可

能性がある。本項において、「本社債」とは、300億米ドルのユーロ・ノート・プログラムに基づきNEFが発行し

た社債をいう。

　この概要は、本書の日付以降に発行される本社債の取得、所有および処分に関連するオランダにおける主たる

課税上の取扱いのみを対象とするものである。特定の本社債権者に関連しうる税制について全ての側面について

説明することを意図していない。潜在的投資家は、その特有の状況における本社債の取得、所有および処分に関

連する課税上の取扱いの詳細について、自身の税務顧問の助言を求めるべきである。

この概要において、オランダの概念に言及するために英語による用語および表現が使用されている場合、当該

用語および表現に与えられた意味は、オランダの税法に基づき相当するオランダの概念に与えられた意味を有す

るものとする。この概要において「オランダ」および「オランダの」という用語が使用される場合、オランダ王

国の欧州部分のみを指す。

　この概要は、本書の日付現在に有効なオランダの税法（未公表の判例は含まない。）に基づいている。この概

要が基準としているかかる税法は、変更される可能性があり、遡及的効果を伴う可能性もある。かかる変更は、

この概要（当該変更を反映するために更新されることはない。）の内容を無効にする可能性がある。この概要

は、本社債に係る各取引が独立当事者間の取引であることを前提としている。
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　オランダの税制に係る本項目において、「本社債権者」と言及する場合、当該概念には以下が含まれる（ただ

し、これに限定されない。）。

１．一または複数の本社債の所有者であり、当該本社債の権利に加え当該本社債に対する経済的利益を有してい

ること。

２．一または複数の本社債について、完全な経済的利益を有する者または事業体。

３．オランダ税制の目的上透明性があり、上記１．または２．の意味の範囲内において、その資産が一または複

数の本社債を構成するパートナーシップもしくはミューチュアル・ファンド等の事業体の持分を有する者ま

たは事業体。

４．信託または財団法人のように、分離された財産に係る2001年オランダ所得税法第2.14a条の適用規則に従

い、上記１．から３．に言及されたように本社債に対する利益を有するとみなされる者。

 

源泉徴収税

　本社債に係る一切の支払は、オランダまたはオランダ国内における下部行政主体もしくは税務当局により

課税、徴収、源泉徴収または賦課されるあらゆる租税（性質の如何を問わない。）のまたはそれに係る源泉

徴収または控除を受けない。ただし、かかる本社債をオランダ税制の目的上当社の株主資本と分類すること

ができる発行条件に基づき本社債が発行される場合または1969年オランダ法人所得税法第10条第１項第d号の

意味において実際に当社の株主資本として機能している場合で、かつ本社債が当社もしくは当社に関連する

事業体により発行されたかもしくは発行される予定の株式もしくはその他の持分金融商品と引き換えに償還

可能であるか、それらに転換可能であるかもしくはそれらに連動している場合を除く。

 

所得税およびキャピタル・ゲイン税

　本「所得税およびキャピタル・ゲイン税」に記載された概要は、オランダの所得税または法人所得税の目

的上オランダの居住者またはみなし居住者のいずれにも該当せず、さらに個人の場合、オランダの所得税の

目的上オランダのみなし居住者であることを選択していない本社債権者（以下「非居住者である本社債権

者」という。）にのみ適用されるものとする。

 

個人

　非居住者である本社債権者で個人の者は、本社債から得ているかまたは得ているとみなされる一切の利益

（本社債に基づく一切の支払および本社債の処分に係る一切の実現利益を含む。）について、オランダのい

かなる所得税またはキャピタル・ゲイン税にも服さない。ただし、下記の場合を除く。

(a) 同個人が企業から利益を得ている場合。起業家として、またはかかる企業の純価値に対する共同権利に

従った利益であるかを問わないが、株主として得る利益を除く。かかる企業は、その全部または一部が

オランダ国内における恒久的施設または恒久的代理人を通じて営まれており、かつ同個人の本社債がか

かる企業に帰属する場合とする。

(b) 同個人が、本社債からオランダ国内における雑業務による収益として課税される利益を得ているか、ま

たは利益を得ているとみなされる場合。

　本社債権者が、個人であり、上記の例外(a)にあてはまらない場合、かつ本社債から利益（かかる本社債に

基づく一切の支払および本社債の処分に係る一切の実現利益を含む。）を得ているかまたは得ているとみな

される場合で、同個人または2001年オランダ所得税法第3.91条第２項第b号もしくは第c号の意味における同

個人に関係のある者が当社に対して実質的な持分を有している場合、かかる利益は、オランダ国内における

雑業務による収益として課税される。
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　一般に、当社に対して実質的な持分を有する者とは、かかる者が、単独もしくは個人の場合はパートナー

（partner）（もしあれば）と共同で、直接的もしくは間接的に、当社の総発行済資本（もしくは一切の種類

株式の発行済資本）の５％以上を表章する株式数を、または、直接的もしくは間接的に、当社の総発行済資

本（もしくは一切の種類株式の発行済資本）の５％以上を表章する株式数（発行されているかどうかを問わ

ない。）もしくは当社の年間利益の５％以上もしくは当社の清算手取金の５％以上に関連する利益参加証書

を取得する権利を、所有または所有しているとみなされる場合をいう。

　株式または利益参加証書からの利益（用益権の所有者等）に対する権利を有する者は、それぞれ株式また

は利益参加証書の所有者とみなされ、かかる者の当該利益に対する権利は、それぞれ株式または利益参加証

書であるものとみなされる。

　さらに、本社債権者が、個人であり、上記の例外(a)にあてはまらない場合、上記により、とりわけ下記の

状況において、雑業務による収益として課税される利益を本社債から得ることがあり、または得るとみなさ

れることがある（オランダ国内において当該業務が遂行されまたは遂行されているとみなされた場合）。

(a) 同個人の投資活動が、アクティブ・ポートフォリオ投資家の活動を超える場合（内部情報または同様な

形式の特別情報の使用等）。

(b) 同個人が、本社債を、2001年オランダ所得税法第3.91条および第3.92条における意味による一定の当事

者に対して、法律上または事実上、直接的または間接的に、同条文に記載の状況において提供している

かまたは提供しているとみなされる場合。

(c) 同個人が、直接的または間接的を問わず本社債を所有し、かかる本社債から得られる利益の全部または

一部を、同個人または2001年オランダ所得税法第3.92b条第５項の意味における同個人に関係のある者が

オランダ国内において行ったかまたは行ったとみなされる活動の報酬とする意図がある場合。

 

帰属規則

　18歳未満の実子または養子が一定の雑業務から得ているまたは得ているとみなされる収益は、子の居住地

に関わらず、かかる子に対して権限を行使する親に帰属する。

 

事業体

　非居住者である本社債権者は、個人である場合を除き、本社債から得ているかまたは得ているとみなされ

る利益（本社債に基づく一切の支払および本社債の処分に係る一切の実現利益を含む。）について、オラン

ダのいかなる所得税またはキャピタル・ゲイン税にも服さない。ただし、下記の場合を除く。

(a) かかる非居住者である本社債権者が、企業から直接利益を得ている場合。かかる企業の純価値に対する

共同権利に従った利益であるかを問わないが、有価証券の所持人として得る利益を除く。かかる企業

は、オランダ国内にて運営されているか、その全部または一部がオランダ国内において課税される恒久

的施設または恒久的代理人を通じて営まれており、かつ同本社債権者の社債がかかる企業に帰属する場

合とする。

(b) かかる非居住者である本社債権者が、（個人の項目において記述したように）当社に対して実質的な持

分を有している場合、または当社に対して実質的な持分を有しているとみなされる場合をいう。

　実質的な持分を有しているとみなされる場合とは、株式、利益参加証書または当社の株式を取得する権利

が非認識規定の適用に基づき保有される場合または保有されるとみなされた場合をいう。

 

一般
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　上記に従い、非居住者である本社債権者は、本社債の発行に関する書類の調印および／もしくは執行また

は本社債もしくはかかる書類に基づく当社の義務の履行のみの理由においてオランダにおける所得税に服さ

ない。

 

贈与税および相続税

　本社債権者が、本社債を（形式または内容において）贈与にて処分した場合、または個人である本社債権

者が死亡した場合は、それぞれオランダの贈与税または相続税は課税されない。ただし、下記の場合はこの

限りではない。

(ⅰ) 贈与者またはかかる死亡者が、それぞれオランダの贈与税または相続税の目的上オランダの居住者また

はみなし居住者である場合。

(ⅱ) 贈与者が、本社債を贈与後にオランダの居住者またはみなし居住者となった場合で、かかる贈与の日付

から180日以内で、オランダの居住者またはみなし居住者として死亡した場合。

　上記の目的のため、停止条件に基づく本社債の贈与は、停止条件が満たされた場合に行われるとみなされ

る。

 

登録税

　本社債の(ⅰ)発行に関する文書の調印および／もしくは法的手続（オランダの裁判所における外国判決の

執行を含む。）による執行、(ⅱ)かかる文書もしくは本社債に基づく当社の義務の履行、または(ⅲ)本社債

の譲渡に関連して、オランダの登録税、譲渡税、印紙税もしくはその他の類似の文書税（裁判所費用を除

く。）はオランダにおいて課されない。ただし、(a)オランダに所在する不動産、(b)オランダに所在する不

動産として適格な資産（の持分）、もしくは(c)オランダの不動産譲渡税の目的上オランダに所在する不動産

に対する権利（の持分）を本社債に関連して取得する場合、または本社債がオランダの不動産譲渡税の目的

上オランダに所在する不動産もしくはオランダに所在する不動産に対する権利として適格な資産（の持分）

を表章する発行条件に基づき本社債が発行される場合、オランダの不動産譲渡税が本社債権者に対して課さ

れる場合がある。

 

(2) 日本の租税制度

　居住者または内国法人に対して支払われた本社債に関する利息は、通常現行の租税法規に基づき日本における

課税の対象となる。居住者または内国法人がかかる利息を国内における支払の取扱者を通じて交付される場合、

支払われた利息は、通常20％（所得税および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得税、復興特

別所得税および地方税の合計））が源泉徴収される。上記にかかわらず、居住者である個人が2016年１月１日以

後に支払を受ける本社債の利息は、20％（所得税および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得

税、復興特別所得税および地方税の合計））の申告分離課税の対象となる。

　内国法人による本社債の譲渡から生じる利益は益金の額に算入されるが、居住者による本社債の譲渡から生じ

る利益は、一定の場合を除き、日本における課税の対象とはならない。上記にかかわらず、居住者である個人が

2016年１月１日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20％（所得税および地方税の合計）（2037年

12月31日までは20.315％（所得税、復興特別所得税および地方税の合計））の申告分離課税の対象となる。

　居住者または内国法人が本社債の償還を受けたことによって得た利益は、通常現行の租税法規に基づき日本に

おける課税の対象となる。上記にかかわらず、居住者である個人が2016年１月１日以後に本社債の償還を受けた

場合の償還差益は、20％（所得税および地方税の合計）（2037年12月31日までは20.315％（所得税、復興特別所

得税および地方税の合計））の申告分離課税の対象となる。
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　居住者である個人について2016年１月１日以後に生じる、本社債に係る利子所得、譲渡損益および償還差損益

は、一定の条件のもとにこれらの所得間および一定の他の有価証券に係る所得または損失との損益通算および繰

越控除が認められる。

　本社債に関して非居住者または外国法人に対して支払われた利息は、通常日本の課税の対象とはならない。非

居住者または外国法人による本社債の日本における譲渡から生じる利益は、日本において恒久的施設を有する非

居住者または外国法人による譲渡の場合を除き、通常日本の課税の対象とならない。ただし、非居住者または外

国法人に納税義務が課される場合も、租税条約の適用ある規定により、限定または免除される場合がある。本社

債に関して非居住者または外国法人が本社債の償還を受けたことによって得た利益も、通常日本の課税の対象と

はならない（ただし、租税条約の規定の適用があればそれに従う。）。

 

４【法律意見】

当社のオランダにおける法律顧問であるデ・ブラウ・ブラックストーン・ウエストブルック・ロンドン・

ビー・ブイ（De Brauw Blackstone Westbroek London B.V.）より、下記の趣旨の法律意見書が提出されてい

る。ただし、一定の仮定および留保に服する。

本書中の記載は、オランダの法律（オランダ税法を除く。）に関する限りにおいて正確である。

当社のオランダにおける法律顧問であるロイエンズ・アンド・ルフ（Loyens & Loeff）より、下記の趣旨の法

律意見書が提出されている。

オランダの法令に関する本書の「３　課税上の取扱い－(1) オランダの租税制度」の記述は、全ての重要

な点において真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

当社は、2010年３月31日現在においてもその後の期間においても子会社または関連会社を有していないため、

2010年３月31日、2011年３月31日、2012年３月31日、2013年３月31日および2014年３月31日に終了した各年度に

ついては、連結財務書類の作成は要求されていない。

 

(2) 提出会社の事業年度に係る主要な経営指標等の推移
 
 

決算期
2010年３月31日
終了事業年度

2011年３月31日
終了事業年度

2012年３月31日
終了事業年度

2013年３月31日
終了事業年度

2014年３月31日
終了事業年度

 IFRS(注１)

受取利息および
類似収益

百万円 22,382 26,959 38,568 40,203 38,454

税引前利益(損失) 百万円 7,767 210 1,681 65 (1,250)

当期利益(損失) 百万円 8,974 1,963 1,177 38 (963)

発行済および
払込済株式資本
(注２)

百万円 6,460 6,030 5,634 6,191 7,285

発行済株式総数 株 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

株主資本合計 百万円 34,513 36,476 17,662 17,700 16,737

資産合計 百万円 2,686,238 2,786,311 2,473,433 2,235,486 2,347,644

１株当たり株主資本 円 305,427 322,795 156,301 156,638 148,115

１株当たり当期利益
(損失)

円 79,417.80 17,368.38 10,413.18 336.44 (8,522.12)

自己資本比率 ％ 1.28 1.31 0.71 0.79 0.71

自己資本利益率 ％ 29.89 5.53 4.35 0.22 (5.59)

営業活動による
キャッシュ・フロー
(注３)

百万円 9,050 (94,176) 121,595 164,085 (128,249)

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 - - - - -

財務活動による
キャッシュ・フロー
(注３)

百万円 (44,781) 128,828 (160,180) (188,628) 120,154

現金および現金同等
物の期末残高

百万円 41,324 74,061 33,962 10,049 2,479

(注１)　欧州連合が採用した国際財務報告基準。

(注２)　１株当たり額面金額454ユーロの株式113,000株を各期末日のレートにて円換算した金額。「第５　提出会社の状況

－１　株式等の状況－(1)　株式の総数等」を参照のこと。

(注３)　2011年３月31日に終了した事業年度より、資金管理の状況をより分かりやすくするために、キャッシュ・フロー計

算書の表示方法を変更した。これに伴い過年度の数値を組替再表示している。組替再表示前の「営業活動による

キャッシュ・フロー」と「財務活動によるキャッシュ・フロー」は以下のようになる。
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2010年３月31日
終了事業年度

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 27,735

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 (54,821)

 

２【沿革】

当社は、1990年７月20日に野村證券株式会社（現野村ホールディングス）の子会社であるノムラ・ヨーロッ

パ・ピー・エル・シー（現ノムラ・プリンシパル・インベストメント・ピー・エル・シー）の全額出資金融子会

社として、オランダ法に基づき有限責任株式公開会社（N.V.）の形態で設立された。

1994年９月にノムラ・ヨーロッパ・ピー・エル・シー（同上）から野村證券株式会社（同上）へ当社の全株式

が譲渡され、当社は野村證券株式会社（同上）の子会社となった。1998年１月に野村證券株式会社（同上）が英

国に全額出資金融子会社のノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーを設立し、当社の全株式が

現物出資されたことに伴い、当社はノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーの子会社となっ

た。その後、2011年６月29日付で、ノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーが保有していた当

社の全株式が野村ホールディングスに譲渡されたことに伴い、当社は野村ホールディングスの子会社となった。

当社は、当社の発行に係る外国指標連動証券を信託財産とする有価証券信託受益証券を、東京証券取引所に上

場している。

 

３【事業の内容】

(1) 提出会社

当社の主な事業内容は、社債の発行等により資金調達を行い、野村グループ（野村ホールディングスおよび

その連結子会社）へ資金供給を図ることである。

 

(2) 親会社

野村ホールディングスおよびその連結子会社等（連結子会社および連結変動持分事業体、2014年３月末現在

814社）の主たる事業は、証券業を中核とする投資・金融サービス業であり、わが国をはじめ世界の主要な金

融・資本市場を網羅する営業拠点等を通じ、お客様に対し資金調達、資産運用の両面で幅広いサービスを提供

することである。具体的な事業として、有価証券の売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受けおよ

び売出し、有価証券の募集および売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、自己資金投資業、アセット・マ

ネジメント業およびその他の証券業ならびに金融業等を営んでいる。なお持分法適用会社は2014年３月末現在

15社である。

 

(3) 子会社

該当事項なし。

 

本書提出日現在の企業集団の概要は以下のとおりである。

 

＜企業集団の概要＞
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４【関係会社の状況】

(1) 親会社

(a)　名称　　　　　　　野村ホールディングス株式会社

(b)　所在地　　　　　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

(c)　資本の額　　　　　594,493百万円（2014年３月31日現在）

(d)　業種　　　　　　　持株会社

(e)　株式の所有割合　　100％

(f)　提出会社との営業上の関係

当社は野村ホールディングスの金融子会社である。同社は、当社が発行する社債に関して保証を行ってお

り、ファシリティ・アグリーメントに基づく金銭の貸借取引を行っている。

(g)　野村ホールディングスは有価証券報告書提出会社である。

 

(2) 子会社

該当事項なし。

 

(3) 関連会社

該当事項なし。

 

５【従業員の状況】

(1) 提出会社の従業員数

本書提出日現在の従業員数は10人である。

 

(2) 提出会社の従業員の平均年齢、平均勤続年数および平均年間給与

当社の従業員の平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与はそれぞれ35.9歳、4.6年および6.5百万円である。

 

(3) 労働組合の状況等

該当事項なし。
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第３【事業の状況】

 

１【業績等の概要】

当社の主な事業は、野村グループの海外における資金調達およびその調達した資金の野村グループへの貸付で

ある。当社は上記事業に関連して発生する金利および外国為替の変動リスク・ヘッジを目的に、デリバティブ取

引を野村グループ内で行っている。受取利息および類似収益、支払利息および類似費用、純受取／（支払）手数

料等および純トレーディング損益はこれらの活動から生じる。

2014年３月期の受取利息および類似収益は38,454百万円（前期40,203百万円）、支払利息および類似費用は

27,293百万円（前期26,983百万円）、純受取／（支払）手数料等は支払833百万円（前期836百万円）、純トレー

ディング損失は1,130百万円（前期2,022百万円）となっており、税引前損失は1,250百万円（前期利益65百万

円）である。なお、法人所得税収益は287百万円（前期費用27百万円）であり、2014年３月期包括利益合計はマ

イナス963百万円（前期利益38百万円）となった。

また、現金および現金同等物の2014年３月期末残高は、2,479百万円（前期10,049百万円）である。営業活動

により使用したキャッシュ・フロー純額は、その他の営業資産が増加したこと等により、128,249百万円支出

（前期収入164,085百万円）となった。財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額は、前期に比べて社債お

よびその他の借入金の発行が増加したことにより、120,154百万円収入（前期支出188,628百万円）となった。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

該当事項なし。

 

３【対処すべき課題】

下記の記載のほか、下記「４　事業等のリスク」中、＜当社固有のリスク＞の記載を参照のこと。

 

当社に求められている大きな役割は、当社による野村グループの海外における資金調達機能である。したがっ

て、当社は、野村グループの業務が円滑に行われるように、グローバルに安定的な資金供給を図るため、当社が

設定しているユーロ・ノート・プログラムの下、資金調達を継続的に行う必要がある。

 

４【事業等のリスク】

以下に述べるリスクが実際に生じた場合、当社のビジネスや財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの

状況に悪影響を及ぼす可能性がある。これらは、本書提出日現在で当社が判断したものであるが、現時点では確

認できていない追加的リスクや現在は重要ではないと考えるリスクも当社に悪影響を与える可能性がある。

 

＜当社固有のリスク＞

(1)　オペレーショナル・リスク

当社では、オペレーショナル・リスクを内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しな

いこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義している。この定義には、戦略リスク

（経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク）は含まれないが、法令や規制等の違反に係るリスク、オ

ペレーショナル・リスクの顕在化に起因する野村グループ各社のレピュテーションの悪化に係るリスクを含む。

なお、当社は、野村グループのオペレーショナル・リスク管理規程において規定されているオペレーショナ

ル・リスク管理の枠組を利用しており、当該規程は、グループの統合リスク管理会議にて承認されている。

 

(2)　市場リスク
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市場リスクは、市場のリスク・ファクター（金利、為替、有価証券等の価格）の変動により、保有する金融資

産および金融負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスクである。

ただし、当社は貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするためにデ

リバティブ取引を行っており、市場リスクは最小限に抑えられている。

 

(3)　信用リスク

信用リスクとは、債務者またはカウンターパーティーが、債務不履行、破産、または法的手続等の結果とし

て、予め合意した条件通りに契約上の義務を履行できないことにより、損失を被るリスクをいい、オフ・バラン

ス資産に係る損失を含む。当該リスクはまた、信用評価調整により損失を被るリスクを含む。

当社の金融商品の取引相手は野村グループのみであるため、信用リスクは最小限に抑えられている。

 

(4)　資金流動性リスク

自社の信用力の低下または市場環境の変化により必要な資金の確保が困難になる、または通常より著しく高い

金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいう。当社は、野村グループの資金調達会社

としての主要な役割を果たすことから、野村グループの資金流動性管理の下に事業を行っている。

 

(5)　その他

収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により、収益がコストをカバーできなくなるリ

スクであるビジネス・リスク、当局による規制の導入・改正・撤廃により新たな義務が課せられるまたは費用が

発生する等のリーガル・リスクがある。

 

＜野村グループのリスク＞

当社の金融商品の取引相手先は野村グループのみであるため、野村グループの経営成績および財政状態の悪化

は、当社のビジネスや経営に悪影響を与える可能性がある。当社が本書提出日現在において、野村グループのリ

スクとして認識している事項は以下のとおりである。

 

野村グループのビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受ける可

能性がある

2008年のリーマンショックに端を発した世界的金融危機により、グローバルな証券市場のみならずその参加者

である金融サービス業界は影響を受け、日本を含む先進国を中心とする経済活動全体にもその影響は及んだ。

2011年の米国における財政問題や、ギリシャをはじめとするユーロ圏の周縁国における財政問題等は、世界の主

要な金融市場に対し大きな影響を与えた。また2013年には、中国における金融引締め政策の実施や、米国におけ

る量的緩和政策の縮小等があり、これらの影響を受け、世界経済はなお不透明な状況にある。

野村グループのビジネスや収益は、このような日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により影

響を受ける可能性がある。

また後述のように、各国の経済情勢や金融市場の動向は、経済的要因だけではなく、戦争、テロ行為、経済・

政治制裁、世界的流行病、地政学的リスクの見通しまたは実際に発生した地政学的イベント、あるいは自然災害

などによっても影響を受ける可能性がある。

仮に、このような事象が生じた場合、金融市場や経済の低迷が長期化し、野村グループのビジネスに影響が及

ぶとともに、大きな損失が発生する可能性がある。また、金融市場や経済の低迷が長期化しない場合でも、市場

のボラティリティの変化、野村グループがビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による財政および金
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融政策（例として日本銀行による金融政策）についての変更など、環境の変化が野村グループのビジネス、財政

状態または経営成績に影響を与える可能性がある。

なお、野村グループのビジネス・業務運営に影響を与える金融市場や経済情勢に関するリスクには以下のもの

が含まれる。

 

野村グループの仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性がある

金融市場や経済情勢が低迷すると、野村グループが顧客のために仲介する証券取引の取扱高が減少するた

め、仲介業務にかかる収入が減少する可能性がある。また、アセット・マネジメント業務については、多く

の場合、野村グループは顧客のポートフォリオを管理することで手数料を得ており、その手数料額はポート

フォリオの価値に基づいている。したがって、市場の低迷によって、顧客のポートフォリオの価値が下が

り、解約等の増加や新規投資の減少が生じることによって、野村グループがアセット・マネジメント業務か

ら得ている収入も減少する可能性がある。

 

野村グループの投資銀行業務からの収入が減少する可能性がある

金融市場や経済情勢の変動によって、野村グループの行う引受業務や財務アドバイザリー業務などの投資

銀行業務における案件の数や規模が変化する可能性がある。これらの業務の手数料をはじめとして、投資銀

行業務からの収入は、野村グループが取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、野村グループ

の投資銀行業務および当該業務における顧客等に好ましくない形で経済または市場が変動した場合には、こ

れらの収入が減少する可能性がある。例えば、2011年には欧州の財政危機の深刻化および長期化により資金

調達活動が低下したことを一因として、野村グループの2012年３月期および2013年３月期のインベストメン

ト・バンキング収益合計（金融費用控除後）は前年比でそれぞれ15.9％減および15.0％減となった。

 

野村グループの電子取引業務からの収入が減少する可能性がある

電子取引システムは、野村グループのビジネスにとって、少ないリソースで効率的に迅速な取引を執行す

るために必要不可欠なシステムである。これらのシステムを利用することにより、取引所またはその他の電

子取引市場を介して効率的な執行プラットフォームおよびオンライン・コンテンツやツールを顧客に提供す

ることが可能となる。取引手数料やスプレッド等を含むこれらの電子取引業務からの収入は、野村グループ

が取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、金融市場や経済情勢が変動した結果、顧客の取引

頻度の低下または取引額の低下が生じた場合にはこれらの収入が減少する可能性がある。また、さまざまな

キャピタルマーケット商品における電子取引の利用が増加しており、野村グループの電子取引業務の競争が

激化することで、取引手数料やスプレッドに対する低下圧力が高まっている。電子取引により取引量は今後

増加する可能性があるが、取引手数料の低下を補填するほど十分でない場合は、野村グループの収入が減少

する可能性がある。野村グループは今後も効率的な取引プラットフォームの提供に関する技術開発投資を続

けていく予定であるが、電子取引の手数料の値下げ圧力が高まった場合には、当該投資から生み出される収

益を最大限に確保できない可能性がある。

 

トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性がある

野村グループは自己売買および顧客取引のために、債券市場や株式市場等で大きなトレーディング・ポジ

ションと投資ポジションを保有している。野村グループのポジションはさまざまな種類の資産によって構成

されており、その中には株式、金利、通貨、クレジットなどのデリバティブ取引、さらに貸付債権および不

動産も含まれる。これらの資産が取引される市場の変動は、当該資産の価値に影響を与える場合がある。野

村グループが資産を保有している場合（すなわちロング・ポジション）、これらの資産の価格が下落する
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と、野村グループが損失を被る可能性がある。また、野村グループが資産を保有せずに売却した場合（すな

わちショート・ポジション）、それらの資産の価格が上昇すると、潜在的には重大な損失に晒される可能性

がある。そのため、野村グループはさまざまなヘッジ手法を用いてポジションリスクの軽減に努めている

が、それでも資産の価格変動により、損失を被る可能性がある。また、金融市場や経済情勢が急激に変化す

るような場合には、金融システム全体に過度のストレスがかかり、市場が野村グループの予測していない動

きをすることにより、野村グループは損失を被る可能性がある。

 

野村グループのビジネスは市場のボラティリティ水準の変化の影響を既に受けているか、または、将来、

受ける可能性がある。野村グループのトレーディングビジネスの一部であるトレーディングや裁定取引の機

会は市場のボラティリティの変化により作り出される。したがって、ボラティリティが低下した場合、取引

機会が減少し、これらのビジネスの結果に影響を与える可能性がある。一方、ボラティリティが上昇した場

合は、トレーディング量やスプレッドを増加させることがあるが、これによりバリュー・アット・リスク

（VaR）で計測されるリスク量が上昇し、野村グループはマーケットメイキングや自己勘定投資に伴って高

いリスクに晒され、またはVaRの増加を避けるためにこれらのビジネスのポジションまたは取引量を減らす

ことがある。

 

さらに野村グループは、資本市場における取引を円滑に進めるために、引受業務やトレーディング業務に

伴い比較的大きなポジションを保有することがある。また、野村グループが投資商品の開発を目的としてパ

イロット・ファンドを設定してポジションを保有し、投資商品の設定・維持を目的としてシード・マネーに

出資を行うことがある。野村グループは市場価格の変動によりこれらのポジションから大きな損失を被る可

能性がある。

 

加えて、野村グループが担保を提供する取引においては、担保資産の価値の大幅な下落や、野村グループ

の格付の低下をはじめとした信用力の低下が発生した場合は、追加担保を必要とするなど取引コストの上昇

および収益性の低下を招く可能性がある。一方、担保の提供を受ける取引においては、資産価値の下落が顧

客取引の減少につながり、それに伴う収益性の低下を招く可能性がある。2014年３月31日現在、１ノッチな

いし２ノッチの格下げがあり、それ以外の変化はなかったと想定した場合、野村ホールディングスが、デリ

バティブ契約に関連して、追加担保提供を求められる見積もり合計額は、それぞれ約332億円と約1,228億円

である。

 

証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村グループは大きな損失

を被る可能性がある

マーケット・メイク、ブロックトレード、引受業務、証券化商品の組成、第三者割当による新株予約権付

社債等の買い取り業務、または、顧客ニーズに対応した各種ソリューション・ビジネス等においては、特定

の資産を大口かつ集中的に保有することがあり、大きな損失を被る可能性がある。野村グループは多額の資

金をこれらのビジネスに投じており、その結果、しばしば特定の発行者または特定の業界、国もしくは地域

の発行者が発行する証券または資産に大口のポジションを保有することがある。野村グループは、一般に、

商業銀行、ブローカー・ディーラー、清算機関、取引所および投資会社といった金融サービス業に携わる発

行者に対するエクスポージャーが大きくなる傾向がある。また、顧客や取引先とのビジネスにより、特定の

国や地域の発行者が発行する証券を保有する場合がある。加えて、住宅および商業用不動産ローン担保証券

などの資産担保証券についても、市場価格が変動すると、野村グループは大きな損失を被る可能性がある。
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市場低迷の長期化が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性がある

市場低迷が長期化すると、野村グループの業務に関連する市場において取引量が減少し、流動性が低下す

る。この結果、当該市場において、野村グループは、自己の保有する資産を売却またはヘッジすることが困

難になるほか、当該資産の市場価格が形成されず、自己の保有する資産の時価を認識できない可能性があ

る。特に店頭デリバティブ等においてはポジションのすべてを適切に解消し、またはヘッジすることができ

ない場合に大きな損失を被る可能性がある。さらに、市場の流動性が低下し、自己の保有するポジションの

市場価格が形成されない場合、予期しない損失を生じることがある。

 

ヘッジ戦略により損失を回避できない場合がある

野村グループはさまざまな方法や戦略を用い、多様な種類のリスクに対するエクスポージャーをヘッジし

ている。ヘッジ戦略が効果的に機能しない場合、野村グループは損失を被る可能性がある。野村グループの

ヘッジ戦略の多くは過去の取引パターンや相関性に根拠を置いている。例えば、ある資産を保有する場合

は、それまでその資産の価値の変化を相殺する方向に価格が動いていた資産を保有することでヘッジを行っ

ている。しかし野村グループは、さまざまな市場環境においてあらゆる種類のリスクに晒されており、過去

の金融危機の際に見られたように、過去の取引パターンや相関性が維持されず、これらのヘッジ戦略が必ず

しも十分に効果を発揮しない可能性がある。

 

野村グループのリスク管理方針や手続が市場リスクの管理において十分に効果を発揮しない場合がある

リスクの特定、モニターおよび管理を行うための野村グループの方針や手続が十分な効果を発揮しない場

合がある。例えば、野村グループのリスク管理方法の一部は過去の金融市場におけるデータの動きに基づい

て設計、構築されているが、将来の金融市場における個々のデータの振る舞いは、過去に観察されたものと

同じであるとは限らない。その結果、将来のリスク・エクスポージャーが想定を超えて、大きな損失を被る

可能性がある。また、野村グループが使用しているリスク管理方法は、市場、顧客等に関する公表情報また

は野村グループが入手可能な情報の評価をよりどころとしている。これらの情報が正確、完全、最新なもの

ではなく、あるいは正しく評価されていない場合には、野村グループは、リスクを適切に評価できず、大き

な損失を被る可能性がある。加えて、市場の変動などにより野村グループの評価モデルが市場と整合しなく

なり、適正な評価やリスク管理が行えなくなる可能性がある。

 

市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性がある

前述の野村グループのビジネスに影響を与えうる可能性に加え、市場リスクがその他のリスクを増幅させ

る可能性がある。例えば、金融工学や金融イノベーションを用いて開発された金融商品に内在する諸リスク

は市場リスクによって増幅されることがある。

 

また、野村グループが市場リスクによりトレーディングで大きな損失を被った場合、野村グループの流動

性ニーズが急激に高まる可能性があり、一方で、野村グループの信用リスクが市場で警戒され、資金の調達

が困難になる可能性がある。

 

さらに、市場環境が悪化している場合に、野村グループの顧客や取引相手が大きな損失を被り、その財政

状態が悪化した場合には、これらの顧客や取引相手に対する信用リスクのエクスポージャーが増加する可能

性がある。

 

連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性がある
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野村グループは、事業の拡大等のため、企業の株式などを取得し、または企業グループの一部の事業を承継し

ており、野村グループが適切と判断した場合にはこれらを継続して行う見込みである。このような取得や承継

は、米国会計原則に基づき、野村グループの連結財務諸表において、企業結合として認識され、取得価額は資産

と負債に配分され、差額はのれんとしている。また、その他にも有形・無形資産を所有している。

これらの企業結合などにより認識されたのれんおよび有形・無形資産に対して減損損失やその後の取引に伴う

損益が認識される可能性がある。その場合、野村グループの経営成績および財政状態に影響を与える可能性があ

る。

 

流動性リスクによって野村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態が悪化する可能性が

ある

流動性、すなわち必要な資金の確保は、野村グループのビジネスにとって極めて重要である。即時に利用でき

るキャッシュ・ポジションを確保しておくことに加え、野村グループは、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借

入金の利用や長期社債の発行、コマーシャル・ペーパーのような短期資金調達先の分散、流動性の高いポート

フォリオの構築などの方法によって十分な流動性の確保に努めている。しかし、野村グループは一定の環境の下

で流動性の低下に晒されるリスクを負っている。

 

その内容は以下のとおりである。

 

野村グループが債券発行市場を利用できなくなる場合がある

野村グループは、日常の資金調達に短期金融市場や債券発行市場を継続的に利用している。長期または短

期の債券発行市場で資金を調達できない場合、あるいはレポ取引や有価証券貸借取引ができない場合、野村

グループの流動性は大きく損なわれる可能性がある。例えば、短期または中長期の財政状態に対する評価を

理由に、野村グループがビジネスを行うために必要とする資金調達につき、資金の出し手が資金提供を拒絶

する可能性があるのは、次のような場合である。

 

・多額のトレーディング損失

・市場の低迷に伴う野村グループの営業活動水準の低下

・規制当局による行政処分

 

上記に加え、銀行の不良貸付債権等の増加に伴う貸付余力の低下、クレジットスプレッドの拡大による野

村グループの資金調達コストの上昇を招くような金融市場やクレジット市場における混乱、投資銀行業や証

券ブローカレッジ業、その他広く金融サービス業全般に対する否定的な見通しなど、野村グループに固有で

ない要因によって、債券市場での資金調達が困難になることもある。

 

野村グループが短期金融市場を利用できなくなる可能性がある

野村グループは、野村グループのビジネスに必要な無担保短期資金調達につき、主にコマーシャル・ペー

パーの発行と銀行からの短期資金借入を利用している。これらの借入れの継続的な借り換えは、野村グルー

プの流動性管理において極めて重要である。野村グループが発行したコマーシャル・ペーパーやその他短期

金融商品を保有している投資家は、それらが満期になったときに新たな資金調達（借り換え）に応じる義務

を負っているわけではない。不足分が発生した場合でも、野村グループは、その不足分を補うための資金を

銀行からの短期借入でまかなうことができなくなる可能性がある。
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野村グループが資産を売却できなくなる可能性がある

野村グループが債券発行市場から資金を調達できない、もしくは資金残高が大幅に減少するなどの場合、

野村グループは期限が到来する債務を履行するために資産を売却するなどの手段を講じなければならない。

市場環境が不安定で不透明な場合には、市場全体の流動性が低下している可能性がある。このような場合、

野村グループは資産を売却することができなくなる可能性があり、このことは野村グループが保有する資産

の流動性低下につながるおそれがある。また、資産を低い価格で売却しなければならなくなる可能性もあ

り、結果的に野村グループの経営成績や財政状態に影響を与える場合がある。他の市場参加者が同種の資産

を同時期に市場で売却しようとしている場合には、野村グループの資産売却に影響を及ぼすことがある。

 

信用格付の低下により、資金調達コストが増加する可能性がある

野村グループの資金調達コストや債券発行市場の利用は、信用格付に大きく左右される。格付機関は野村

グループの格付けの引下げや取消しを行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に

掲載することがある。例えば、2012年３月15日ムーディーズ・インベスターズ・サービス社は、野村ホール

ディングスの長期格付けをBaa２からBaa３に格下げした。しかしながら、野村ホールディングスの2012年の

格下げによる影響は、限定的なものであった。将来格下げがあった場合、野村グループの資金調達コストが

上昇し、債券発行市場の利用が制約される可能性がある。その結果、野村グループの経営成績や資金調達に

影響を与える可能性がある。

さらに、日本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方といった、野村グループに固有でない要因

によっても、野村グループの資金調達コストが上昇する可能性がある。

 

市場リスクや流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村グループのトレーディング資産や投資資産

に損失を生じさせる可能性がある

イベント・リスクとは、事前に予測不能な出来事によりマーケットに急激な変動がもたらされた場合に発生す

る潜在的な損失をいう。これらには、2001年９月11日の米国同時多発テロ、2007年以降の米国サブプライム問

題、2008年秋の金融危機、2011年３月の東日本大震災、2011年に顕在化した米国や欧州諸国における財政問題、

および2013年後半に発生したウクライナ問題などの社会的に重大な事象のほか、より個別具体的に野村グループ

のトレーディング資産や投資資産に損失を生じさせるおそれのある、次のような出来事が含まれる。

 

・主要格付機関による、野村グループのトレーディング資産や投資資産に関する信用格付の突然かつ大幅な格

下げ

・野村グループのトレーディング戦略を陳腐化させ、競争力を低下させ、または実行不能にするような、ト

レーディング、税務、会計、金融規制、法律その他関連規則の突然の変更

・野村グループが関与する取引が予測不能な事由により遂行されないために野村グループが受取るべき対価を

受取れないこと、または野村グループがトレーディングもしくは投資資産として保有する有価証券の発行会

社の倒産や詐欺的行為もしくはこれらに対する行政処分等

 

野村グループに債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性がある

野村グループの取引先は、ローンやローン・コミットメントに加え、その他偶発債務、デリバティブなどの取

引や契約により、野村グループに対して債務を負担することがある。これら取引先が法的整理手続きの申請、信

用力の低下、流動性の欠如、人為的な事務手続き上の過誤、政治的・経済的事象による制約など、さまざまな理

由で債務不履行に陥った場合、野村グループは大きな損失を被る可能性がある。
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信用リスクは、次のような場合からも生じる。

 

・第三者が発行する証券の保有

・証券、先物、通貨またはデリバティブの取引において、クレジット・デフォルト・スワップの取引相手であ

るモノライン（金融保証会社）など野村グループの取引相手に債務不履行が生じた場合や、決済機関、取引

所、清算機関その他金融インフラストラクチャーのシステム障害により所定の期日に決済ができない場合

 

第三者の信用リスクに関連した問題には次のものが含まれる。

 

大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村グループに影響を及ぼす可能性がある

多くの金融機関の経営健全性は、与信、トレーディング、清算・決済など、金融機関間の取引を通じて密

接に連関している。その結果、ある特定の金融機関に関する信用懸念や債務不履行が、他の金融機関の重大

な流動性問題や損失、債務不履行を引き起こし、決済・清算機関、銀行、証券会社、取引所といった、野村

グループが日々取引を行っている金融仲介機関にも影響を及ぼす可能性がある。また将来発生しうる債務不

履行や債務不履行懸念の高まり、その他類似の事象が、金融市場や野村グループに影響を及ぼす可能性があ

る。国内外を問わず、主要な金融機関が流動性の問題や支払能力の危機に直面した場合、野村グループの資

金調達にも影響を及ぼす可能性がある。

 

野村グループの信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分

であるという保証はない

野村グループは信用に懸念のある顧客や取引相手、特定の国や地域に対するクレジットエクスポージャー

を定期的に見直している。しかし、債務不履行が発生するリスクは、粉飾決算や詐欺行為のように発見が難

しい事象や状況から生じる場合がある。また、野村グループが取引相手のリスクに関し、すべての情報を手

に入れることができない可能性がある。さらに、野村グループが担保提供を条件として与信をしている場合

に、当該担保の市場価格が急激に下落すると、担保価値が減少し、担保不足に陥る可能性がある。

 

野村グループの顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村グループに対する債務を履行できない可能

性がある

カントリー・リスクや地域特有のリスク、政治的リスクは、市場リスクのみならず、信用リスクの構成要

素でもある。現地市場における混乱や通貨危機のように、ある国または地域における政治的・経済的問題は

その国や地域の顧客・取引相手の信用力や外貨調達力に影響を与え、結果として野村グループに対する債務

の履行に影響を与える可能性がある。

 

金融業界は激しい競争に晒されている

野村グループのビジネスは激しい競争に晒されており、この状況は今後も続くことが予想される。野村グルー

プは、取引執行能力や商品・サービス、イノベーション、評判（レピュテーション）、価格など多くの要因にお

いて競争しており、特に、仲介業務、引受業務などで激しい価格競争に直面している。

 

商業銀行、大手銀行の系列証券会社や外資系証券会社との競争が激化している

1990年代後半から、日本の金融業界では規制緩和が進んだ。2004年12月１日から施行されている証券取引

法の改正（2007年９月30日より金融商品取引法に改称）により、銀行およびその他の金融機関がブローカ

レッジ業務に参入可能となった。また、2009年６月１日から施行されている金融商品取引法の改正により、
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商業銀行と証券会社間のファイアーウォール規制が緩和され、競合他社は関係のある商業銀行とより密接に

協業することができるようになり、銀行やその他の金融機関は、規制緩和前に比較して、資金調達や投資信

託の分野において競争力を増している。とりわけ、日本の大手商業銀行の系列証券会社や外資系証券会社

は、セールス・トレーディング、投資銀行業務、リテールビジネスの分野において、野村グループのシェア

に影響を及ぼしている。

 

金融業界の統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化している

金融業界における金融機関同士の統合・再編が進み、大手の商業銀行、その他幅広い業容を持つ金融機関

が、その傘下に証券業を有することとなっている。近年では大手金融グループが銀行および証券会社の連携

をより一層強化し、ローン、預金、保険、証券ブローカレッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務など、グ

ループ内での幅広い種類の商品・サービスの提供を進めており、これら金融機関グループの競争力が野村グ

ループに対し相対的に高まる可能性がある。これら金融機関グループは、市場シェアを獲得するために、商

業銀行業務その他金融サービスの収入により投資銀行業務や証券ブローカレッジ業務を補う可能性がある。

また、グループの垣根を越えた商業銀行と証券業との提携等も進むなど、これらの金融機関グループの事業

拡大や提携等による収益力の向上などにより、野村グループの市場シェアが低下する可能性がある。

 

海外の競合他社との競争や経営資源配分の適正化の不結実により、野村グループのグローバルな経営戦略

が功を奏しない可能性がある

海外には多くのビジネスの機会およびそれに伴う競争が存在する。野村グループは、これらのビジネス機

会を有効に活用するため、米国、欧州、アジアなどの重要な海外市場において競合金融機関と競争してい

る。このような競争に向けて、野村グループは海外ビジネスの強化のため、2008年にリーマン・ブラザーズ

の欧州、中東の一部の事業およびアジアの事業を承継し、またそれらの地域および米国において業務の再構

築と拡大を行うために多大な経営資源を投資してきた。しかしながら、その後、世界経済が低迷し、金融規

制および監督の強化が進展する等の環境変化が生じている。野村グループは、厳しい環境に対応するため、

経営資源配分の適正化および効率性を追求し、収益性の向上に努めている。このような取り組みについて十

分な効果が得られなかった場合は、野村グループのビジネス、財政状態、経営成績に影響を与える可能性が

ある。

 

野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、規制上のリスクおよびレピュテーション・リスクに影

響される可能性がある

野村グループが重大な法的責任を負うことまたは野村グループに対する行政処分がなされることにより、財務

上の影響を受け、または野村グループのレピュテーションが低下し、その結果、ビジネスの見通し、財務状況や

経営成績に悪影響を与える可能性がある。また、野村グループや市場に適用される規制に重要な変更がなされた

場合、これが野村グループのビジネスに影響を与える可能性がある。

 

野村グループはさまざまな法的責任を負う可能性がある

野村グループは、ビジネスにおいてさまざまなリーガル・リスクに晒されている。これらのリスクには、

金融商品取引法およびその他の法令における有価証券の引受けおよび勧誘に関する責任、有価証券その他金

融商品の売買から生じる責任、複雑な取引条件に関する紛争、野村グループとの取引にかかる契約の有効性

をめぐる紛争ならびにその他の業務に関する法的賠償請求等が含まれる。
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市場の低迷の長期化または市場に重大な影響を与えるイベントの発生により、野村グループに対する請求

が増加することが予想され、また、重大な訴訟を提起されることもありえる。これらの訴訟費用は高額にの

ぼる可能性もあり、訴訟により野村グループのレピュテーションが悪化する可能性もある。さらに、違法行

為にあたると断定できない場合であっても、その取引手法によっては社会的非難の対象となってしまう場合

もある。これらのリスクの査定や数量化は困難であり、リスクの存在およびその規模が認識されない状況が

相当期間続く可能性もある。

 

野村グループに適用のあるさまざまな規制により業務が制限され、また行政処分等や損失を受ける可能性

がある

金融業界は広範な規制を受けている。野村グループは、国内において政府機関や自主規制機関の規制を受

けるとともに、海外においては業務を行っているそれぞれの国の規制を受けている。また、野村グループの

ビジネスの拡大とともに、適用される政府機関や自主規制機関の規制も増加する可能性がある。これらの規

制は、広く金融システムの安定や金融市場・金融機関の健全性の確保、野村グループの顧客および野村グ

ループと取引を行う第三者の保護等を目的としており、自己資本規制、顧客保護規制、市場行動規範などを

通じて野村グループの活動を制限することがある。また、野村グループは法令諸規制を遵守するための対策

を講じているが、法令諸規制に抵触することを完全には防ぐことができない可能性があり、仮に法令違反等

が発生した場合には、罰金、一部の業務の停止、社内管理態勢の改善等にかかる命令、もしくは営業認可の

取消しなどの処分を受ける可能性がある。野村グループが行政上の処分または司法上の決定・判決等を受け

た場合、野村グループのレピュテーションが悪化する可能性がある。また、それらの処分により、顧客、特

に公的機関が野村グループとの金融取引を行わない決定をした場合は、たとえ命令等の処分が解除された後

であっても、一定期間、野村グループがビジネスの機会を喪失する可能性がある。

 

金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村グループのビジネス、財政状態および経営

成績に影響を及ぼす可能性がある

野村グループのビジネスに適用される規制が導入・改正・撤廃される場合、野村グループは、直接または

その結果生じる市場環境の変化を通じて影響を受けることがある。規制の導入・改正・撤廃により、野村グ

ループの全部または一部の事業を継続することの経済合理性がなくなる可能性、もしくは規制の対応に膨大

な費用が生じる可能性がある。

 

特に米国におけるドッド・フランク法や欧州連合・英国における各種の金融規制強化策など、さまざまな

金融規制改革が進行している。これらの制度改正の詳細および野村グループへの影響は、政府・監督機関に

より策定される最終的な規制による。

 

加えて、野村グループに適用される会計基準や自己資本比率・流動性比率・レバレッジ比率等に関する規

制の変更が、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がある。例えば、金

融庁は、バーゼル銀行監督委員会（以下「バーゼル委員会」という。）によるバーゼルⅢと呼ばれる新しい

規制パッケージに対応するため、2012年３月に、最終指定親会社の連結自己資本規制比率に関する改正告示

を公表した。同改正告示は、2013年３月末より段階的に施行されている。新たな規制が完全に施行された場

合、野村ホールディングスの連結自己資本規制比率は2013年３月末の水準より低下する可能性がある。バー

ゼルⅢ以外にも、新たな規制の導入または既存の規制の強化が、G-20、金融安定理事会（以下「FSB」とい

う。）、証券監督者国際機構（以下「IOSCO」という。）、バーゼル委員会等の国際組織あるいは野村グ

ループが業務を行う各国の政府機関や自主規制機関によって検討または決定されている。これらの規制が野
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村グループに適用される場合、野村グループの資金調達コストが上昇する、あるいは野村グループのビジネ

ス、資金調達活動や野村グループの株主の利益に影響を及ぼすような資産売却、資本増強もしくは野村グ

ループのビジネスの制限を行わなければならない可能性がある。なお、金融当局が認定するグローバルにシ

ステム上重要な銀行（以下「G-SIBs」という。）の対象およびG-SIBsに対する追加的な自己資本規制等は、

毎年見直されることがFSBおよびバーゼル委員会により公表されている。さらに、G-20首脳会合は、G-SIBs

の枠組を国内のシステム上重要な銀行（以下「D-SIBs」という。）まで拡張するようFSBおよびバーゼル委

員会に対して要請し、2012年10月、バーゼル委員会は、D-SIBs に関する評価手法およびより高い損失吸収

力の要件に関する一連の原則を策定し、公表した。FSBおよびIOSCOによる銀行・保険会社以外のグローバル

なシステム上重要な金融機関（以下「NBNI G-SIFIs」という。）の選定方法についても協議がなされてい

る。今後野村ホールディングスがG-SIBs、D-SIBsもしくはNBNI G-SIFIsの対象となる場合、上記のコスト負

担や影響が加重される可能性がある。

 

経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村グループの経営成

績および財政状態に影響を及ぼす可能性がある

野村グループは、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果を有すると見込まれる額を繰延

税金資産として連結貸借対照表に計上している。今後、経営状況の悪化、法人税率の引下げ等の税制改正、

会計原則の変更などその回収可能性に変動が生じる場合には、野村グループの連結貸借対照表に計上する繰

延税金資産を減額する可能性がある。その結果、野村グループの経営成績および財政状態に影響が生じる可

能性がある。

 

役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村グループのビジネスに影響が及ぶ可能性がある

野村グループは、役職員または第三者による不正行為というリスクに晒されている。野村グループの役職員

が、上限額を超えた取引、限度を超えたリスクの負担、権限外の取引や損失の生じた取引の隠蔽等の不正行為を

行うことにより、野村グループのビジネスに影響を及ぼす可能性がある。また、不正行為には、インサイダー取

引、情報伝達行為や取引推奨行為等の役職員または第三者による非公開情報の不適切な使用・漏洩も含まれ、そ

の結果、野村グループが行政処分を受け、もしくは法的責任を負う可能性、または野村グループのレピュテー

ションや財政状態に影響を及ぼす可能性がある。

2012年８月、野村ホールディングスの子会社である野村證券株式会社（以下「野村證券」という。）は、公募

増資案件に係る法人関係情報に関する管理態勢に不備が認められた等として、金融庁から業務改善命令を受け

た。これに対して、野村證券は改善策を策定し、同年12月末までにすべての施策を実施しており、再発防止に向

けて内部管理態勢の一層の強化・充実に取り組んでいる。

野村グループは、不正行為を防止または発見するための対策を講じているが、これらの対策により役職員によ

る不正行為を常に防止または発見できるとは限らず、また、不正行為の防止・発見のために取っている予防措置

がすべての場合に効果を発揮するとは限らない。そのような不正行為の結果として野村グループに対する行政上

の処分または司法上の決定・判決等が行われれば、野村グループは一定期間、ビジネスの機会を喪失する可能性

があり、また、顧客、特に公的機関が野村グループとの取引を行わない決定をした場合は、たとえ処分等が解除

された後であっても、ビジネスの機会を喪失する可能性がある。

 

また、野村グループは、第三者が行う詐欺的行為に直接または間接に巻き込まれる可能性がある。野村グルー

プは、投資、融資、保証、その他あらゆる種類のコミットメントを含め、幅広いビジネス分野で多くの第三者と

日々取引を行っているため、こうした第三者による詐欺や不正行為を防止し、発見することが困難な場合があ

る。
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これらによる損失が多額になる可能性があり、また野村グループに対する信頼が損なわれる虞もある。

 

不適切な利益相反の処理または特定により、野村グループに影響を及ぼす可能性がある

野村グループは、多様な商品およびサービスを個人、企業、他の金融機関および政府機関を含む幅広い顧客に

対して提供するグローバルな金融機関である。それに伴い、野村グループの日々の業務において利益相反が発生

するおそれがある。利益相反は、特定の顧客へのサービスの提供が野村グループの利益と競合・対立する、また

は競合・対立するとみなされることにより発生する。また、適切な非公開情報の遮断措置または共有がされてい

ない場合、グループ内で行われる複数の取引について、特定の顧客との取引とグループ各社の取引または他の顧

客との取引が競合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより利益相反が発生するおそれがあ

る。野村グループは利益相反を処理および特定するための利益相反管理体制を整備しているが、適切に対処、特

定または開示することができなかった場合、またはできていないとみなされた場合には、野村グループのレピュ

テーションが悪化し、現在または将来の顧客を失う可能性がある。また、利益相反の発生により規制措置、また

は訴訟の提起を受ける可能性がある。

 

野村グループのビジネスは、さまざまなオペレーショナル・リスクの影響を受ける

野村グループは、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは

機能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義している。この定義には、戦略

リスク（経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク）は含まれないが、法令や規制等の違反に係るリス

ク、オペレーショナル・リスクの顕在化に起因する野村グループ各社のレピュテーションの悪化に係るリスクを

含む。野村グループは、例えば、次のようなオペレーショナル・リスクに晒されている。これらのリスクが現実

のものとなった場合、野村グループは経済的損失、事業の中断、第三者からの提訴、行政処分、規制、罰金、ま

たはレピュテーションの悪化といった事態に陥る可能性がある。

 

・有価証券の取引の実行、確認または決済がなされないリスク

・役職員による正確な事務処理がなされないリスク、例えば取引所に対する誤発注のリスク

・策定しているコンティンジェンシープランの想定を上回る規模の災害やテロ行為等により、野村グループの

施設やシステムが被災し、あるいは業務の継続が困難になるリスク

・流行病により業務遂行に支障が生じるリスク

・野村グループまたは第三者のコンピューターシステムのダウン、誤作動などシステムの障害またはシステム

への不正侵入、誤用、コンピューターウイルス、もしくはサイバー攻撃によるリスク

 

野村グループのビジネスは、機密情報を野村グループのコンピューターシステムにおいて安全に処理、保存、

送受信できる環境に依拠している。野村グループはセキュリティ・システムの継続的なモニタリングおよびアッ

プデートを行い、リスクを軽減するための策を講じているが、常に変化するサイバー脅威により、野村グループ

へのリスクは増していると認識している。今後サイバー脅威が高度化するにつれ、野村グループのシステムを修

正するためにより多くの資源を必要とする可能性があり、さらに、野村グループの対策が十分でない場合には、

サイバー攻撃により重大な侵害を受ける可能性がある。

 

野村グループの保有する個人情報の漏洩により、野村グループのビジネスに影響が及ぶ可能性がある

野村グループは業務に関連して顧客から取得する情報を保管、管理している。近年、企業が保有する個人情報

および記録への不正アクセスや漏洩にかかる事件が多数発生していると報じられている。

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

 26/185



 

野村グループは個人情報の保護に関する法令諸規則に基づき、個人情報の保護に留意し、セキュリティ対策を

講じているが、仮に個人情報の重大な不正漏洩が生じた場合には、野村グループのビジネスにさまざまな点で影

響が及ぶ可能性がある。例えば、個人情報の漏洩により顧客に損失が生じた場合には、野村グループは顧客から

クレームや損害賠償請求を受ける可能性がある。また、自主的に、もしくは行政上の命令その他の規制上の措置

の対応として行うセキュリティ・システムの変更、または野村グループのブランド・イメージやレピュテーショ

ンの悪化の防止・抑制のために行う広報活動により、追加的な費用が発生する可能性がある。また、不正漏洩の

結果、野村グループに対するレピュテーションが悪化することによって、新規顧客が減少したり既存顧客を喪失

したりするとともに、問題に対処するために追加的な費用が発生する可能性がある。

 

野村ホールディングスは持株会社であり、野村ホールディングスの子会社からの支払に依存している

野村ホールディングスは、配当金の支払や負債の支払の資金について、野村ホールディングスの子会社から受

領する配当金、分配金およびその他の支払に依存している。会社法などの法規制により、子会社への資金移動ま

たは子会社からの資金移動が制限される可能性がある。特に、ブローカー・ディーラー業務を行う子会社を含

め、多くの子会社は、親会社である持株会社への資金の移動を停止または減少させる、あるいは一定の状況にお

いてそのような資金の移動を禁止するような、自己資本規制を含む法規制の適用を受けている。例えば、野村

ホールディングスのブローカー・ディーラー子会社である野村證券、ノムラ・セキュリティーズ・インターナ

ショナル・インク、ノムラ・インターナショナル・ピー・エル・シーおよびノムラ・インターナショナル（ホン

コン）リミテッドは、自己資本規制の適用を受けており、野村ホールディングスへの資金移動が制限される可能

性がある。これらの法規制は野村ホールディングスの債務履行に必要となる資金調達の方法を制限する可能性が

ある。

 

プライベート・エクイティ投資において野村グループが期待する収益を実現できない可能性がある

野村グループは国内および海外で議決権モデルあるいは変動持分モデルに基づいて連結している連結事業体を

通じプライベート・エクイティ投資事業を展開している。投資先の業績悪化または当該業種の事業環境の悪化に

より投資先の公正価値が下がり巨額の損失を被る可能性がある。また、野村グループが期待する水準や期待する

タイミングで投資資産を売却できず、野村グループの経営成績および財政状態に重要な影響を与える可能性があ

る。

 

投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村グループが期待する収益を実現できない可能

性がある

野村グループは多額の投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券を保有している。米国会計原則で

は、市場環境によって投資持分証券・負債証券にかかる多額の未実現損益が計上されることがあり、このことが

野村グループの損益に大きな影響を与える。市場の環境によっては、野村グループはこれらの株式・負債証券を

売却したい場合にも、期待どおり迅速には、また望ましい水準では売却できない可能性がある。

 

連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落した場

合には減損が認識される可能性がある

野村グループは上場している関連会社およびその他の持分法投資先の株式に投資しており、この投資は持分法

で連結財務諸表に計上されている。米国会計原則では、野村グループが保有する関連会社の株式の公正価値（市

場価格）が一定期間を超えて下落した場合において、価格の下落が一時的ではないと野村グループが判断したと

きには、野村グループは対応する会計年度に減損を認識しなければならない。
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野村グループが提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出する可

能性がある

野村グループは、リスク許容度の異なる顧客のさまざまなニーズに応えるために多くの種類の商品を提供して

いる。マネー・マネジメント・ファンド（MMF）やマネー・リザーブ・ファンド（MRF）といったキャッシュ・リ

ザーブ・ファンドは低リスク商品と位置づけられている。このようなキャッシュ・リザーブ・ファンドなどは、

金利上昇および資金の解約動向による損失の発生やファンドのポートフォリオに組み込まれた債券がデフォルト

に陥ることにより、元本割れを起こす場合がある。さらに、野村グループが提供した債券が債務不履行に陥り、

利息や元本の支払が遅延する場合がある。野村グループが提供したこれら商品に損失が生じた場合、野村グルー

プは顧客の信頼を失う可能性があり、ひいては野村グループが保管する顧客からの預かり資産の流出につながる

可能性がある。
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５【経営上の重要な契約等】

 
プログラム名 設定日 限度額 ディーラー クレジット・サポート

 

ユーロ・ノート・プ

ログラム

 

 

 

1994年10月19日

 

400億米ドル

 

ノムラ・インターナショナ

ル・ピー・エル・シー

 

野村ホールディングス株

式会社単独による保証ま

たは野村證券株式会社お

よび野村ホールディング

ス株式会社による連帯保

証(注２)

 

 

ユーロ・ノート・プ

ログラム(注１)

 

2009年７月31日

 

300億米ドル

 

ノムラ・インターナショナ

ル・ピー・エル・シー

 

ノムラ・バンク・インターナ

ショナル・ピー・エル・シー

 

野村ホールディングス株

式会社単独による保証ま

たは野村證券株式会社お

よび野村ホールディング

ス株式会社による連帯保

証(注２)

 

(注１)　ノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・シー、ノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・

シーおよび当社が共同で設定したプログラムである。尚、当該プログラムは2011年７月29日付でノムラ・バンク・

インターナショナル・ピー・エル・シーおよび当社のみにて設定されている。また、当該プログラムは2013年８月

５日付で限度額が400億米ドルから300億米ドルに変更されている。

(注２)　2009年７月31日に設定されたユーロ・ノート・プログラムおよび1994年10月19日に設定されたユーロ・ノート・プ

ログラムの保証枠は、合計で300億米ドルである。

 

６【研究開発活動】

該当事項なし。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」については、上記「３　対処すべき課

題」および「４　事業等のリスク」をあわせて参照のこと。

 

(1) 重要な会計方針および見積もり

財務書類の作成に際し、経営者は、特定の金融商品と投資の評価、訴訟の結果、貸付金に対する貸倒引当金、

繰延税金資産の回収可能性および資産負債の報告数値ならびに財務書類の開示内容に影響を与えるその他の事項

について見積もりを行っている。これらの見積もりは、その性質上、判断および入手しうる情報に基づいて行わ

れることになる。したがって、実際の結果がこれらの見積もり額と異なることがあり、結果として財務書類に重

要な影響を与える場合や、近い将来調整が生じる可能性がある。

重要な会計方針については、「第６　経理の状況－１　財務書類－財務書類に関する注記　２．会計方針」を

参照のこと。

 

(2) 経営成績の分析

上記「１　業績等の概要」を参照のこと。

 

(3) 財政状態の分析

当社の主な事業目的は野村グループのための資金調達活動であり、社債の発行等により資金調達を行い、野村

グループへ貸付等を行っている。

社債残高が2,065,970百万円と前期末比51,332百万円増加したこと、および、デリバティブ金融負債が114,562

百万円と前期末比59,885百万円減少したことにより、2014年３月期末の負債合計は2,330,907百万円と前期末比
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113,121百万円減少した。また、デリバティブ金融資産は117,795百万円と前期末比32,914百万円減少したが、野

村グループへの貸付金の合計が2,123,449百万円と前期末比56,487百万円増加したこと、その他の資産が101,558

百万円と前期末比95,371百万円増加したこと等により、2014年３月期末の資産合計は、前期末比112,158百万円

増加し、2,347,644百万円である。

株主資本合計は、16,737百万円と前期末比963百万円減少した。

 

(4) キャッシュ・フローの分析

上記「１　業績等の概要」を参照のこと。

 

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

 30/185



第４【設備の状況】

 

１【設備投資等の概要】

該当事項なし。

 

２【主要な設備の状況】

該当事項なし。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。
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第５【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（2014年３月31日現在）

授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

315,000 113,000 202,000

 

②【発行済株式】

（2014年３月31日現在）

記名・無記名の別及び
額面・無額面の別

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

記名式額面株式
（額面454ユーロ）

普通株式 113,000 -
議決権の制限
のない株式

計 - 113,000 - -

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

 

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

　上記の当社の発行済株式の総数ならびに発行済および払込済株式資本は、最近５年間変動していないが、

IFRSに基づいて作成された財務書類は円貨表示であり、各期末為替レートの変動により、発行済および払込

済株式資本の円貨表示金額が変動する。

 

（４）【所有者別状況】

　本書日付現在、野村ホールディングスが当社の発行済株式の100％を保有している。下記「(5)　大株主の

状況」を参照のこと。

 

（５）【大株主の状況】

（2014年３月31日現在）

氏名又は名称 住　　所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

野村ホールディングス
株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番
１号

113,000 100％

計 - 113,000 100％

 

２【配当政策】

利益の配当は株主総会が決定する。2014年７月15日の株主総会において、2014年３月期に終了した事業年度の

当期損失合計963百万円を利益剰余金から控除する決定をしている。株主への配当金の支払およびその時期につ

いての方針は決定していない。

 

３【株価の推移】
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該当事項なし。

 

４【役員の状況】

  （本書日付現在）

役職名 氏名および生年月日 略　　　　歴 所有株式数

取締役 針ヶ谷真朝

1973年３月13日生

 

1995年４月

2006年４月

 

 

2011年４月

 

 

 

2012年５月

野村證券株式会社入社

ノムラ・セキュリティーズ・インターナ

ショナル・インク　インターナショナル・

エクイティー・セールス課長に就任

野村證券株式会社　機関投資家営業部　マ

ネージング・ディレクター、セールス六課

長兼ヘッド・オブ・ヘッジファンド・セー

ルスに就任

当社社長兼業務執行取締役に就任

０株

 

取締役 柘植謙二

1962年６月19日生

 

1986年４月

2005年６月

2007年６月

 

 

 

2008年12月

 

2010年４月

野村證券株式会社入社

金融市場部長就任

アジア・フィックスド・インカム部門長に

就任

ノムラ・インターナショナル（ホンコン）

リミテッドに駐在

野村ホールディングス株式会社のグループ

資金部長（現資金部長）に就任（現職）

当社取締役に就任

０株

 

　取締役に任期の定めはない。また、当社には監査役は存在しない。2014年３月31日に終了した事業年度におい

て、当社の役員報酬はなかった。役員に対するその他の特別な利益の提供は行っていない。

 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社の機関は、株主総会および取締役会から成っている。当社の親会社である野村ホールディングスが当

社の発行済株式を実質的に100％所有している。取締役会は、株主総会により選任された針ヶ谷真朝、柘植謙

二の２名から構成されている。当社においては内部監査は行っておらず、また監査役が存在しないため監査

役監査も行っていない。当社は、アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーとの間で監

査契約を締結し、会計監査を受けている。業務を執行した公認会計士はP.J.A.J. ナイセン（P.J.A.J.

Nijssen）氏（および補助者５名）であり、同氏は提出会社の財務書類について2013年３月期の監査より監査

業務を行っている。なお、当社株主に関する詳細は「第２　企業の概況－４　関係会社の状況－(1)　親会

社」を参照のこと。

　取締役に関する詳細は上記「４　役員の状況」を参照のこと。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　当社がアーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーと契約締結した監査報酬およびそ

の他の業務報酬は以下のとおりである。

 
  （単位：百万円）   

 2013年３月31日終了事業年度 2014年３月31日終了事業年度   

監査報酬 34 26   

その他の業務報酬 12 15   

合計 46 41   
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②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項なし。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　コンフォートレター作成業務等。

 

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項なし。
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第６【経理の状況】

 

(1) 本書記載の当社の邦文の財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準（IFRS）およびオランダ民法典第

２編９章に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類を翻訳したものである。本書記載の財務書類について

は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第１項の規定

が適用されている。なお、当社の採用している会計原則および会計慣行と日本において一般に公正妥当と認めら

れる会計原則および会計慣行の主要な相違については、「３　その他－(3) 本国と日本における会計原則および

会計慣行の主要な相違」に記載されている。

(2) 2014年３月31日に終了した事業年度の原文の財務書類は、独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・ア

カウンタンツ・エルエルピーの監査を受けており、監査報告書の原文および訳文は添付のとおりである。

なお、当社の財務書類には、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号）第35条の規定に基づき「財務諸

表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12号）第１条の３の規定が適用されるため、金融商品

取引法第193条の２の規定に基づく日本の公認会計士または監査法人による監査は必要とされていない。

(3) 「２　主な資産・負債及び収支の内容」および「３　その他」に記載の事項は原文の財務書類には記載されて

おらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記(2)の会計監査の対象になっていない。
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１【財務書類】

 
2014年３月31日に終了した事業年度の財務書類
 

2014年３月31日に終了した事業年度の包括利益計算書
 
 

   

2014年３月31日

終了事業年度  

2013年３月31日

終了事業年度

 注記  単位：百万円  単位：百万円

      

受取利息および類似収益 3, 27  38,454  40,203

支払利息および類似費用 3  (27,293)  (26,983)

純受取利息   11,161  13,220

      

受取手数料等 4, 27  25  25

支払手数料等 4, 27  (858)  (861)

純受取／（支払）手数料等   (833)  (836)

      

純トレーディング損失 5  (1,130)  (2,022)

純損益を通じて公正価値で測定される金融

商品に指定された金融負債による純利益／

（損失）

7

 

 

(2,901)

  

228

その他の営業利益／（損失） 8  66  (254)

純営業収益   6,363  10,336

      

給与および社会保障費 9, 10  (73)  (54)

一般管理費 11, 27  (7,540)  (10,217)

営業費用合計   (7,613)  (10,271)

      

税引前利益／（損失）   (1,250)  65

      

法人所得税収益／（費用） 12  287  (27)

      

当期利益／（損失）   (963)  38
      
      

当期包括利益合計   (963)  38
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2014年３月31日現在の財政状態計算書
 
 

   

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 注記  単位：百万円  単位：百万円

非流動資産      

関係会社への貸付金 13, 23, 24, 27  489,238  463,872

デリバティブ金融資産 13,14,23,24,25,27  103,969  139,792

繰延税金資産 12  2,363  1,579

非流動資産合計   595,570  605,243

      

流動資産      

関係会社への貸付金 13, 23, 27  1,634,211  1,603,090

デリバティブ金融資産 13,14,23,24,25,27  13,826  10,917

現金および現金同等物 13, 15, 23, 27  2,479  10,049

その他の資産 13, 16, 27  101,558  6,187

流動資産合計   1,752,074  1,630,243

資産合計   2,347,644  2,235,486
      

      

株主資本および負債      

      

株主資本      

発行済および払込済株式資本 17, 26  7,285  6,191

株式払込剰余金 26  1,321  1,321

剰余金 17, 26  1,117  2,211

利益剰余金 18  7,014  7,977

株主資本合計   16,737  17,700

      

非流動負債      

社債およびその他の借入金 13,19,23,24,26,27  1,497,816  1,769,414

純損益を通じて公正価値で測定される金融

商品に指定された金融負債 13, 20, 23, 24, 26  

 

108,322

  

-

デリバティブ金融負債 13,14,23,24,25,27  105,077  112,277

非流動負債合計   1,711,215  1,881,691

      

流動負債      

社債およびその他の借入金 13, 19, 23, 26, 27  568,154  245,224

純損益を通じて公正価値で測定される金融

商品に指定された金融負債 13, 20, 23, 24, 26  18,110

 

8,772

デリバティブ金融負債 13,14,23,24,25,27  9,485  62,170

未払法人所得税 12  48  35

その他の負債 13, 21, 27  23,895  19,894

流動負債合計   619,692  336,095

負債合計   2,330,907  2,217,786

株主資本および負債合計   2,347,644  2,235,486
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2014年３月31日に終了した事業年度の持分変動計算書
 
 

 

発行済

および払込済株

式資本

株式

払込剰余金 剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円

      

2013年４月１日の期首残高

（注記17, 26） 6,191 1,321 2,211 7,977 17,700

当期損失 - - - (963) (963)

当期包括利益合計 - - - (963) (963)

ユーロ建資本の為替評価額 1,094 - (1,094) - -

2014年３月31日の期末残高 7,285 1,321 1,117 7,014 16,737
      

 
 

 

発行済

および払込済株

式資本

株式

払込剰余金 剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円

      

2012年４月１日の期首残高

（注記17, 26） 5,633 1,321 2,769 7,939 17,662

当期利益 - - - 38 38

当期包括利益合計 - - - 38 38

ユーロ建資本の為替評価額 558 - (558) - -

2013年３月31日の期末残高 6,191 1,321 2,211 7,977 17,700
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2014年３月31日に終了した事業年度のキャッシュ・フロー計算書
 
 

   

2014年３月31日

終了事業年度  

2013年３月31日

終了事業年度

 注記  単位：百万円  単位：百万円

      

営業活動によるキャッシュ・フロー      

当期利益／（損失）   (963)  38

調整項目:      

財務活動によって生じた純利益への調整   48,837  73,828

その他   (1,308)  (1,062)

      

営業資産および営業負債:      

関係会社への貸付金の増加 13  (56,487)  (151,823)

デリバティブ金融資産の減少 13,14,23,24  32,914  215,802

デリバティブ金融負債の減少 13,14,23,24  (59,885)  (128,049)

その他の営業資産の減少／（増加）   (95,371)  150,487

その他の営業負債の増加   4,014  4,864

営業活動により生じた（に使用した）キャッ

シュ・フロー純額   (128,249)  164,085

      

財務活動によるキャッシュ・フロー      

社債およびその他の借入金による収入 13,19,23  673,949  344,270

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品

に指定された金融負債からの収入 13,20,23,24  115,477

 

9,000

社債およびその他の借入金の償還 13,19,23  (669,272)  (541,898)

財務活動により生じた（に使用した）キャッ

シュ・フロー純額   120,154  (188,628)

      

現金および現金同等物の減少純額   (8,095)  (24,543)

純為替換算差額   525  630

期首の現金および現金同等物   10,049  33,962

３月31日現在の現金および現金同等物 15, 27  2,479  10,049
      

 
 
営業キャッシュ・フロー
 

   

2014年３月31日

終了事業年度  

2013年３月31日

終了事業年度

   単位：百万円  単位：百万円

      

利息の支払額   (44,406)  (30,553)

利息の受取額   39,040  39,343

税金納付額 12  (464)  (456)

 
 

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

 39/185



財務書類に関する注記
 
１．企業情報
 
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ（以下「当社」という。）は、日本国東京で登記され、日本、

米国およびシンガポールで上場している野村ホールディングス株式会社（以下「NHI」という。）の全額出資子会
社であり、NHIは当社の最終親会社である。
 
当社はオランダのアムステルダムで設立され、本拠を置き、同国のアムステルダム市1096HA、アムステルプライ

ン１、レンブラント・タワー（Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam）に登記上の事務所を有す

る、オランダ法に基づいて設立された有限責任株式公開会社である。
 
当社の主たる業務は、NHIおよびその子会社（以下ではあわせて「野村グループ」という。）の資金調達会社と

して活動することである。
 
当社の2014年３月31日に終了した事業年度の財務書類は2014年７月15日に開催される年次株主総会に提出され承

認を受けることとなる。株主総会は当該財務書類を否認することはできるが、これを修正することはできない。
 
 

２．会計方針
 
2.1　作成基準
 
2014年３月31日に終了した当社の事業年度の財務書類は、欧州連合（以下「EU」という。）が採用した国際財務

報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されている。財務書類はまた、オランダ民法典第２編第９章の
要件に準拠して作成されている。
 
デリバティブ金融商品および純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債等、公正価値

で測定されているものを除き、財務書類は取得原価主義に基づいて作成されている。
 
財務書類は日本円で表示されており、別途記載がある場合を除き、全ての金額は百万円単位に四捨五入されてい

る。
 
2.2　重要な会計上の判断、見積もりおよび仮定
 
当社の財務書類の作成には、経営者による判断、見積もりおよび仮定が求められており、それによって売上、費

用、資産および負債の計上金額ならびに関連する開示に影響を及ぼすことがある。
 
金融商品の公正価値
 
一部の金融資産と金融負債の公正価値に関しては、重要な判断と見積もりが適用されている。公正価値が活発な

市場から導出できない場合には、金融資産と金融負債の公正価値を決定するに当たり、さまざまな評価手法が用い
られている。評価モデルには、可能な限り観察可能な市場データが使用されている。観察可能なデータが入手でき
ない場合には、公正価値を決定するために一定の判断が必要とされている。
 
貸付金に係る減損損失
 
当社は各財政状態計算書日現在に貸付金を評価して、包括利益計算書上で減損引当金を計上すべきかどうかを判

断している。中でも、必要な引当金の水準を決定するに当たって将来キャッシュ・フローの金額と発生時期を見積
もる際に、経営者による判断が求められる。かかる見積もりは、多数の要因に対する仮定に基づいており実際の結
果は仮定と異なることもありうることから、結果として引当金の金額も将来的に変動する可能性がある。貸付金の
当初認識後に発生した単一もしくは複数の事象の結果、貸付金の見積もり将来キャッシュ・フローが影響を受ける
という客観的な証拠がある場合に、貸付金は減損したと判断される。貸付金の減損の客観的証拠としては、借り手
の財政状態が著しく悪化したこと、金利や元本の債務不履行や延滞、借り手が破産または更生手続に陥る可能性な
どが含まれている。
 
2.3　重要な会計方針の要約
 
ａ）外国為替換算
 
財務書類は、当社の機能通貨でありかつ表示通貨でもある日本円で表示されている。

 
当年度中の外貨建取引は、取引日の為替レートで換算されている。
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当初認識後、それぞれの財政状態計算書日に、貨幣性項目は決算日レートで換算され、非貨幣性項目は取引日の

スポットレートで換算される。貨幣性資産および貨幣性負債である金融資産および金融負債に係る為替換算差額
は、包括利益計算書で認識されている。
 
ｂ）営業収益
 
(i) 受取利息および支払利息

 
トレーディング目的で保有するデリバティブに分類されるものを除き、全ての金融商品に関する受取利息および

支払利息は、実効金利法により受取利息および類似収益または支払利息および類似費用として認識されている。
 
実効金利法とは、金融資産または負債（または資産および負債のグループ）の償却原価を計算し、受取利息また

は支払利息を関連期間にわたって配分する方法である。実効金利とは、金融商品の予想残存期間または場合によっ
てはそれより短い期間で、将来の現金支払額または受取額の見積もり額を、当該金融商品の正味帳簿価額まで正確
に割り引く利率をいう。この計算方法には、取引に直接起因する全ての受取手数料または支払手数料、および実効
金利と一体化しているディスカウントまたはプレミアムの影響が考慮されている。
 
(ii) 純受取手数料等

 
ローンオリジネーションフィーは、実効金利法により償却原価で計上される金融資産に係る収益に対する調整と

して、包括利益計算書で認識されている。
 
デリバティブ金融商品に関して受け払いされる前払手数料は、その関連する金融商品の当初公正価値測定の一部

として認識されている。
 
国際会計基準（以下「IAS」という。）第39号「金融商品：認識と測定」の対象範囲外となるコミットメント手

数料は、当社が一定の融資契約を締結する可能性が高く、受取コミットメント手数料が金融商品の取得に対する継
続的関与のためのものであるとみなされる場合には繰り延べられ、実効金利の調整として認識されている。一定の
融資契約を締結する可能性が低い場合は、コミットメント手数料は、コミットメント期間にわたって期間按分して
認識されている。
 
ｃ）金融商品の公正価値
 
当社の金融商品の一部は公正価値で保有されている。重要な金融商品に対する公正価値測定の適用に関する当社

の方針は、以下のとおりである。
 
(i) 公正価値の決定および公正価値測定

 
当社はデリバティブなどの金融商品を各財政状態計算書日現在の公正価値で測定している。償却原価で測定され

ている他の金融商品の公正価値に関しては注記24で開示している。
 
公正価値とは、測定日に市場参加者との間の秩序ある取引において資産を売却する際に受領または負債を移転す

る際に支払うと予想される価格をいう。公正価値測定は、資産を売却または負債を移転するための取引が
-　 当該資産または負債の主たる市場で行われている、もしくは

-　 主たる市場が存在しない場合には、当該資産または負債に対して最も有利な市場で行われている

のいずれかであるという前提に基づいている。
 
主たる市場または最も有利な市場は、当社が利用可能なものでなければならない。

 
市場公表価格またはブローカー／ディーラーからの価格が入手できない場合は、公正価値の決定において類似金

融商品または価格算定モデルの価格を使用することが考慮される。かかる金融商品は、相関や長期のボラティリ
ティのような有意な観察不能なインプット、または他の観察不能なインプットなどを用いたモデルを使って算定さ
れている。価格算定モデルでは、契約条項、ポジションの規模、原資産の価格、金利、配当率、時間価値、ボラ
ティリティ、およびその関連する金融商品または類似特性を持つ金融商品に関するその他の統計測定値が考慮され
ている。これらのモデルは市場の流動性に関する調整も含んでいる。こうした調整は、公正価値計算の過程におけ
る基礎的要素である。使用される評価手法においては、市場から得られるインプットを最大限に使用し、市場で観
察不能な、個別企業特有のインプットの使用を最小限に抑えている。
 
価格算定モデルやその基礎的前提は、認識される未実現損益の金額および時期に影響を与えるため、異なる価格

算定モデルまたは基礎的前提を使用した場合は、異なる財務報告となる可能性がある。債券、株式、外国為替、コ
モディティ等の市場の変化は、将来の当社の公正価値の見積もりに影響を与え、ひいてはトレーディング損益に影
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響を与える可能性がある。価格算定モデルの基礎的前提として使用できる観察可能な市場データが不足している場
合には、当社の公正価値の見積もりは主観的な部分をより多く伴う可能性がある。
 
当社はIFRS第13号48項の例外規定を適用し、金融資産および金融負債の公正価値を仲値に基づいて測定してい

る。組込デリバティブが分離され公正価値で測定されている複合金融商品の場合には、組込デリバティブのエクス
ポージャーはヘッジデリバティブによって相殺されている。
 
トレーディング目的に分類される金融商品の公正価値の変動から生じる利益または損失はすべて、純トレーディ

ング収益／（損失）で認識されている。
 
公正価値を測定または財務書類の中で開示されているすべての資産と負債は、下記のとおり、全体として公正価

値に有意な最も低いレベルのインプットに基づいて、公正価値評価の階層の中に分類されている。
 
レベル１　測定日現在の当社が取引可能な活発な市場における同一の資産または負債の未調整の公表価格
 
レベル２　活発でない市場における取引価格、または直接・間接を問わず観察可能な他のデータで調整された取引

価格。観察可能なデータを使用する評価方法は、金融商品の価格付けに市場参加者により使用される仮
定を反映しており、測定日において独立した市場ソースから入手したデータに基づいている。

 
レベル３　金融商品の公正価値測定に有意な観察不能なデータ。観察不能なデータを用いた評価方法は、類似する

金融商品を他の市場参加者が評価する際に使用するであろうと当社が仮定する見積もり、および測定日
における利用可能な最善の情報に基づいている。

 
公正価値開示上、当社は、当該資産または負債の内容、特徴、リスクおよび、上記に説明している公正価値評価

の階層に基づいて、資産および負債の種類を決定している。
 
継続的に財務書類で認識される資産および負債に関しては、当社は各報告期間の期首に分類を再評価することに

より、レベル間の移転が生じたかどうかを判断している。
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(ii) 当初損益の認識

 
金融商品の公正価値は、通常は取引価格（すなわち支払対価または受取対価の公正価値）である。ただし場合に

よっては、当初の公正価値は、観察可能な市場データのみを用いる価格算定モデルか、条件変更やリパッケージが
されていない同一金融商品の観察可能な市場取引に基づいている。このような評価手法が使用された場合は、観察
可能なインプットより公正価値が算定されるため、公正価値と取引価格との差額は、当初、包括利益計算書で認識
されている。
 
有意な観察不能なデータを用いる評価手法が、当初の公正価値の算定に使用されることもある。この状況では、

取引価格とモデル評価の差額は、インプットが観察可能となった時点、または当該金融商品の認識が中止された時
点で、包括利益計算書で認識されている。
 
(iii) 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定される金融商品

 
一部の金融商品は、下記の要件のうちの一つを満たす場合に、純損益を通じて公正価値で測定されている場合が

ある。
 

1.　金融商品が当該金融商品から生ずるキャッシュ・フローを著しく修正する組込デリバティブを含む場合；
2.　異なる基準で当該金融商品を測定することで生じる測定又は認識上の不整合が、解消または大幅に削減さ

れる場合；
3.　金融商品が、文書化されたリスク管理戦略または投資戦略に従って、公正価値ベースで管理かつ評価され

る金融商品のグループの一部である場合。これらの金融商品に関する情報は、当社の主だった経営陣に対
し公正価値に基づいて内部で提供されている。

 
公正価値オプション（以下「FVO」という。）の選択は、金融商品ごとに行われる。公正価値が当該金融商品に

関連したリスクをより公正に表示する場合に、上述の要件の単一または複数の要件を満たす金融商品にのみ適用さ
れる。いったん選択された後には、公正価値オプションの選択は取り消すことができない。
 
当社は、一部の社債にFVOを選択している。当社はミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的に

ヘッジするために、デリバティブ契約を締結することで、市場リスクを最小限に抑えようとしている。ヘッジした
スワップの価値と関連する社債は互いに相殺され、パフォーマンスは等しくなるため、社債にFVOを適用すること
により、当社は認識上の不整合と時価評価における変動を縮小するものと見込んでいる。
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ｄ）金融商品
 
IAS第39号の対象範囲にある金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産または金融負債、貸付

金および債権、償却原価で計上される金融負債、売却可能投資、または満期保有投資のいずれかに分類されてい
る。
 
当社は、保有する金融資産について、当初認識時に、その金融資産の取得目的および特性に基づいて分類を決定

する。複合金融商品の場合、当社は、最初に契約当事者となる時点で契約が組込デリバティブを含んでいるかどう
かを考慮し、その時点で適切な分類を決定している。
 
(i) デリバティブ金融商品

 
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品には、トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品が含

まれている。金融資産および金融負債が、(1) 主に短期に売却するかまたは買い戻す目的で取得または発生し、

(2) 当初認識時に、ともに運用されかつ直近に短期の利鞘目的の取引事例が存在する特定の金融商品のポートフォ

リオの一部を構成し、あるいは(3) 金融保証契約となるデリバティブや有効なヘッジ手段として指定されたものを

除くデリバティブであれば、トレーディング目的保有に分類されている。
 
デリバティブ金融商品は、主としてリスク管理の目的に使用されている。当社は金利及び為替のエクスポー

ジャーを経済的にヘッジする目的でデリバティブ金融商品を使用している。IAS第39号に従い、全てのデリバティ
ブは、まず取引日に公正価値で認識され、その後もプラスの公正価値を持つデリバティブは資産として、マイナス
の公正価値を持つデリバティブは負債として公正価値で測定され、それぞれ財政状態計算書に計上されている。
 
主契約に組込まれたデリバティブの経済的特性やリスクが主契約と密接に関連づけられず、主契約がトレーディ

ング目的で保有されないまたは純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定されない場合には、こうした組
込デリバティブは区分して会計処理され、公正価値で計上される。これらの組込デリバティブは公正価値で測定さ
れ、公正価値の変動は包括利益計算書で認識される。契約で求められているキャッシュ・フローを大幅に修正する
契約の条件変更がある場合にのみ会計処理の再判定を行う。
 
一部の金利デリバティブは、公正価値ヘッジによるヘッジ手段として指定されている（注記2.3.g) を参照のこ

と。）。
 
(ii) 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定された金融負債

 
このカテゴリーに分類された金融負債は、そのようにしたほうがより目的適合性の高い情報を得られるとして、

当初認識時に経営陣によって指定されたものである。このように指定された金融商品は、デリバティブ商品を用い
てリスクがヘッジされる複合金融商品である。
 
これらの金融商品は当初に公正価値で認識され、取引費用は直接包括利益計算書に計上される。純トレーディン

グ収益／（損失）に含められる為替換算調整額を除き、支払利息、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品
に指定された金融負債に関連する公正価値の変動と取引費用から生ずる利益および損失は、純損益を通じて公正価
値で測定される金融商品に指定された金融負債に関連する純利益／（損失）に計上されている。
 
(iii) 償却原価で計上される金融商品

 
ａ）貸付金および債権

貸付金および債権は、固定金額または債務を消滅させるに十分な支払いを伴う非デリバティブ金融資産で
あり、活発な市場における公表価格はない。貸付金および債権は、直接的・間接的な費用を含めて当初決済
日に認識される。当初測定後は、貸付金および債権は、実効金利法を用いた償却原価から減損引当金を控除
した金額で計上される。償却原価は、取得に係るディスカウントまたはプレミアムおよび手数料には実効金
利法を適用して算出し、そこに取引費用を考慮した上で算定されている。利益または損失は、包括利益計算
書で認識されるが、償却過程を通じて認識されるほか、貸付金および債権が認識中止となった時点または減
損した時点においても、認識される。

 
ｂ）償却原価で計上される金融負債

償却原価で計上される金融負債には、一部の社債および債券、ならびにその他の借入金が含まれている。
償却原価で計上される金融負債は、決済日に当初の認識が行われる。当初測定後は、これらの金融商品は実
効金利法により償却原価で測定される。

 
一部の固定利付債券は、公正価値ヘッジによるヘッジ対象として指定されている（注記2.3.g)を参照のこ

と。）。
 
金融商品の当初測定
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金融資産または金融負債の当初認識時点において、当社は、それが純損益を通じて公正価値で測定されない金融

資産または金融負債の場合には、公正価値に金融資産または金融負債の取得または発行に直接帰属すべき取引費用
を加えて測定している。
 
認識の中止
 
資産から生ずるキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した場合、または当社がその資産から生ずるキャッ

シュ・フローを受領する権利を譲渡し、かつ当社からその資産のリスクと経済価値のほとんどすべてが他に移転し
た場合に、金融資産の認識が中止される。
 
負債に基づく義務が解消、取消または失効した場合に、金融負債の認識を中止する。

 
既存の金融負債が、著しく異なる条件の他の金融負債に交換された場合、または既存の負債の条件が著しく修正

された場合には、こうした交換または修正は当初の負債の認識中止として処理した後に新たな負債を認識し、個々
の帳簿価額の差額は包括利益計算書で認識される。
 
ｅ）減損
 
当社は財政状態計算書日に、金融資産または金融資産のグループが減損していることを示す客観的証拠があるか

否かの評価を行う。金融資産は、その資産の当初認識後、財政状態計算書日前までに発生した単一または複数の損
失事象により減損が生じたという客観的証拠があり、かつその損失事象が当該金融資産の見積もり可能な将来
キャッシュ・フローに影響を与えた場合にのみ、減損を認識する。
 
貸付金および債権に関する減損金額は、その資産の帳簿価額と、その資産の当初認識時に計算された実効金利で

割り引いた見積もり将来キャッシュ・フローの現在価値との差額として測定される。損失の金額は包括利益計算書
に計上される。その後の期間において減損金額が減少し、その減少が減損認識後に発生した事象と客観的に関連付
けられる場合は、過去に包括利益計算書で認識された減損の戻入が行われる。
 
ｆ）金融商品の相殺
 
当社が金融資産および金融負債を相殺する法的に強制力のある権利を有し、かつ当社が金融資産および金融負債

を純額で決済する意図を有している場合を除き、金融資産および金融負債は総額で表示される。
 
ｇ）ヘッジ会計
 
当社はデリバティブ金融商品を使用して金利リスクのエクスポージャーを管理している。特定のリスクを管理す

るために、当社はIAS第39号に定められた基準を満たす取引に対してはヘッジ会計を適用している。
 
金利スワップは公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段として指定される。ヘッジ関係の開始時点に、当社ではヘッ

ジ対象とヘッジ手段の関係性について正式に文書化を行い、文書には対象リスクの性質、目的およびヘッジ戦略の
ほかヘッジ関係の有効性評価に使用される方法が含まれる。
 
また、ヘッジ関係の開始時点には正式な評価を行い、ヘッジ対象に起因するリスクを相殺するために、ヘッジ手

段が極めて有効であることが見込まれることを確認している。ヘッジ関係の有効性は報告日毎に評価されている。
ヘッジが指定されている期間を通じて、ヘッジされているリスクに起因する公正価値の変動が80％から125％の範
囲で相殺されると見込まれる場合は、ヘッジ関係が極めて有効であると見込まれる。
 
ヘッジの非有効部分は包括利益計算書の純トレーディング収益／（損失）で認識されている。

 
公正価値ヘッジに指定されその要件を満たすものについては、ヘッジ手段の公正価値の変動は包括利益計算書の

純トレーディング収益／（損失）で認識される。同時に、ヘッジされているリスクに起因するヘッジ対象の公正価
値の変動は、ヘッジ対象の帳簿価額の一部として計上され、包括利益計算書の純トレーディング収益／（損失）で
認識される。
 
ヘッジ手段が失効、売却、解約または権利行使された場合や、ヘッジ取引がヘッジ会計の要件を満たさなくなっ

た場合には、ヘッジ関係は終了する。ヘッジ関係が有効であると評価された最終日におけるヘッジ対象の帳簿価額
と、ヘッジが存在しなかった場合に計上されていたと考えられる金額との差額が実効金利法により当初のヘッジの
残存期間にわたって償却され支払利息および類似費用で認識される。ヘッジ対象の認識が中止された場合には、未
償却の公正価値の調整はその他の営業利益／(損失)で直ちに認識される。
 
ｈ）キャッシュ・フロー計算書
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キャッシュ・フロー計算書は間接法を使用して作成されている。現金および現金同等物は、預金のみから構成さ
れている。
 
キャッシュ・フロー計算書上、調整項目 – 財務活動によって生じた純利益は、外国為替換算による影響、公正

価値ヘッジに基づく調整および、実効金利法を用いて算定した社債およびその他の借入に関する償却などの非貨幣
性項目が含まれている。
 
繰延税金資産の変動はその他の項目に含められている。また未収還付（未払）法人所得税の変動は、その他の営

業資産の減少／（増加）および、その他の営業負債の増加に含められている。この二つの項目は共に、営業活動に
より生じた／（に使用した）キャッシュ・フロー純額の中に表示されている。
 
ｉ）税金
 
当期および過年度に関する当期税金資産および負債は、税務当局からの還付または支払見積もり金額で測定され

ている。
 
繰延税金資産および負債は、財政状態計算書日の帳簿価額と税務上の金額の一時差異に対して認識される。繰延

税金資産は、一時差異を利用できる将来課税所得が生じる可能性が高い範囲で認識される。
 
金額計算には、財政状態計算書日に施行され、または実質的に施行されている税率および税法を使用する。

 
2.4　セグメント報告
 
当社は、商品とサービスに基づいて事業活動を編成している。当社は資金調達活動という単一の事業セグメント

にのみ関わっているため、財務書類上に表示されている総資産および純資産ならびに税引前利益／損失の金額が当
該セグメントの金額となる。債券の大半は、日本の投資家向けに発行されている。すべての貸付金および一部のミ
ディアム・ターム・ノートに組み込まれているデリバティブを除くすべてのデリバティブは、野村グループとの間
で取引されている。
 
2.5　会計方針および見積もりの変更
 
会計方針の変更
当社が2013年４月１日から適用した新解釈指針、改訂基準および改訂解釈指針を除き、適用されている会計方針

および見積もりは過年度に適用されたものと整合している。2014年３月31日に終了した事業年度には、下記の解釈
指針、改訂基準および改訂解釈指針が適用され、当社の財務書類に影響を及ぼしている。
 
IFRS第13号「公正価値測定」
IFRS第13号では、IFRSに基づくすべての公正価値測定に関して一本化した指針を規定している。IFRS第13号は、

どのような場合に事業体が公正価値を使用するかを変更してはいないが、公正価値による測定が求められるまたは
容認される場合のIFRSに基づく公正価値の測定方法に関する指針を示している。
 
当社はこの基準を2013年４月１日より適用した。公表され、2014年３月31日に終了した事業年度から適用開始さ

れる新基準によって行った評価に基づいて、当社は負債評価調整を導入した。これは包括利益計算書の中の純ト
レーディング収益／（損失）に計上されている。またIFRS第13号の適用により、公正価値の具体的な開示も求めら
れることになり、その一部は、IFRS第７号「金融商品：開示」を含む他の基準において現在求められている開示の
要求事項に差し替わるものとなる。当社は該当するものがある場合には、注記24の中でこれらの開示を行ってい
る。
 
改訂 IFRS第7号「金融商品:開示 - 金融資産と金融負債の相殺」
本改訂では、事業体に対し金融商品を相殺する権利または類似の権利（担保契約等）に関する情報を開示するよ

う求めている。この開示は、利用者が事業体の財政状態に対するネッティング契約の効果を評価する際に有益な情
報を提供することになる。IAS第32号「金融商品：開示」にしたがって相殺されるすべての認識済みの金融商品に
対し、新しい開示が求められる。

 
また本開示は、当該金融商品がIAS第32号にしたがって相殺されるかどうかに関わりなく、法的強制力のあるマ

スターネッティング契約または同種の契約の対象となっている認識済みの金融商品にも適用される。これらの改訂
が当社の財政状態または業績に影響を及ぼすことはない。当社は本改訂を2013年４月１日より適用しており、求め
られている追加の開示は本財務書類の注記25に記載されている。
 
会計上の見積もりの変更
会計上の見積もりは、負債評価調整を除き、過年度のものと一致している。2014年３月31日に終了した事業年度

の負債評価調整は425百万円の利益となり、包括利益計算書の純トレーディング収益／（損失）に計上されてい
る。
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2.6　公表されたものの、まだ適用には至っていない基準
 
本財務書類の承認日現在、当社が適用することになる可能性が高い下記の新基準、改訂基準および改訂解釈指針

は国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）によって公表されているものの、2014年３月31日に終了した事業
年度には適用されていない。
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IFRS第９号「金融商品」
IFRS第９号「金融商品」には、認識および測定に加え、認識中止とヘッジ会計に関する要件も含まれている。金

融商品に関する包括的なプロジェクトのさまざまなフェーズを経て、IASBは本基準を拡充しつつあり、その結果、
最終的にはIAS第39号「金融商品：認識と測定」に全面的に差し替わるものとすることが見込まれている。IFRS第
９号は当初、2009年11月に公表されたが、2010年10月に再公表され、その後の2013年11月に改訂された。IASBは、
（金融資産の）減損に関する要件も盛り込んだIFRS第９号「金融商品」の完全版を2014年第２四半期中に公表し、
2018年１月１日から適用することを予定している。IFRS第９号の早期適用も認められているが、EUが承認する前に
は適用することはできず、まだEUによる承認は行われていない。
 
IFRS第９号では、IFRS第９号の分類および測定要件の当初の適用にあたって、比較期間の財務書類の修正再表示

は求められていない。そのかわりに、IFRS第９号への移行に伴う修正開示が求められている。当社は新基準の導入
による影響を数値化したうえで、すべてのフェーズを含めた最終基準が公表され、IASBが発効日を決定してから適
用開始日を検討する予定である。
 
改訂 IAS第32号「金融商品の改訂:金融資産および金融負債の相殺 – 表示」
本改訂では、「法的強制力がある相殺権を現時点にて有している」ことの意味を明確化しているほか、同時では

ないグロス決済システムを適用する決済システム（清算機関を通じた決済システム等）に対する、IAS第32号の相
殺要件の適用について明確にしている。改訂IAS第32号は、すでにEUによる承認を受けており、2014年１月１日以
降に開始する事業年度から遡及的に適用される。早期適用も認められている。ただし事業体が早期適用を選択した
場合、かかる事実を開示すると同時に、改訂IFRS第７号で求められる開示も行う必要がある。当社が締結している
契約に基づくと、相殺権は利用不可能であると判断している。したがって、本改訂が当社の財政状態や業績に重大
な影響を及ぼすことはないと見込んでいる。
 
 

３．受取利息および支払利息
 
 終了事業年度  

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

受取利息および類似収益    

関係会社への貸付金（注記27） 38,314  40,052

担保金（注記16） 126  105

現金および現金同等物（注記27） 14  46

 38,454  40,203
    

 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

支払利息および類似費用    

社債およびその他の借入金 (27,285)  (26,982)

受入担保金（注記21） (8)  -

その他の支払利息 -  (1)

 (27,293)  (26,983)
    

 
 

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

 48/185



 
純受取利息 の主な減少要因は、異種通貨間における借入利率と貸出利率の間の金利ギャップ等、金利に関する

市場環境の変化である。当社では、デリバティブを利用してかかる差異から生じる金利エクスポージャーおよび外
国為替エクスポージャーを経済的にヘッジしているため、純受取利息 の減少は、それに見合った純トレーディン
グ損失（注記５を参照のこと。）の減少により一部相殺されている。
 
支払利息および類似費用 の増加は、主としてヘッジ関係の指定の取り消しによるものである。

 
 

４．支払手数料等
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

支払保証料（注記27） (858)  (861)

受取コミットメント手数料（注記27） 25  25

 (833)  (836)
    

 
 

５．純トレーディング損失
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

デリバティブ金融商品に関する純トレーディング収益 612

 

884

公正価値ヘッジの非有効部分（注記６） 45  (126)

純外国為替換算損失 (1,787)  (2,780)

 (1,130)  (2,022)
    

 
 
当社では、外国為替の換算および金利の変動から生ずるリスクを、デリバティブ金融商品を用いて管理してい

る。これらの変動を相殺するためリスク管理目的で保有しているものの、ヘッジ関係の有効性要件を満たさないデ
リバティブ金融商品による利益（損失）は、純トレーディング損失 に含まれる。純トレーディング損失 の変動

は、受取利息および類似利益の増減によって一部相殺されている（注記３を参照のこと。）。
 
公正価値ヘッジに指定されその要件を満たすものに関しては、ヘッジ手段の公正価値の変動は包括利益計算書の

純トレーディング損失 に計上されている。その一方で、ヘッジされたリスクに帰属するヘッジ対象の公正価値の

変動は、ヘッジ対象の帳簿価額の一部として計上され、同様に包括利益計算書の純トレーディング損失 に計上さ

れている。公正価値ヘッジに指定されたデリバティブから生じるヘッジの非有効性も、純トレーディング損失 に

含められている。

 
組込デリバティブが分離され公正価値で測定されている複合金融商品の場合には、ヘッジデリバティブによる利

益／（損失）は組込デリバティブに関する利益／（損失）によって相殺されている。ただし、区分処理されていな
い金融商品に関しては、2014年３月31日に終了した事業年度のヘッジデリバティブによる利益／（損失）が前年同
期に比べ増加した結果、純トレーディング損失 が増加している。

 
金融商品に関する当社の取扱内容および範囲に関する情報は、注記23「リスク管理」で開示されている。
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６．公正価値ヘッジ
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

ヘッジ対象の公正価値の利益/(損失) 362  (1,403)

ヘッジ手段の公正価値の利益/(損失) (317)  1,277

公正価値ヘッジの非有効部分（注記５） 45  (126)
    

 
 

７．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する純利益／（損失）
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債

に係る純利益／（損失） (2,901)

 

228

 (2,901)  228
    

 
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関連する支払利息、公正価値の変動およ

び取引費用から生ずる利益および損失は、純トレーディング損失 に含められる為替換算調整額を除き、純損益を
通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関連する純利益／（損失）に計上されている。
 
当社は野村グループの信用スプレッドの変動に基づいて、自己の信用リスク調整を算定・適用している。当社が

発行した債券はNHIによって保証されている（注記19および27を参照のこと。）ため、当社は自己の信用（評価）
調整を算定するに当たって野村グループの信用スプレッドを利用している。純損益を通じて測定される金融商品に
指定された金融負債に係る純トレーディング収益／（損失）に含まれる、自己の信用リスク調整の変動による影響
額は、2014年３月31日に終了した事業年度で1,295百万円の損失（2013年３月期：僅少）であった。この変動の大
半は、当報告期間中に新たに認識された純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定された金融負債による
ものである。
 
 

８．その他の営業利益／（損失）
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

償還益/(損失) 52  (259)

その他 14  5

 66  (254)
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９．給料および社会保障費
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

給与 (60)  (46)

年金保険料 (5)  (2)

社会保障および福利厚生費 (8)  (6)

 (73)  (54)
    

 
 

10．従業員数
 
2014年３月31日現在、当社の従業員は８名であった（2013年３月期：６名）。2014年３月31日現在、その８名の

うち、５名は非常勤の従業員であった（2013年３月期：５名）。
 
 

11．一般管理費
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

事前確認制度の調整（注記27） (6,914)  (9,645)

業務委託費（注記27） (119)  (82)

法人所得税以外の税金 (197)  (236)

専門家報酬 (240)  (206)

管理費（注記27） (23)  (22)

その他 (47)  (26)

 (7,540)  (10,217)
    

 
事前確認制度
 
オランダと日本の二重課税を回避するための二国間事前確認制度は、2012年３月31日に満了した。2012年11月30

日に当社は、オランダ税務当局に国内事前確認制度（以下「国内APA」という。）を申請した。オランダ税務当局
は2014年４月４日にこの国内APAの申請を承認した。当国内APAは、2012年４月１日から遡及適用されるほか、2013
年４月1日から2017年３月31日までにわたって適用される。2014年３月31日および2013年３月31日に終了した事業
年度に関し、NHIと当社は国内APAに基づく調整金額を決済することに同意した。その結果、2014年３月31日に終了
した事業年度については、NHIに支払う調整金額6,914百万円（2013年３月期：9,645百万円）が上記の事前確認制
度の調整という項目に含まれている。
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12．税金
 
2014年３月31日および2013年３月31日に終了した事業年度に関する法人所得税収益の内訳は以下のとおりであ

る。
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

当期税金    

当期法人所得税 (497)  (504)

過年度の法人所得税に関する調整 -  45

繰延税金    

一時差異の発生および戻入に関する繰延税金 784  432

法人所得税収益／（費用） 287  (27)
    

 
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

税引前利益 (1,250)  65
    

    

オランダの法定法人所得税率25％による税額 313  (16)

過年度の法人所得税率による調整額 -  45

課税所得と会計上の利益の差異の影響 (26)  (56)

法人所得税収益／（費用） 287  (27)
    

 
 
2014年３月31日に終了した事業年度の表面税率は25％（2013年３月期：25％）、実効税率は22.96％（2013年３

月期：41.07％）である。
 
未収還付（未払）法人所得税および繰延税金資産の変動は以下のとおりである。

 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

未収還付（未払）法人所得税    

期首残高 (35)  (87)

納付額 464  456

損益計上額 (497)  (459)

その他の変動 20  55

期末残高 (48)  (35)
    

    

繰延税金資産    

期首残高 1,579  1,147

一時差異に関連した増加 784  432

期末残高 2,363  1,579
    

 
 
当社の繰延税金資産の大半は、デリバティブ金融商品の評価に関連する。
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13．金融商品の分類の概要
 
 2014年３月31日現在

 単位：百万円

 

貸付金および

債権

トレーディング目

的保有

償却原価で計上

される金融負債

純損益を通じて公

正価値で測定され

る金融商品に指定

された

金融負債 合計

      

関係会社への貸付金 2,123,449 - - - 2,123,449

デリバティブ金融資産      

- トレーディング目的保有 - 117,795 - - 117,795

- ヘッジ関係があるもの

（ヘッジ会計）(1) - - - - -

現金および現金同等物 2,479 - - - 2,479

その他の資産      

- 担保金（注記16） 96,660 - - - 96,660

金融資産合計 2,222,588 117,795 - - 2,340,383
      

      

社債およびその他の借入金      

- 公正価値ヘッジと

無関係なもの - - 2,065,970 - 2,065,970

- 公正価値ヘッジと

関係があるもの - - - - -

純損益を通じて公正価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 - - - 126,432 126,432

デリバティブ金融負債      

- トレーディング目的保有 - 114,562 - - 114,562

その他の負債      

- 受入担保金（注記 21） - - 9,130 - 9,130

金融負債合計 - 114,562 2,075,100 126,432 2,316,094
      

 

1)　2014年３月31日現在、公正価値ヘッジのヘッジ関係は有効ではないことが判明したため、ヘッジ関係の指定は取り消された。

 
 2013年３月31日現在

 単位：百万円

 

貸付金および

債権

トレーディング

目的保有

償却原価で計上

される金融負債

純損益を通じて公

正価値で測定され

る金融商品に指定

された

金融負債 合計

      

関係会社への貸付金 2,066,962 - - - 2,066,962

デリバティブ金融資産      

- トレーディング目的保有 - 149,261 - - 149,261

- ヘッジ関係があるもの

（ヘッジ会計） - 1,448 - - 1,448

現金および現金同等物 10,049 - - - 10,049

その他の資産      

- 担保金（注記16） - - - - -

金融資産合計 2,077,011 150,709 - - 2,227,720
      

      

社債およびその他の借入金      

- 公正価値ヘッジと

無関係なもの - - 1,990,893 - 1,990,893

- 公正価値ヘッジと

関係があるもの - - 23,745 - 23,745
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純損益を通じて公正価値で測定される金

融商品に指定された

金融負債 - - - 8,772 8,772

デリバティブ金融負債      

- トレーディング目的で

保有するデリバティブ - 174,447 - - 174,447

金融負債合計 - 174,447 2,014,638 8,772 2,197,857
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14．デリバティブ金融商品(1)

 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

プラスの公正価値    

外国為替関連デリバティブ(2) 9,461  22,799

金利関連デリバティブ    

- トレーディング目的保有 96,741  119,776

- 公正価値ヘッジ会計が適用されているもの -  1,448

株式関連デリバティブ 9,568  5,064

クレジット・デリバティブ 2,025  1,622

 117,795  150,709
    

マイナスの公正価値    

外国為替関連デリバティブ(2) 15,318  63,799

金利関連デリバティブ    

- トレーディング目的保有 87,779  103,611

株式関連デリバティブ 9,433  5,385

クレジット・デリバティブ 2,032  1,652

 114,562  174,447
    

 
 
上記の表の中の数値は、流動資産および非流動資産に含まれるデリバティブ金融資産、ならびに流動負債および

非流動負債に含まれるデリバティブ金融負債の内訳である。
 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

想定元本額    

外国為替関連デリバティブ(2) 990,878  1,303,939

金利関連デリバティブ 2,831,261  2,839,095

株式関連デリバティブ 311,823  227,735

クレジット・デリバティブ 156,872  95,024

 4,290,834  4,465,793
    

 
 
上記の表には区分処理された組込デリバティブが含まれている。

 
区分処理された組込デリバティブを除き、上記の外国為替関連デリバティブおよびその他のデリバティブは、す

べて野村グループとの取引である。
 
当社は自社の資産および負債のポートフォリオ管理において、ヘッジを目的として（金利スワップを主とした）

デリバティブを利用している。これにより、当社は自社の資産および負債から生じる市場リスクと金利リスクを低
減できるようになっている。
 
デリバティブ金融商品のプラスとマイナス双方の公正価値の減少の大半は、市場環境の変化によって、ヘッジデ

リバティブのプラスとマイナスの公正価値が減少したことによるものである。
 
デリバティブの公正価値を算定する際には信用評価調整および負債評価調整が考慮され、純トレーディング損失

に計上されている。2014年３月31日に終了した事業年度に関する信用評価調整金額は2,352百万円の利益となった
（2013年３月期：2,738百万円の損失）。当報告期間の負債評価調整額は425百万円の利益となった。
 
1)　各デリバティブの分類には、複数のリスク要素を参照するデリバティブが含まれている。たとえば、金利契約には外国為替換算リスクと

金利リスクを参照先とする複雑なデリバティブが含まれている。

 

2)　2014年３月31日現在、当社は分類が各商品の種類に内在する主なリスクを確実に反映するよう、通貨デリバティブを外国為替関連デリバ
ティブ の中に含めている。したがって、2013年３月31日に終了した事業年度の表示を2014年３月31日に終了した事業年度の数値と比較で

きるよう、19,378百万円の通貨デリバティブ資産 は、外国為替関連デリバティブ資産 へと組み替えられており、36,426百万円の通貨デ

リバティブ負債 は外国為替関連デリバティブ負債 へと組み替えられている。また、420,012百万円の通貨デリバティブ に関する想定元

本は、外国為替関連デリバティブ に関する想定元本へと組み替えられている。
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15．現金および現金同等物
 
残高は、使途に制限がない銀行預金のみである。

 
 

16．その他の資産
 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

    
担保金（注記23, 27） 96,660  -

その他 4,898  6,187

 101,558  6,187
    

 
関連当事者との間で新規に締結、または改訂を行なった国際スワップ・デリバティブズ協会（以下「ISDA」とい

う。）制定の担保契約書（以下「CSA」という。）に基づいて、デリバティブの取引相手方に対し、デリバティブ
に関連した、自由処分権に制限がある担保金 を差し入れている。その他 は主として未収金利収入である。

 
 

17．発行済および払込済株式資本および剰余金
 
授権資本は、１株454ユーロの普通株式315,000株である。発行済および払込済株式資本は、１株当たり額面金額

454ユーロの株式113,000株である。
 
発行済株式および剰余金の増減の調整項目は以下のとおりである。

 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

    

発行済および払込済株式資本（発行価額）（百万円） 8,402  8,402

発行済および払込済株式（千株） 113  113

１株当たり額面金額（ユーロ） 454  454

発行済株式（額面）（千ユーロ） 51,302  51,302

為替レート（ユーロ対円） 141.9975  120.68557

発行済および払込済株式資本（百万円） 7,285  6,191
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剰余金の内訳は以下のとおりである。

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

    

発行済および払込済株式資本（発行価額） 8,402  8,402

発行済および払込済株式資本 7,285  6,191

為替換算差額 1,117  2,211
    

 
オランダ民法典２:373条第５項の求めにより、発行済および払込済株式資本勘定は、発行済および払込済株式資

本の額面価格を用いて測定され、財政状態計算書日現在の終値を用いてユーロから円へ換算されている。財政状態
計算書日現在の、発行済および払込済株式資本の取得価額と帳簿価額の差異は、剰余金勘定に計上されている。
 
 

18．支払配当金
 
2013年３月31日および2014年３月31日に終了した事業年度には、宣言または支払が行われた配当金はなかった。

 
 

19．社債およびその他の借入金
 

ａ．非流動負債に含まれる社債およびその他の借入金
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

期首残高 1,769,414  1,998,705

発行 516,825  180,539

償還 (329,106)  (319,440)

流動負債への分類変更 (487,881)  (152,867)

その他の変動 28,564  62,477

期末残高 1,497,816  1,769,414
    

 
ｂ．流動負債に含まれる社債およびその他の借入金

 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

    

期首残高 245,224  139,506

発行 157,124  163,731

償還 (340,166)  (222,458)

流動負債からの分類変更 487,881  152,867

その他の変動 18,091  11,578

期末残高 568,154  245,224
    

 
上記表中のその他の変動 は、主に外国為替の変動、公正価値ヘッジに基づく調整、ならびに実効金利法を用い

て社債およびその他の借入金を償却したことにより生じたものである。
 
発行される社債はすべて、NHI単独、またはNHIと野村證券株式会社の両者により保証されている（注記27を参照

のこと。）。
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20．純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債
 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

    

社債およびミディアム・ターム・ノート 126,432  8,772

 126,432  8,772
    

 
 
上記の表中の数値は、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された流動負債に含まれる金融負債

および非流動負債に含まれる金融負債からなっている。
 
主として野村グループの信用スプレッドの縮小から生ずる自己の信用リスクの変動による影響は、1,295百万円

の損失であった（注記７を参照のこと。）。これは2014年３月31日現在の累積残高に等しい（2013年３月期：僅
少）。
 
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債 の帳簿価額と、契約上の支払金額との差

額は1,844百万円であった（2013年３月期：僅少）。
 
 

21．その他の負債
 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

    

受入担保金 9,130  -

その他 14,765  19,894

 23,895  19,894
    

 
 
関連当事者との間で新規に締結または改訂を行ったISDA制定のCSAに基づいて、当社は自由処分権に制限があ

る、デリバティブに関連した担保金 をデリバティブの取引相手から受け取っている。その他は主として未収金利

収入およびその他の未払費用である。
 
 

22．コミットメントおよび偶発債務
 
当社は、一部の野村グループの会社に対して、2014年３月31日現在で30,000百万円（2013年３月期：30,000百万

円）のローン・ファシリティを提供しており、そのうちの25,000百万円が未使用（2013年３月期：25,000百万円）
である。
 
当社は2014年３月31日現在、貸付契約の未実行残高として740,978百万円（2013年３月期:122,035百万円）のコ

ミットメント残高がある。
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23．リスク管理
 
当社のリスク管理業務は、当社が管理しなければならない特定のリスクの評価と移転に関わっている。最も重要

なリスクの種類は、市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびオペレーショナル・リスクである。市場リスク
には、為替リスク、価格リスク、金利リスク等が含まれる。
 
当社の主な目的は、野村グループのために資金調達会社として活動することである。そのために当社は、これら

に限定されないが株式、金利、為替、信用、コモディティを含む様々な異なったインデックスに連動したリターン
が付いた社債を発行している。当社は、このような金融商品から生じる重大な市場リスクを取り除くという意図を
持って、デリバティブ金融商品を使用し、結果として生じるそのリスクを積極的に管理している。このようなデリ
バティブ金融商品の取引相手は野村グループに限られている。
 
当社の金融商品には、貸付金、野村グループの一部の会社から受け入れまたは差し入れる担保金、社債およびそ

の他の借入金、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債およびデリバティブが含まれ
ている。
 
グループのリスク・アピタイト
 
野村グループのリスク・アピタイトは、事業目標を達成するために許容するリスクの種類およびリスク量を定め

るものである。野村のリスク・マネジメント部門およびファイナンス部門は、共同してリスク・アピタイトの提案
を行い、統合リスク管理会議（以下「GIRMC」という。）の承認を以って決定される。
 
グローバル・リスク管理体制
 
業務の健全かつ円滑な運営に資することを目的として、経営会議(以下「EMB」という。)の委任を受け、GIRMCは

野村グループの統合リスク管理にかかる重要事項を審議、決定している。GIRMCは野村グループのリスク・アピタ
イトを設定し、それに整合した統合リスク管理の枠組みの整備を行っている。またGIRMCは、リスク管理の枠組み
を整備することを通じて監督している。GIRMCは、リスク管理に関する重要な事項その他議長が必要と認める事項
について、取締役会およびEMBに報告を行っている。
 
加えて、GIRMCは、経営会議の委譲を受け、リスク管理規程を策定し、リスク管理の基本方針を含む野村グルー

プ全体のリスク管理の枠組みについて定めている。
 
GIRMCの委任を受けたリスク審査委員会(以下「GRMC」という。)は、GIRMCが定める野村グループの戦略的なリス

ク配分やリスク・アピタイトに基づいて、野村グループの市場リスク、信用リスク、レピュテーショナル・リスク
に係る重要事項を審議、決定し、業務の健全かつ円滑な運営に努めている。GRMC は、審議内容や議長が必要と認

める事項について、GIRMCに報告を行っている。
 
 
当社の定性的および定量的リスク管理
 
市場リスク
 
市場リスクは、市場のリスク・ファクター（金利、為替、有価証券等の価格等）の変動により、保有する金融資

産および負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し、損失を被るリスクである。
市場リスクを適切に管理するためには、複雑かつ不断に変動する世界的な市場環境を分析し、損失に繋がる可能

性のある傾向を把握したうえで、適時に適切な対応を取る能力が必要となる。
当社は、貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするためにデリバティ

ブ契約を締結しており、市場リスクを最小限に抑えている。デリバティブの満期は、ヘッジされている貸付金やミ
ディアム・ターム・ノートの満期と一致している。
 
金利および株価リスク
金利または通貨関連デリバティブやエクイティスワップの利用を通じ、金利や株価のエクスポージャーのヘッジ

を行うことが当社の方針である。
 
当社は、ミディアム・ターム・ノート発行により短期あるいは長期の資金の調達を行っている。当社は、固定あ

るいは変動金利により必要な通貨の借入を行い、その上で金利および通貨デリバティブを使用して必要なヘッジ・
プロファイルを得ている。これは、関連する資産および負債の利払日のマッチング等も含んでいる。
 
金利エクスポージャーに関して上記のヘッジ方針を適用しているため、2014年３月31日および2013年３月31日現

在、当社は重大な金利エクスポージャーを有していない。
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為替エクスポージャー
為替エクスポージャーは、当社の機能通貨以外の通貨で表される貨幣性資産および貨幣性負債から構成される。

当社の活動から生じる全ての重要な為替ネット・エクスポージャーは、外国為替関連デリバティブおよび／または
通貨デリバティブを用いて積極的にヘッジされている。
 
為替エクスポージャーのトレーディングを行わないことは当社の方針であり、したがって全ての通貨デリバティ

ブ取引は、ヘッジ目的のみで行われる。
 
為替エクスポージャーに関して上記のヘッジ方針を適用しているため、2014年３月31日および2013年３月31日現

在、当社は重大な為替エクスポージャーを有していない。
 
信用リスク
 
信用リスク管理
信用リスクとは、債務者またはカウンターパーティーが、債務不履行、破産または法的手続等の結果として、予

め合意した条件通りに契約上の義務を履行できないことにより損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産に係
る損失を含む。当該リスクはまた、カウンターパーティーの信用力低下を反映した信用評価調整額の計上により損
失を被るリスクを含む。
 
当社の金融商品の取引相手は野村グループのみであるため、信用リスクは最小限に抑えられている。

 
金融資産の信用度
当社は、野村グループの信用格付を、NHIがスタンダード・アンド・プアーズ・インターナショナル・エルエル

シーより付与されたBBB+と同等であると考えている。執行取締役の報告日現在（訳注：2014年７月７日）におい
て、上記信用格付に変更はない。
 
当社には延滞または減損した金融資産はない。

 
信用リスク・エクスポージャー
以下の表は、当社の財政状態計算書日現在における、信用リスクに対する最大のエクスポージャーを示してい

る。当事者による契約不履行によって当社に損失のリスクをもたらす一部のオフバランスシート商品も開示されて
いる。
 

 

2014年３月31日

現在  

2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

    

デリバティブ金融資産（注記14） 117,795  150,709

信用供与コミットメント（注記22） 25,000  25,000

未実行残高に対するコミットメント -  103,540

現金および現金同等物 2,479  10,049

その他の債権（注記13）(1) 2,128,334  2,073,138

受入担保金(注記21) (9,130)  -

信用リスクに対するエクスポージャー合計 2,264,478  2,362,436
    

 
(1)　2014年３月31日現在、当社は開示に関する表示の公正性を高めるため、その他の債権からの未収利息をその他の債権の項目へ含めた。し

たがって、2013年３月31日現在の表示を2014年３月31日現在の表示と比較できるよう、2013年３月31日現在のその他の債権からの未収利

息はその他の債権に含めている。

 
信用リスク低減手法
前述のとおり、当社は信用リスクに対するエクスポージャーを抑えるために、国際スワップデリバティブ協会制

定のマスター契約またはそれに相当する契約（「マスターネッティング契約」という。）を締結している。ネッ
ティング契約に従った金融資産と金融負債の相殺による影響は、財政状態計算書に反映されていない。
 
減損した金融資産
当社は、上記の注記2.3.e）にあるとおり、各財政状態計算書日現在で金融資産が減損していることを示す客観

的な兆候があるかどうかを判定している。
 
すべての貸付金は野村グループとの間の取引である。2014年３月31日に終了した事業年度および過年度におい

て、金融資産の減損は認識されなかった。
 
流動性リスク
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流動性リスク管理
野村グループでは、資金流動性リスクを市況の低迷等に伴う業績の悪化等により必要な資金が確保できなくな

り、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること
により損失を被るリスクであると定義している。このリスクは、市場において有担保あるいは無担保調達が不可能
になる、野村グループの信用格付が低下する、予定外の資金需要の変化に対応できない、迅速かつ最小の損失での
資産の流動化ができない、あるいは、野村グループ会社間の自由な資金移動が妨げられる規制資本上の制約に関す
る変化等、市場全体の事情や野村グループ固有の事情によって発生する。流動性リスク管理については、EMBの委
任を受けたGIRMCが定める流動性リスク・アピタイトに基づくことを基本方針としている。野村グループの資金流
動性管理は、市場全体がストレス下にある場合、またそれに加えて野村グループの信用に過度なストレスを想定し
た場合において、それぞれ１年間、および1ヶ月間にわたり、無担保による資金調達が困難な場合においても、保
有資産を維持しつつ業務を継続することができる充分な資金流動性を常に確保することを主な目的としている。
 
野村グループは、主な流動性維持の目的を達成可能とする、様々な流動性リスク管理フレームワークを定めてい

る。このフレームワークには、(1) 余剰資金の集中管理と流動性ポートフォリオの維持、(2) 資産構成等に見合っ

た資金調達ならびに調達手段の多様化および調達期間の分散、(3) 野村グループ各社に対する与信枠の管理、(4)

流動性ストレス・テストの実施、(5) コンティンジェンシー・ファンディング・プランに関することが含まれる。

 
EMBは野村グループの資金流動性に関する重要事項についての決定権を有しており、NHIの財務統括責任者（以下

「CFO」という。）は経営会議の決定に基づき、野村グループの資金流動性管理に関する業務を執行する権限と責
任を有している。
 
当社は野村グループの資金調達会社としての主要な役割を果たすことから、野村グループの流動性リスク管理の

フレームワークの中に統合されている。
 
野村グループにおける、満期および調達先の集中を防ぐために、野村グループのグローバル・トレジャリーが資

金調達に係る満期および調達先を積極的にモニタリングし管理している。資金調達手段を確保し、調達時期と調達
先の集中を防ぐために、調達先とその満期の分散が積極的に図られている。
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契約上の満期別の表
 
以下の表は割引前のキャッシュ・フローに基づいているため、要求払いの項目に計上されている純損益を通じて

公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債を除いては、財政状態計算書とは一致しない。支払金額また
は受取金額が固定金額でない場合には、開示金額は報告期間の終了日における状況に基づいて決定されている。
 
デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債として計上されている組込デリバティブは、当該金融商品の

契約上の満期を表示する目的では、複合金融商品から区分処理されていない。
 
下記の金融負債の約57％（2013年３月期：56％）は、期限前解約または期限前償還の特徴を有している。

 
金融負債
 
 2014年３月31日現在

 要求払い 30日以下

30日超

90日以下

90日超

１年以下

１年超

５年以下 ５年超 合計

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円

社債およびその他の借

入金 - 24,511 140,169 458,088 678,431 1,333,112 2,634,311

純損益を通じて公正価

値で測定される金融商

品に指定された金融負

債 18,110 175 343 1,577 113,289 - 133,494

その他のコミットメン

ト(1) 25,000 388,500 219,974 132,504 - - 765,978

割引前の金融負債合計 43,110 413,186 360,486 592,169 791,720 1,333,112 3,533,783

流動性リスクに対する

エクスポージャー合計 43,110 413,186 360,486 592,169 791,720 1,333,112 3,533,783
        

 
 2013年３月31日現在

 要求払い 30日以下

30日超

90日以下

90日超

１年以下

１年超

５年以下 ５年超 合計

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円

社債およびその他の借

入金 - 54,910 78,697 177,375 866,069 1,483,517 2,660,568

純損益を通じて公正価

値で測定される金融商

品に指定された金融負

債 8,772 - - - - - 8,772

その他のコミットメン

ト(1) 25,000 115,540 2,447 4,047 - - 147,034

割引前の金融負債合計 33,772 170,450 81,144 181,422 866,069 1,483,517 2,816,374

流動性リスクに対する

エクスポージャー合計 33,772 170,450 81,144 181,422 866,069 1,483,517 2,816,374
        

 
(1)　2014年３月31日現在、当社は未決済の貸出契約に係るコミットメントをその他のコミットメントに含めている。したがって、2013年３月

31日現在の表示を2014年３月31日現在の表示と比較できるよう、2013年３月31日現在の未決済の貸出契約に係るコミットメントは2013年

３月31日現在の表に含めている。
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以下の表は当社の金融デリバティブの満期の内訳を示している。満期区分に関する分析は、契約上の満期までの

残存期間を基礎としている。
 
金融デリバティブ
 
 2014年３月31日現在

 要求払い 30日以下

30日超

90日以下

90日超

１年以下

１年超

５年以下 ５年超 合計

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円

純額決済される金融デ

リバティブ

       

トレーディング目的で

保有し純額決済される

金融デリバティブ - 3,400 7,373 30,942 117,925 349,443 509,083

割引前の純額決済され

る金融デリバティブ合

計 - 3,400 7,373 30,942 117,925 349,443 509,083

        

総額決済される金融デ

リバティブ        

契約上の債権金額 - 213,448 608,499 88,540 53,397 66,015 1,029,899

契約上の債務金額 - (218,983) (602,945) (81,780) (29,783) (54,100) (987,591)

割引前の総額決済され

る金融デリバティブ合

計 - (5,535) 5,554 6,760 23,614 11,915 42,308

        

割引前の金融デリバ

ティブ合計 - (2,135) 12,927 37,702 141,539 361,358 551,391
        

 
 
 2013年３月31日現在

 要求払い 30日以下

30日超

90日以下

90日超

１年以下

１年超

５年以下 ５年超 合計

 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円 単位:百万円

純額決済される金融デ

リバティブ        

トレーディング目的で

保有し純額決済される

金融デリバティブ - 3,551 6,613 29,593 118,248 431,446 589,451

割引前の純額決済され

る金融デリバティブ合

計 - 3,551 6,613 29,593 118,248 431,446 589,451

        

総額決済される金融デ

リバティブ        

契約上の債権金額 - 287,351 656,346 183,688 154,635 28,751 1,310,771

契約上の債務金額 - (296,807) (664,354) (213,731) (127,343) (24,277) (1,326,512)

割引前の総額決済され

る金融デリバティブ合

計 - (9,456) (8,008) (30,043) 27,292 4,474 (15,741)

        

割引前の金融デリバ

ティブ合計 - (5,905) (1,395) (450) 145,540 435,920 573,710
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オペレーショナル・リスク
 
野村グループでは、オペレーショナル・リスクを、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは

機能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義している。この定義には、戦略リ
スク（経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク）は含まれないが、法令や規制等の違反に係るリスク、
オペレーショナル・リスクの顕在化に起因する野村グループ各社のレピュテーションの悪化に係るリスクを含んで
いる。
 
野村グループは、業界標準である以下の三段階管理でオペレーショナル・リスク管理を行うこととしている。

 
(1) 第一段階：ビジネス・ユニットは自らリスク管理を行う。

(2) 第二段階：オペレーショナル・リスク管理（以下「ORM」という。）部署は、オペレーショナル・リスク管理

の中長期的方針と枠組みを策定し、その運用を推進し、第一段階を検証する。
(3) 第三段階：内部監査および外部監査は、独立した立場でオペレーショナル・リスク管理の枠組みの確認を行

う。
 
また、GIRMCがこの管理全般を監督している。EMBより委任を受けたGIRMCがオペレーショナル・リスク管理に係

る正式な監視を行っている。
 
野村グループは、オペレーショナル・リスクの特定、評価、管理、モニタリング、報告が可能となるORMの枠組

みを整備している。オペレーショナル・リスクに関するリスク・アピタイトは、オペレーショナル・リスク管理の
枠踏みの主要項目を用いた定性的リスク・アピタイト・ステートメントおよび定量的リスク・アピタイト・ステー
トメントにより定義される。
 
ORMの枠組みでは、1)枠組みのインフラ、2)商品とサービス、3)アウトプットから構成されている。当社は野村

グループのORMの枠組みに全面的に統合されている。
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24．公正価値
 
金融資産および金融負債の公正価値
 
金融商品の公正価値の帳簿価額と公正価値の比較
償却原価で測定される流動資産に含まれる金融資産および流動負債に含まれる金融負債の帳簿価額は、そもそも

その性質が短期的であり信用リスクもわずかであることから、ほぼその公正価値と近似している。下記の表は、非
流動資産に含まれる関係会社への貸付金と、非流動負債に含まれる社債およびその他の借入金の帳簿価額と公正価
値の比較である。
 

 2014年３月31日現在

 帳簿価額  公正価値

   レベル２ レベル３

 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円

     

関係会社への貸付金 489,238  491,731 -

社債およびその他の借入金 1,497,816  1,366,278 7,011

 
 2013年３月31日現在

 帳簿価額  公正価値

   レベル２ レベル３

 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円

     

関係会社への貸付金 463,872  464,243 -

社債およびその他の借入金 1,769,414  1,467,471 4,354

 
償却原価で計上され、財政状態計算書日から満期までに一年を超える期間がある金融資産に関しては、活発な市

場から入手した主要な金利を用いて計算された割引キャッシュ・フローに基づいて公正価値が決定される。当該貸
付金の公正価値の決定にあたっては、信用リスクおよび当該貸付金の弁済順位が考慮される。
 
償却原価で計上され、財政状態計算書日から満期までに一年を超える期間がある金融負債に関しては、報告日現

在の公表価格に基づいて公正価値が決定される。これらの価格は公正価値に有意な影響を及ぼすすべてのインプッ
トが直接または間接的に観察可能であるような技法に基づく場合もあれば、観察可能な市場データに基づかないイ
ンプットを用いた技法に基づく場合もある。
 
公正価値の階層
 
下記の表は、毎期経常的に公正価値評価される金融資産および金融負債を、当社の評価手法に使用しているイン

プットの透明性に基づき分類した、公正価値の階層ごとに表示したものである。

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

 65/185



 
 
 2014年３月31日現在  2013年３月31日現在

 帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３  帳簿価額 レベル１ レベル２ レベル３

 

単位:

百万円

単位:

百万円

単位:

百万円

単位:

百万円  

単位:

百万円

単位:

百万円

単位:

百万円

単位:

百万円

公正価値で測定される

金融資産          

デリバティブ金融資産 117,795 - 38,093 79,702  150,709 - 55,531 95,178

外国為替関連デリバティブ
(1) 9,461 - 9,412 49  22,799 - 22,552 247

金利関連デリバティブ          

- トレーディング目的保有 96,741 - 19,251 77,490  119,776 - 28,183 91,593

- ヘッジ関係があるもの - - - -  1,448 - 1,448 -

株式関連デリバティブ 9,568 - 7,473 2,095  5,064 - 1,761 3,303

クレジット・デリバティブ 2,025 - 1,957 68  1,622 - 1,587 35

 117,795 - 38,093 79,702  150,709 - 55,531 95,178
          

          

公正価値で測定される

金融負債          

デリバティブ金融負債 114,562 - 34,765 79,797  174,447 - 77,473 96,974

外国為替関連デリバティブ
(1) 15,318 - 15,269 49  63,799 - 63,631 168

金利関連デリバティブ          

- トレーディング目的保有 87,779 - 10,191 77,588  103,611 - 10,203 93,408

株式関連デリバティブ 9,433 - 7,341 2,092  5,385 - 2,022 3,363

クレジット・デリバティブ 2,032 - 1,964 68  1,652 - 1,617 35

純損益を通じて公正価値で測定

される金融商品に指定された金

融負債 126,432 - 126,432 -  8,772 - 8,772 -

 240,994 - 161,197 79,797  183,219 - 86,245 96,974
          

 
1)　 2014年３月31日現在、当社は分類が各商品の種類に内在する主なリスクを確実に反映するよう、通貨デリバティブを外国為替関連デリバ

ティブ の中に含めている。したがって、2013年３月31日現在の表示を2014年３月31日現在の表示と比較できるよう、2013年３月31日現

在レベル２に分類されていた19,131百万円の通貨デリバティブ資産 は、レベル２の外国為替関連デリバティブ資産 へと組み替えられ、

レベル３に分類されていた247百万円の通貨デリバティブ資産 はレベル３の外国為替関連デリバティブ資産 へと組み替えられている。

また2014年３月31日現在の数値と整合するよう、2013年３月31日現在レベル２に分類されていた36,258百万円の通貨デリバティブ負債

は、レベル２の外国為替関連デリバティブ負債 に、レベル３に分類されていた168百万円の通貨デリバティブ負債 は、レベル３の外国

為替関連デリバティブ負債 へと組み替えられた。
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2014年３月31日に終了した事業年度における、レベル３の公正価値の階層に毎期経常的な公正価値測定に関する調
整
 
以下の表は、報告期間の期首残高と期末残高との間に生じた、レベル３に分類された金融商品の公正価値のすべ

ての変動について、その推移を示したものである。
 
 終了事業年度

 2014年３月31日  2013年３月31日

 デリバティブ  デリバティブ

 金融資産 金融負債  金融資産 金融負債

 単位：百万円 単位：百万円  単位：百万円 単位：百万円

      

期首残高 95,178 96,974  241,106 241,098

      

純トレーディング収益 13,105 11,042  (119,063) (117,963)

決済額 (28,026) (27,744)  (32,532) (32,130)

レベル３への移動 691 705  6,972 7,265

レベル３からの移動 (1,246) (1,180)  (1,305) (1,296)

期末残高 79,702 79,797  95,178 96,974
      
      

報告期間末に保有されている金融商

品に対する包括利益計算書に含まれ

る当期間の利益または（損失）の合

計 23,648 (23,475)

 

(103,941) 102,664
      

 
 
上記の表の中のデリバティブに関る損益は、包括利益計算書の中の純トレーディング収益／（損失） に含めら

れている。
 
2014年３月31日および2013年３月31日に終了した事業年度において、レベル１に認識された金融資産および金融

負債はなかった。したがって、レベル１とレベル２との間での移動は生じなかった。
 
当社では、公正価値の階層の中で金融商品があるレベルから他のレベルへ移動した場合は、すべて移動が発生し

た期間の期首に起きたものとしている。したがって、移動に関して上記に計上されている金額は、かかる移動が発
生した期間の期首における当該金融商品の公正価値を表している。
 
評価手法
当社が保有しているものは、区分処理された組込デリバティブを含む店頭デリバティブのみである。こうした店

頭デリバティブ取引は内部モデルを使用して公正価値を算定するが、この内部モデルでは市場取引価格のほか、市
場に基づいたインプットのモデルへの入力、市場の清算取引に対するモデルの調整、ブローカー・ディーラーの公
表価格、合理的な水準で価格の透明性が認められる他の価格情報などといった、市場で観察される他の証拠を可能
な限り用いている。評価手法としては、単純な割引期待キャッシュ・フロー計算のほか、ブラックショールズ・モ
デルとモンテカルロ・シミュレーションが使われている。
 
有意なインプットすべてが市場の証拠で裏付けられる場合には、区分処理された組込デリバティブを含む店頭デ

リバティブは公正価値の階層のレベル２に分類されている。
 
相関係数、長期ボラティリティ等の有意なインプットが観察不能な場合やその他の観察不能なインプットを用い

てモデルを使って算定されるデリバティブは、レベル３に分類される。当社でレベル３に分類されるデリバティブ
の例としては、金利関連のエキゾチック・デリバティブ、外国為替関連のエキゾチック・デリバティブ、株式関連
のエキゾチック・デリバティブ、金利リスクと外国為替リスクと株式リスクを組み合わせたエキゾチック・デリバ
ティブ、長期またはエキゾチック・クレジット・デリバティブを含むその他の取引等がある。
 
評価手法はパラメーターによっているが、こうしたパラメーターは、同等の取引が現状の市場で取引されていな

い、あるいは市場データが得られないといったことにより、必ずしも市場で観察可能なものではない。このような
評価手法は仮定に基づいていることから、前提となる仮定が変更となった場合には、これらの評価手法を用いて算
定された公正価値も変わる可能性がある。
 
2014年３月31日に終了した事業年度では、合計で691百万円の金融資産（2013年３月期：6,972百万円）と705百

万円の金融負債（2013年３月期：7,265百万円）がレベル３へ移動した。金融資産側では、移動した金額のうち主
なものは696百万円の金利スワップ（2013年３月期：6,787百万円）であり、一部のボラティリティや相関が観察不
能となった、または観察不能なパラメーターの重要度が増したため、レベル３へ移動した。金融負債側では、移動
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した金額のうち主なものは710百万円の金利スワップ（2013年３月期：7,080百万円）であり、一部のボラティリ
ティや相関が観察不能となったため、レベル３へ移動した。
 
2014年３月31日に終了した事業年度では、合計で1,246百万円の金融資産（2013年３月期：1,305百万円）と

1,180百万円の金融負債（2013年３月期：1,296百万円）がレベル３から移動した。金融資産側では、移動した金額
のうち主なものは380百万円の金利スワップ（2013年３月期：1,141百万円）と639百万円の株式スワップ（2013年
３月期：164百万円）であり、一部のボラティリティや相関が観察可能となった、または観察不能なパラメーター
の重要度が低下したため、レベル３から移動した。金融負債側では、移動した金額のうち主なものは398百万円の
金利スワップ（2013年３月期：1,132百万円）と639百万円の株式スワップ（2013年３月期：164百万円）であり、
一部のボラティリティや相関が観察可能となったため、レベル３から移動した。
 
評価プロセス
 
当社は、公正価値の階層内でレベル３に分類される金融商品を含む、本財務書類上に計上される金融商品のあら

ゆる公正価値測定の適切性を確保するため、当該金融商品のリスクを負うトレーディング部門からは独立した組織
として、公正価値の裁定または検証を行うための管理機能および支援機能を有する野村グループのガバナンス・フ
レームワークの中に、当社は全面的に統合されている。
 
評価方針および手続の定義、実効、管理に関して直接責任を有する野村グループ内の部署は以下のとおりであ

る。
 
●　野村の財務部門内のプロダクト・コントロール・バリュエーション・グループ（以下「PCVG」という。）が、

一般的には公正価値測定の決定に関して、評価方針および手続の決定、履行について責任を有している。特に
当該グループが、各タイプ別の金融商品に対する評価方針の文書化を担当している。野村グループのトレー
ディング部門が当社の金融商品の価格を付ける責任を負う一方で、PCVGは独立した立場でその価格の検証およ
び認証を行う責任を負う。意見の相違が生じた場合や公正価値の見積もりに判断が必要な場合には、本財務書
類に計上される公正価値は、トレーディング部門から独立したシニア・マネジメントによって評価される。こ
のグループはプロダクト・コントロールのグローバルヘッド、そして最終的に野村グループのCFOに報告を
行っている。

 
●　野村の財務部門内のアカウンティング・ポリシー・グループは、公正価値の決定に関連した意見書も含め、グ

ループの会計方針と手続を定めている。このグループは、アカウンティング・ポリシーのグローバルヘッド、
そして最終的に野村グループのCFOに報告を行っている。

 
●　野村のリスク・マネジメント部門内のグローバル・モデル・バリデーショングループ（以下「MVG」とい

う。）は、公正価値決定を行うモデルの設計や開発を行う部署とは独立した立場で、当該モデルの正確性や一
貫性を確認している。MVGはチーフ・リスク・オフィサーに報告を行っている。
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独立した価格検証プロセス
 
独立した価格評価の検証プロセス（Independent Price Verification Processes（以下「IPVプロセス」とい

う。））における主要な目的は、野村のすべての金融商品に適用されている公正価値測定の適正性を検証すること
である。このプロセスでは、可能な限り観察可能なデータを用いており、観察不能なデータを必要とする場合に
は、適用する評価手法およびデータの適正性、合理性、整合性の確保を行っている。
 
IPVプロセスは、定期的に外部の水準に対するすべてのポジションの公正価値を検証しようとするものである。

このプロセスには、取引状況、指標、価格などのデータを内部および外部のデータソースから取得し、ポジション
を外部価格に置き換えた場合の影響を調査することを含む。また、担保の受渡しプロセスにおいて、取引の評価に
差異があり、担保金額の公正価値評価に差異がある場合、適正な公正価値を確定するためにその差異を調査してい
る。
 
ブローカー、ディーラーあるいはコンセンサス・プライシング・サービスに基づいた外部の価格情報をIPVプロ

セスの一部として使用する場合、その情報が直近の市場の実勢取引を反映しているか、またはその価格で商品自体
ないし類似の金融商品の取引の執行が現在可能かについて検討を行う。そのような取引や価格の情報がない場合、
当該金融商品は通常レベル３に分類される。
 
観察可能な市場情報が公正価値測定のためのデータの中に欠如している場合、PCVGおよびMVGは比較可能な商

品、サーフェス、カーブおよび過去の取引を含めた利用可能な情報を考慮し、データの妥当性を評価する。追加調
整は、相関係数等のデータが不確実な場合、もしくはトレーディング・デスクが市場水準の確認のため取引を行っ
た場合などに行われる。
 
有意な観察不能なインプットおよび仮定に関する定量的な情報
 
下記の表は、2014年３月31日現在、レベル３に分類されている金融商品に使用される、有意な観察不能なイン

プットおよび仮定に関する情報を示している。これらの金融商品は、一般的に公正価値階層のレベル２に使用され
る観察可能な評価インプットも含んでいるが、これらの評価インプットは下記の表には含まれていない。また、こ
れらの金融商品は多くの場合、レベル２に分類される金融商品によってヘッジされている。
 
下記の表は、レベル３の金融資産および金融負債の公正価値測定に使用されている評価手法とインプットを示し

たものである。
 

 2014年３月31日現在の公正価

値

単位：百万円

   

 金融資産 金融負債 評価手法 有意な観察不能なイ

ンプット

インプットの評

価範囲(1)

外国為替関連デリバティブ 49 49 DCF ボラティリティ 18.48-19.58％

金利関連デリバティブ 77,490 77,588 DCF 金利

ボラティリティ

相関(-1.0 から 1.0)

0.67-5.17％

10.61-23.53％

-0.04-0.99

株式関連デリバティブ 2,095 2,092 オプション

モデル

配当利回り

ボラティリティ

相関(-1.0 から 1.0)

0.00-3.08％

15.27-55.50％

-0.78-0.94

クレジット・

デリバティブ

68 68 DCF 信用スプレッド

リカバリーレート

相関(-1.0 から 1.0)

0.22-1.33％

20.00-20.00％

0.75-0.75

合計 79,702 79,797    

 
(1)　範囲に関する情報はパーセンテージ、係数および倍数で示され、金融商品の種類を評価するために使用される有意な観察不能な評価イン

プットの最高値と最低値を示している。その範囲に大きな差があることは、必ずしも評価インプットに不確実性または主観性が大きく反

映していることを意味しておらず、主として当該金融商品そのものの特徴が異なることによる。

 
 
観察不能なインプットの変動に対する公正価値の感応度
 
レベル３に分類される金融商品の評価が、一般市場心理、信用、金利、外国為替、相関を含むがそれに限定され

ないさまざまな要因によって変動することを考慮すると、状況がさらに悪化した場合には現在の価値は引き続き減
少する可能性がある。それとは逆に、状況が改善した場合には、レベル３のポートフォリオの価値の増加が見込ま
れることになる。ただし、経営者はレベル３に分類される金融商品の公正価値の純額が重大な影響を及ぼすことは
予期していない。
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当社は貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーをヘッジするためにデリバティブ取引を
行っているため、レベル３のポートフォリオの価値の増減は、当社の損益や資本に重大な影響を及ぼすものではな
い。ヘッジデリバティブ商品は、負債性金融商品に組み込まれたデリバティブから生ずるポジションを相殺し、当
該金融商品に関連する観察不能なインプットの変動に対する公正価値の感応度を限定的なものとしている。
 
上記の表に記載されている各金融商品の種類に対し、当社が使用する有意な観察不能なインプットと仮定の変動

が当該金融商品の公正価値の決定に影響を及ぼすことがある。観察不能なインプットとそのインプット間の相関関
係の変動に対する、レベル３の公正価値測定の感応度は以下のとおりである。

 
デリバティブ — デリバティブの原リスクに対して当社のポジションがロングであれば、金利や信用スプレッド

のようなデリバティブの原資産の個別の要素の大幅な上昇（低下）や、配当利回りの大幅な低下（上昇）によっ
て、公正価値測定は大幅に増加（減少）することになると思われる。デリバティブの原リスクに関して当社のポジ
ションがショートであれば、この変動による影響は当社が報告する公正価値測定に逆の影響を及ぼすことになると
思われる。
 
オプション価値やリカバリーレートや相関に関して当社のポジションがロングであり、ボラティリティやリカバ

リーレートや相関が大幅に上昇（低下）した場合には、通常、公正価値測定は大幅に増加（減少）することにな
る。当社のオプション価値やリカバリーレートや相関のポジションがショートである場合には、これらの変動の影
響は公正価値測定に逆の影響を及ぼすことになると思われる。
 
初日利益及び損失
 
有意な観察不能なデータを用いる評価手法の使用で初日利益及び損失が生じた場合、このデータが観察可能にな

るか、またはこの金融商品の認識が中止されるまで、当該損益は契約期間にわたって繰り延べられる。当初認識後
の公正価値の変動は、損益勘定で認識される。これらの金融商品に帰属し、財政状態計算書日現在、損益勘定で未
だ認識されていない公正価値の合計は、126百万円の損失（2013年３月期：124百万円の損失）である。
 
下記の表は、当報告期間の期首残高から期末残高にかけての、初日利益および損失の変動に関する調整を示した

ものである。
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 2014年３月31日  2013年３月31日

 単位：百万円  単位：百万円

初日利益／（損失）の期首残高 (124)  (12)

    

新規取引 (94)  (124)

当年度中に純損益に認識された金額 92  12

初日利益／（損失）の期末残高 (126)  (124)
    

 
 

25. 金融資産と金融負債の相殺
 
下記の表は、法的強制力のあるマスターネッティング契約や同種の契約の対象となる金融資産および金融負債の

概要を示したものである。
 
 2014年３月31日現在

 単位：百万円

 

認識されてい

る金融資産／

負債の

財政状態計

算書上相殺

されている

財政状態計算

書上に計上さ

れている

財政状態計算書上

相殺されていない関連金額  

 総額(1) 総額 金額 金融商品(2) 担保金(3) 純額

デリバティブ金融資産 49,510 - 49,510 (39,977) (8,420) 1,113

キャッシュローン 290,994 - 290,994 (1,017) - 289,977

金融資産合計 340,504 - 340,504 (40,994) (8,420) 291,090
       

       

デリバティブ金融負債 82,953 - 82,953 (40,284) (42,669) -

その他の負債 710 - 710 (710) - -

金融負債合計 83,663 - 83,663 (40,994) (42,669) -
       

 
 2013年３月31日現在

 単位：百万円

 

認識されてい

る金融資産／

負債の

財政状態計算

書上相殺され

ている

財政状態計算

書上に計上さ

れている

財政状態計算書上

相殺されていない関連金額  

 総額(1) 総額 金額 金融商品(2) 担保金(3) 純額

デリバティブ金融資産 81,509 - 81,509 (65,977) - 15,532

キャッシュローン - - - - - -

金融資産合計 81,509 - 81,509 (65,977) - 15,532
       

       

デリバティブ金融負債 128,223 - 128,223 (65,977) - 62,246

その他の負債 - - - - - -

金融負債合計 128,223 - 128,223 (65,977) - 62,246
       

 
1)　区分処理された組込デリバティブは除外されている。

2)　貸借対照表上は相殺が認められていないが、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時には相殺する権利を当社が有している金

額を表している。

3)　デリバティブのプラス時価に対して受け入れた担保金および、デリバティブのマイナスの時価に対して差し入れた担保金は、それぞれそ

の他の負債 およびその他の資産 に計上されている。

 
 
当社はすべてのデリバティブ取引相手との間で、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時には相殺す

る権利を当社が有しているISDA制定のマスター契約を締結している。また当社は、2014年３月31日付で、オンバラ
ンスシート取引およびオフバランスシート取引双方に関し、取引相手方の債務不履行、支払不能もしくは倒産時に
は相殺する権利を当社が有しているマスターネッティング契約を取引相手方のうちの一社との間で締結した。これ
らの契約によれば、同一の取引相手の間の同一の原契約に関するグロスエクスポージャーに対し、その信用エクス
ポージャーを削減することになる。
 
ネッティング契約は通常、担保の種類、債務不履行および他の終了事由の定義、（債務不履行時の）損害の算定

および必要な文書などネッティングの算定の根拠に関する情報を含む取引相手との間で合意した原則条項を定めた
マスターネッティング契約で構成されている。マスターネッティング契約には、取引相手との間のすべて（もしく
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は可能な限り多数の）の契約が準拠する原則条件が含まれている。複数の個別取引はこのマスターネッティング契
約に含められ、取引相手が関連する相互のビジネスを行う際の単一の法的契約となる。個々の取引を、取引の相殺
を定めた単一のマスターネッティング契約の範疇とすることは、信用リスクの低減に加え、複数の法域または複数
の契約にまたがる取引に関連した決済リスクを低減することにもつながる。

 
 

26．資本管理方針
 
当社の資本管理方針の目標は、資本やミディアム・ターム・ノートの発行を通じ、適正水準の資本を維持するこ

とである。
 
当社は、資本の適正水準について見直しを行っており、適正水準に関しては、野村グループにおける資金需要や

流動性ポジションを十分に検討した上で決定している。
 
当年度中、資本管理の目標、方針、プロセスに変更はなかった。

 
 2014年３月31日

現在

 2013年３月31日

現在

 単位：百万円  単位：百万円

    

発行済および払込済株式資本 7,285  6,191

株式払込剰余金 1,321  1,321

剰余金 1,117  2,211

発行済株式資本合計 9,723  9,723

    

社債およびその他の借入金 2,065,970  2,014,638

- 非流動負債に含まれるもの 1,497,816  1,769,414

- 流動負債に含まれるもの 568,154  245,224

純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融

負債 126,432

 

8,772

- 非流動負債に含まれるもの 108,322  -

- 流動負債に含まれるもの 18,110  8,772

発行済株式資本およびミディアム・ターム・ノート合計 2,202,125  2,033,133
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27．関連当事者
 
本財務書類の他の箇所で開示されているものと同様に、当社が当期間中に関連当事者との間で行った重要な取引

は以下のとおりである。
 

ａ．親会社との取引
 

i.　　当社はNHIとの間で金銭消費貸借契約を締結しており、2014年３月31日に終了した事業年度におい
て1,894百万円（2013年３月期：2,257百万円）の利息を受け取っている。2014年３月31日現在、
NHIへの貸付金残高は243,379百万円（2013年３月期：122,000百万円）である。残高は無担保であ
る。2014年３月31日および2013年３月31日に終了した事業年度において、NHIへの貸付金に関する
減損は認識されていない。

 
ii.　 当社は、当社の社債（注記19を参照のこと。）の保証人の１社であるNHIとディーラー契約を締結

しており、計算対象期間における社債の平均発行残高に基づいて、手数料（注記４を参照のこ
と。）を支払うことに同意している。2014年３月31日に終了した事業年度には、750百万円（2013
年３月期：716百万円）の保証料が支払手数料等 に計上されている。2014年３月31日現在、NHIへ

の未払保証料は750百万円（2013年３月期：716百万円）である。
 

iii.　国内APA（注記11を参照のこと。）に基づいて、当社はAPAによる調整額をNHIに支払うことに合意
した。調整額の6,914百万円（2013年３月期：9,645百万円）は一般管理費 に計上されている。

2014年３月31日現在、6,914百万円（2013年３月期：9,645百万円）がその他の負債に未払計上され
ている。

 
iv.　 2014年３月31日に終了した事業年度の、NHIによる情報テクノロジーインフラに関するサービス費

用は68百万円 (2013年３月期: 49百万円)であった。この費用は包括利益計算書の中の一般管理費
に計上されている。2014年３月31日現在、NHIへの未払金は54百万円であった (2013年３月31日現

在: 22百万円)。

 
ｂ．執行取締役との取引

 
2014年３月31日現在、当社の執行取締役は２名であり、野村グループ内から派遣されている。2013年３

月31日および2014年３月31日に終了した事業年度において、当社が負担した当該執行取締役への報酬はな
かった。

 
ｃ．その他の関連当事者との取引

 
i.　　当社は他の関連当事者との間で金銭消費貸借契約を締結しており、利息を受け取っている（注記３

を参照のこと。）。残高は全て無担保である。2014年３月31日および2013年３月31日に終了した事
業年度において、関連会社への貸付金に関する減損は認識されていない。

 
ii.　 当社はISDA制定のマスター契約書に基づいて他の関連当事者とデリバティブ契約を締結している。

2014年３月31日現在、他の関連当事者との間のデリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債
はそれぞれ49,510百万円および82,953百万円（2013年３月期：デリバティブ金融資産－81,509百万
円、デリバティブ金融負債－128,223百万円）であった。
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iii.　当社は、関連当事者となる銀行に開設している当座預金口座の残高に基づいて受取利息を受け取っ

ている（注記３を参照のこと。）。2014年３月31日現在、関連当事者となる銀行に開設している預
金口座の平均残高は2,458百万円（2013年３月期：10,033百万円）であった。

 
iv.　 2014年３月31日現在、流動性対策やマーケット・メーク業務の一環として、野村グループで保有し

ている当社の社債の発行残高は35,501百万円 (2013年３月31日現在: 50,429百万円)であった。

 
v.　　当社は、当社の社債（注記19を参照のこと。）の保証人であるNHIおよび野村グループの他の関連

当事者１社とディーラー契約を締結しており、計算対象期間における社債の平均発行残高に基づい
て、保証料（注記４を参照のこと。）を支払うことに同意している。2014年３月31日に終了した事
業年度には、108百万円の保証料が支払手数料等 として計上されている（2013年３月期：145百万

円）。2014年３月31日現在、その他の関連当事者に対する未払保証料は108百万円（2013年３月31
日現在：145百万円）である。

 
vi.　 2014年３月31日および2013年３月31日に終了した事業年度に係るコミットメントフィーおよび手数

料はすべて関連当事者からのものである（注記４および22を参照のこと。）。
 

vii.　一部の関連当事者の人員によるサポートに係るサービスに関する費用は、包括利益計算書の中の一
般管理費 に計上されている (注記11を参照のこと。)。

 
 

28．後発事象
 
本報告書日現在、2014年３月31日以降に、当財務書類および関連する注記の修正もしくは注記における開示が必

要となるような事象は生じていない。
 
 

29．その他の情報
 
監査報告書
 
監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーによる監査報告書は、５ページに掲

載されている。
 
利益処分 ‒ 当社定款での規定

 
当社定款第20条に従い、純利益は株主総会で自由に処分されるものとする。

 
利益処分 ‒ 経営者の提案

 
経営者は、2014年３月31日に終了した事業年度の当期損失合計963百万円を利益剰余金から控除するよう提案し

ている。この提案は財務書類に反映されている。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

「第３　事業の状況－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」および上記「１　財務

書類」を参照のこと。

 

３【その他】

(1) 後発事象

当社が2014年４月１日から2014年７月31日までの間にユーロ・ノート・プログラム（「第３　事業の状況－

５　経営上の重要な契約等」を参照のこと。）に基づいて発行した社債残高は、円貨建債計113,860百万円、

インドネシア・ルピー建債計25,000百万インドネシア・ルピー、ブラジル・レアル建債計107百万ブラジル・

レアル、メキシコ・ペソ建債計105百万メキシコ・ペソ、インド・ルピー建債計100百万インド・ルピー、南ア

フリカランド建債計80百万ランド、米ドル建債計76.4百万米ドル、豪ドル建債計48.2百万豪ドル、ロシア・

ルーブル建債計30百万ロシア・ルーブル、トルコ・リラ建債計25百万トルコ・リラ、ニュージーランド・ドル

建債計2.5百万ニュージーランド・ドル、カナダ・ドル建債計0.5百万カナダ・ドルとなっている。

 

(2) 訴訟

重要な訴訟等はない。

 

(3) 本国と日本における会計原則および会計慣行の主要な相違

添付の財務書類は、IFRSに準拠して作成されているが、これらは日本における会計処理の原則および手続な

らびに財務書類の表示方法（以下「日本の会計原則」という。）と以下の重要な分野で相違している。

 

１．公正価値評価

IAS第39号では、トレーディング目的の金融資産および金融負債（デリバティブを含む。）は公正価値で

測定し、公正価値の変動を包括利益計算書で認識する。評価モデルへのインプットが市場で観察不能な場

合、その取引に係る当初の認識は、一般に公正価値の最良の指標となる取引価格で行う。取引価格とモデ

ル評価の差額は、インプットが観察可能となった時点、または金融商品の認識が中止された時点で認識さ

れる。

日本の会計原則では、トレーディング目的の金融資産および金融負債（デリバティブを含む。）は時価

をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。なお、IFRSのような取引の当初損

益を規定する基準はない。

 

２．ヘッジ会計

IAS第39号では、デリバティブ金融商品は、会計基準により定められたヘッジ会計に指定されかつその要

件を満たす場合には、ヘッジ会計が適用され、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、または在

外営業活動体に対する純投資のヘッジについて、ヘッジ会計による処理が認められている。公正価値ヘッ

ジの場合は、ヘッジ対象の特定のリスクに係る公正価値の変動と、ヘッジ手段の公正価値の変動を、とも

に損益として認識・計上する。

一方、日本の会計原則では、ヘッジ目的で保有するデリバティブに関する評価差額は、純資産の部に計

上され、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べることとなっている。ただし、一定の要件を満

たす金利スワップの特例処理が認められた場合については、金利スワップを時価評価せず金銭の受払の純

額等を当該資産または負債に係る利息に加減することが認められている。

 

３．複合金融商品
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IAS第39号では、組込デリバティブは以下の全ての条件を満たしたとき、区分処理が必要となる。

・組込デリバティブの経済的特性やリスクが主契約のそれらと密接に関連していない。

・それが同一条件の独立の金融商品ならばデリバティブの要件を充足する。

・デリバティブが組み込まれた複合金融商品が、損益を通じて公正価値で計上される金融商品として分

類されていない。

一方、日本の会計原則では、以下の全ての要件を満たす複合金融商品については、組込デリバティブを

組込対象である金融資産または金融負債とは区分して時価評価し、評価差額を当期の損益として処理す

る。

・組込デリバティブのリスクが現物の金融資産または金融負債に及ぶ可能性があること。

・組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと。

・当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと。

 

４．公正価値オプション

IAS第39号では、トレーディング目的保有以外に一定の要件を満たす場合には、金融資産および金融負債

について公正価値オプションを適用し、当該金融資産および金融負債を毎期、公正価値で評価し、評価差

額を純損益で認識することが認められる。

一方、日本の会計原則では、公正価値オプションは認められていない。

 

５．金融商品の開示

IFRS第７号では、金融商品の種類ごとに公正価値測定に用いられたインプットの源泉別ごとに３つのレ

ベルの階層に従って、公正価値測定額について開示することが求められている。

一方、日本の会計原則では、公正価値の階層の開示は求められていない。
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第７【外国為替相場の推移】

 

　該当事項なし。

 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

　該当事項なし。

 

第９【提出会社の参考情報】

 

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に定める親会社等が存在しないため、該当事項はない。

 

２【その他の参考情報】

平成25年４月１日以降、本書提出日までの間において提出された書類および提出日は以下のとおりである。

 

(1)　有価証券届出書の訂正届出書

平成25年５月２日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(2)　有価証券届出書の訂正届出書

平成25年５月２日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(3)　訂正発行登録書およびその添付書類

平成25年５月21日　平成24年２月14日提出の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(4)　訂正発行登録書

平成25年５月28日　平成24年２月14日提出の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(5)　発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年６月５日　関東財務局長に提出

(6)　発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年６月12日　関東財務局長に提出

(7)　有価証券届出書の訂正届出書

平成25年６月28日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(8)　有価証券届出書の訂正届出書

平成25年６月28日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(9)　訂正発行登録書

平成25年７月１日　平成24年２月14日提出の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(10) 訂正発行登録書

平成25年７月１日　平成24年２月14日提出の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(11) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年７月12日　関東財務局長に提出

(12) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年７月12日　関東財務局長に提出

(13) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年７月29日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出
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(14) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年７月29日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(15) 発行登録書およびその添付書類

平成25年８月９日　関東財務局長に提出

(16) 有価証券報告書およびその添付書類

平成25年８月14日　関東財務局長に提出

(17) 訂正発行登録書およびその添付書類

平成25年８月14日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(18) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類

平成25年８月15日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(19) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類

平成25年８月15日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(20) 訂正発行登録書

平成25年８月21日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(21) 訂正発行登録書

平成25年８月22日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(22) 訂正発行登録書

平成25年８月22日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(23) 訂正発行登録書

平成25年８月26日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(24) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年９月５日　関東財務局長に提出

(25) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年９月６日　関東財務局長に提出

(26) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年９月６日　関東財務局長に提出

(27) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年９月10日　関東財務局長に提出

(28) 訂正発行登録書

平成25年９月25日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(29) 訂正発行登録書

平成25年９月25日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(30) 訂正発行登録書

平成25年９月30日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(31) 有価証券届出書およびその添付書類

平成25年10月４日　関東財務局長に提出

(32) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年10月10日　関東財務局長に提出

(33) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年10月10日　関東財務局長に提出

(34) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年10月16日　関東財務局長に提出
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(35) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年10月30日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(36) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年10月30日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(37) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年10月30日　上記(31)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(38) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年11月18日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(39) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年11月18日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(40) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年11月18日　上記(31)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(41) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年11月20日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(42) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年11月20日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(43) 有価証券届出書の訂正届出書

平成25年11月20日　上記(31)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(44) 訂正発行登録書

平成25年11月27日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(45) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成25年12月12日　関東財務局長に提出

(46) 半期報告書およびその添付書類

平成25年12月25日　関東財務局長に提出

(47) 訂正発行登録書およびその添付書類

平成25年12月25日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(48) 訂正発行登録書

平成25年12月27日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(49) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年１月17日　関東財務局長に提出

(50) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類

平成26年１月31日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(51) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類

平成26年１月31日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(52) 有価証券届出書の訂正届出書およびその添付書類

平成26年１月31日　上記(31)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(53) 有価証券届出書およびその添付書類

平成26年２月３日　関東財務局長に提出

(54) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年２月17日　平成25年１月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(55) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年２月17日　平成25年３月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出
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(56) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年２月17日　上記(31)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(57) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年２月17日　上記(53)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(58) 有価証券届出書およびその添付書類

平成26年２月18日　関東財務局長に提出

(59) 訂正発行登録書

平成26年２月20日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(60) 訂正発行登録書

平成26年２月20日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(61) 訂正発行登録書

平成26年２月24日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(62) 訂正発行登録書

平成26年２月24日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(63) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年３月７日　関東財務局長に提出

(64) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年３月７日　関東財務局長に提出

(65) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年３月11日　関東財務局長に提出

(66) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年３月11日　関東財務局長に提出

(67) 有価証券届出書およびその添付書類

平成26年４月８日　関東財務局長に提出

(68) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年５月１日　上記(67)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(69) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年５月20日　上記(67)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(70) 訂正発行登録書およびその添付書類

平成26年５月26日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(71) 訂正発行登録書およびその添付書類

平成26年５月26日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(72) 訂正発行登録書

平成26年５月30日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(73) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年５月30日　上記(67)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(74) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年６月10日　関東財務局長に提出

(75) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年６月10日　関東財務局長に提出

(76) 訂正発行登録書

平成26年６月27日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出
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(77) 訂正発行登録書

平成26年６月27日　上記(15)記載の発行登録書の訂正発行登録書を関東財務局長に提出

(78) 有価証券届出書の訂正届出書

平成26年６月27日　上記(67)記載の有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出

(79) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年７月11日　関東財務局長に提出

(80) 発行登録追補書類およびその添付書類

平成26年７月11日　関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 

第１【保証会社情報】

 

１【保証の対象となっている社債】

 

社債の名称 発行年月日

売出券面額の

総額又は振替

社債の総額

償 還 額
2014年３月31日

現在の未償還額
上　場

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2014年９月満期豪ドル建社債(注１)

2010年９月29日
９億7,600万

豪ドル

１億5,500万

豪ドル

８億2,100万

豪ドル
該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2014年９月満期米ドル建社債(注１)

2010年９月29日
３億9,200万

米ドル
０米ドル

３億9,200万

米ドル
該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2014年３月満期豪ドル建社債(注１)

2011年３月22日
７億3,100万

豪ドル

７億3,100万

豪ドル
０豪ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2015年３月満期米ドル建社債(注１)

2011年３月22日
３億6,800万

米ドル
０米ドル

３億6,800万

米ドル
該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2013年６月満期ユーロ豪ドル建社債(注

２)

2009年６月17日
２億1,600万

豪ドル

２億1,600万

豪ドル
０豪ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2014年６月満期ユーロ豪ドル建社債(注

２)(注３)

2010年６月14日
10億1,100万

豪ドル
０豪ドル

10億1,100万

豪ドル
該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ2014年６月満期ユーロニュージーランド

ドル建社債(注２)(注３)

2010年６月14日

２億8,000万

ニュージー

ランド・ドル

０ニュージー

ランド・ドル

２億8,000万

ニュージー

ランド・ドル

該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年３月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:ＪＸホールディング

ス株式会社(証券コード:5020)

2012年３月27日 ２億7,700万円 １億4,000万円 １億3,700万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年３月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:日産自動車株式会社

(証券コード:7201)

2012年３月27日 ８億9,500万円 ５億1,000万円 ３億8,500万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年３月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:三菱商事株式会社

(証券コード:8058)

2012年３月27日 42億1,600万円 14億7,000万円 27億4,600万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年５月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:株式会社小松製作所

(証券コード:6301)

2012年５月29日 ２億6,600万円 １億9,000万円 7,600万円 該当事項なし
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野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年５月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:東京海上ホールディ

ングス株式会社(証券コード:8766)

2012年５月29日 5,700万円 ０円 5,700万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2013年５月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(１

年債)

2012年５月31日 316億円 316億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年５月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付(レン

ジ判定))(３年債)

2012年５月31日 41億3,000万円 30億円 11億3,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年６月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:伊藤忠商事株式会社

(証券コード:8001)

2012年６月19日 7,000万円 ０円 7,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年６月満期 他社株償還条項付 円

建社債 償還対象証券:株式会社三井住友

フィナンシャルグループ (証券コー

ド:8316)

2012年６月19日 3,000万円 ０円 3,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2014年３月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(１

年６ヶ月債)

2012年９月18日 232億円 232億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年９月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付(レン

ジ判定))(３年債)

2012年９月18日 ８億4,200万円 ４億3,200万円 ４億1,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2014年３月満期 円／トルコリラ・デュ

アル・カレンシー社債(円貨償還条件付)

2012年９月18日 20億円 20億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年10月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経

225連動型上場投資信託(証券コード：

1321)

2012年10月22日 35億5,000万円 35億5,000万円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年10月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証

銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券

コード：1615)

2012年10月22日 138億円 138億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2014年９月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)(１年６ヶ月債)

2013年３月14日 ５億8,000万円 ０円 ５億8,000万円 該当事項なし
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野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年３月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)(２年債)

2013年３月14日 16億7,000万円 ０円 16億7,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2016年３月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経

225連動型上場投資信託(証券コード：

1321)

2013年３月18日 145億円 145億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年６月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経

225連動型上場投資信託(証券コード：

1321)

2013年６月13日 113億円 113億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2016年６月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証

銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券

コード：1615)

2013年６月13日 26億円 26億円 ０円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年６月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)

2013年６月20日 92億5,000万円 ０円 92億5,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年１月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)(注３)

2013年７月23日 300億円 ０円 300億円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年７月満期 利率ステップアップ型

円／豪ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)

2013年７月23日 475億円 ０円 475億円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年９月満期 米ドル建変動利付社債

2013年９月12日 2,930万米ドル ０米ドル 2,930万米ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年３月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)

2013年９月17日 146億円 ０円 146億円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年９月満期 利率ステップアップ型

円／豪ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)

2013年９月17日 155億5,000万円 ０円 155億5,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年９月満期 利率ステップアップ型

円／米ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)

2013年９月17日 116億3,000万円 ０円 116億3,000万円 該当事項なし
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野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年９月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経

225連動型上場投資信託(証券コード：

1321)

2013年９月19日 120億円 ０円 120億円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2016年９月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証

銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券

コード：1615)

2013年９月19日 52億2,000万円 ０円 52億2,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年４月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)

2013年10月21日 196億5,000万円 ０円 196億5,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年10月満期 利率ステップアップ型

円／豪ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)

2013年10月21日 138億円 ０円 138億円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年10月満期 利率ステップアップ型

円／米ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)

2013年10月21日 50億5,000万円 ０円 50億5,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年10月満期 米ドル建固定利付社債

2013年10月23日 5,340万米ドル ０米ドル 5,340万米ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年10月満期 米ドル建変動利付社債

2013年10月23日 5,557万米ドル ０米ドル 5,557万米ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年12月満期 米ドル建固定利付社債

2013年12月19日 1,700万米ドル ０米ドル 1,700万米ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年12月満期 米ドル建変動利付社債

2013年12月19日 852万4,000米ドル ０米ドル 852万4,000米ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2019年１月満期 米ドル建社債

2014年１月27日 5,900万米ドル ０米ドル 5,900万米ドル 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2015年９月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)

2014年３月17日 146億5,000万円 ０円 146億5,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年３月満期 利率固定型 円／豪ド

ル・デュアル・カレンシー社債(任意繰上

償還条項付)(３年債)

2014年３月17日 124億円 ０円 124億円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2019年３月満期 利率ステップアップ型

円／豪ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)(５年債)

2014年３月17日 45億円 ０円 45億円 該当事項なし
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野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年３月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経

225連動型上場投資信託(証券コード：

1321)

2014年３月19日 35億7,000万円 ０円 35億7,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2017年３月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証

銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券

コード：1615)

2014年３月19日 ６億3,100万円 ０円 ６億3,100万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2018年３月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (デジタルクーポン型・早期償還条

項付) 対象証券：日経225連動型上場投資

信託(証券コード：1321)

2014年３月19日 48億7,000万円 ０円 48億7,000万円 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2019年６月満期 ＥＴＦ償還条項付 円

建社債 (デジタルクーポン型・早期償還条

項付) 対象証券：日経225連動型上場投資

信託(証券コード：1321)(注４)

2014年６月18日 12億円 - - 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2019年６月満期 ＥＴＦ交換権付与型

豪ドル建社債 対象証券：NEXT FUNDS JPX

日経インデックス400連動型上場投信(証券

コード：1591)(注４)

2014年６月18日 3,267万豪ドル - - 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2016年１月満期 円／豪ドル・デュア

ル・カレンシー社債(円貨償還条件付)(任

意繰上償還条項付)(注４)

2014年７月22日 140億7,000万円 - - 該当事項なし

野村ホールディングス株式会社保証 ノム

ラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブ

イ 2019年７月満期 利率ステップアップ型

円／豪ドル・デュアル・カレンシー社債

(任意繰上償還条項付)(注４)

2014年７月22日 33億2,000万円 - - 該当事項なし

(注１)　提出会社のユーロ・ノート・プログラム（「第一部　企業情報－第３　事業の状況－５　経営上の重要な契約等」を参照のこと。）

に基づき発行された社債のうち、日本国内で募集または売出しが行われた社債である。

(注２)　ノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーの2009年７月31日に設定されたユーロ・ノート・プログラムおよび1998年

１月30日に設定されたユーロ・ノート・プログラムに基づき、ノムラ・グローバル・ファンディング・ピー・エル・シーにより発行

された社債のうち、日本国内で募集または売出しが行われた社債であり、2011年５月13日付の捺印証書により、提出会社がその債務

を承継したものである。

(注３)　2014年３月31日以降、本書提出日までの間に全額償還されている。

(注４)　上記各社債は各々2014年３月31日以降の日を発行日として発行されたものであるため、償還額および2014年３月31日現在の未償還額

を記載していない。

 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。

（１）【保証会社が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】

イ．有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第110期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）
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平成26年６月26日関東財務局長に提出

ロ．四半期報告書又は半期報告書

事業年度（第111期第１四半期）（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

平成26年８月14日関東財務局長に提出

 

②【臨時報告書】

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年６月26日関東財務局長に

提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第９号の２）

 

③【訂正報告書】

該当事項なし。
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（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

 

名　　　　称  所　　在　　地

野村ホールディングス株式会社本店

株式会社東京証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

名古屋市中区栄三丁目８番20号

 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

該当事項なし。
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第２【保証会社以外の会社の情報】

 

１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

１．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:ＪＸホールディングス株式会社(証券コード:5020)

 

(1) 発行日

2012年３月27日

 

(2) 売出金額

２億7,700万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

ＪＸホールディングス株式会社

東京都千代田区大手町二丁目６番３号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。

 

(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年６月26日現在）： 2,495,485,929株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京、名古屋の

両証券取引所市場第一部

内容： 単元株式数

100株

 

２．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:日産自動車株式会社(証券コード:7201)

 

(1) 発行日

2012年３月27日

 

(2) 売出金額

８億9,500万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。
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(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

日産自動車株式会社

横浜市神奈川区宝町２番地

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。

 

(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年７月30日現在）： 4,520,715,112株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京証券取引所

市場第一部

内容： 単元株式数は100株である。

(注)　平成26年７月30日現在発行数には、平成26年７月１日から平成26年７月30日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれていない。

 

３．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:三菱商事株式会社(証券コード:8058)

 

(1) 発行日

2012年３月27日

 

(2) 売出金額

42億1,600万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番１号
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(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。

 

(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年６月30日現在）： 1,653,505,751株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京、名古屋

（以上各市場第一部）、

ロンドン各証券取引所

内容： 発行済株式は全て完全議決権株式かつ、

権利内容に限定のない株式である。

単元株式数は100株である。

 

４．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年５月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:株式会社小松製作所(証券コード:6301)

 

(1) 発行日

2012年５月29日

 

(2) 売出金額

２億6,600万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

株式会社小松製作所

東京都港区赤坂二丁目３番６号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。
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(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年８月７日現在）： 983,130,260株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京証券取引所（市場第一部）

内容： 権利内容に何ら限定のない当該会社における標準と

なる株式

単元株式数100株

 

５．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年５月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:東京海上ホールディングス株式会社(証券コード:8766)

 

(1) 発行日

2012年５月29日

 

(2) 売出金額

5,700万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

東京海上ホールディングス株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目２番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。

 

(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年８月８日現在）： 769,524,375株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京証券取引所

市場第一部

内容： 単元株式数 100株
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６．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年６月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:伊藤忠商事株式会社(証券コード:8001)

 

(1) 発行日

2012年６月19日

 

(2) 売出金額

7,000万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

伊藤忠商事株式会社

大阪市北区梅田三丁目１番３号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。

 

(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年６月30日現在）： 1,584,889,504株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京（市場第一部）、

名古屋（市場第一部）、

福岡、札幌各証券取引所

内容： 単元株式数

100株

 

７．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年６月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:株式会社三井住友フィナンシャルグループ(証券コード:8316)

 

(1) 発行日

2012年６月19日

 

(2) 売出金額

3,000万円
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(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、償還対象証券数の償還対象証券および残余現金

額（もしあれば）の交付により償還される可能性がある。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したも

のである。

 

(6) 当該会社の普通株式の内容

種類： 普通株式

発行済株式数（平成26年６月27日現在）： 1,414,055,625株

上場金融商品取引所名または登録認可

金融商品取引業協会名： 東京証券取引所

(市場第一部)

名古屋証券取引所

(市場第一部)

ニューヨーク証券取引所(注)１

内容： 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない

当該会社における標準となる株式(注)２，３

(注)１　米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場している。

２　平成26年６月27日現在の発行数には、平成26年６月１日から平成26年６月27日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれていない。

３　単元株式数は100株である。

 

８．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2015年10月満期 ＥＴ

Ｆ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2012年10月22日

 

(2) 売出金額

35億5,000万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。
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(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

種類： 証券投資信託の受益権

受益権残存口数： 114,664,897口 (平成26年１月８日現在)

上場金融商品取引所： 株式会社東京証券取引所

 

９．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2015年10月満期 ＥＴ

Ｆ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コード：

1615)

 

(1) 発行日

2012年10月22日

 

(2) 売出金額

138億円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影

響を及ぼすものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

種類： 証券投資信託の受益権

受益権残存口数： 156,253,363口 (平成26年１月15日現在)

上場金融商品取引所： 株式会社東京証券取引所

 

10．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2016年３月満期 ＥＴ

Ｆ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2013年３月18日

 

(2) 売出金額

145億円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
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(6) 償還対象受益権についての詳細

上記８.(6)に記載のとおり。

 

11．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年６月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2013年６月13日

 

(2) 売出金額

113億円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記８.(6)に記載のとおり。

 

12．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2016年６月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コー

ド：1615)

 

(1) 発行日

2013年６月13日
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(2) 売出金額

26億円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影

響を及ぼすものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記９.(6)に記載のとおり。

 

13．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年９月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2013年９月19日

 

(2) 売出金額

120億円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記８.(6)に記載のとおり。

 

14．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2016年９月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コー

ド：1615)

 

(1) 発行日

2013年９月19日

 

(2) 売出金額

52億2,000万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影

響を及ぼすものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記９.(6)に記載のとおり。
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15．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2018年３月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2014年３月19日

 

(2) 売出金額

35億7,000万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記８.(6)に記載のとおり。

 

16．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コー

ド：1615)

 

(1) 発行日

2014年３月19日

 

(2) 売出金額

６億3,100万円
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(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影

響を及ぼすものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記９.(6)に記載のとおり。

 

17．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2018年３月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (デジタルクーポン型・早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託

(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2014年３月19日

 

(2) 売出金額

48億7,000万円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記８.(6)に記載のとおり。

 

18．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2019年６月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (デジタルクーポン型・早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託

(証券コード：1321)

 

(1) 発行日

2014年６月18日

 

(2) 売出金額

12億円

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権である日経225連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼす

ものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

上記８.(6)に記載のとおり。
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19．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2019年６月満期 Ｅ

ＴＦ交換権付与型 豪ドル建社債 対象証券：NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(証券コー

ド：1591)

 

(1) 発行日

2014年６月18日

 

(2) 売出金額

3,267万豪ドル

 

(3) 上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名

該当事項なし。

 

(4) 償還対象証券発行会社の名称および住所

野村アセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

 

(5) 理　　　　由

本社債は、該当する訂正発行登録書に記載の条件に従い、(a)参照期間中のある本取引所営業日におい

て、参照価格がノックイン価格以下であり、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断

した場合、償還対象受益権口数および残余現金額（もしあれば）の交付により償還されるため、償還対象

受益権であるNEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投資信託に関する以下の情報は本社債の投

資判断に重要な影響を及ぼすものと判断される。ただし、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋した

ものである。

 

(6) 償還対象受益権についての詳細

種類： 証券投資信託の受益権

受益権残存口数： 2,098,932口 (平成26年４月７日現在)

上場金融商品取引所： 株式会社東京証券取引所
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２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

　以下の書類は、平成26年８月11日までに関東財務局に提出され、かつ、EDINETを通じて閲覧が可能であった書

類である。

 

１．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:ＪＸホールディングス株式会社(証券コード:5020)

 

ＪＸホールディングス株式会社の情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第４期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月26日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

該当事項なし。

 

③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年６月30日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第９号の２）

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

ＪＸホールディングス株式会社　本社

株式会社東京証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

 東京都千代田区大手町二丁目６番３号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

名古屋市中区栄三丁目８番20号

 

２．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:日産自動車株式会社(証券コード:7201)

 

日産自動車株式会社の情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第115期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月26日関東財務局長に提出
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② 四半期報告書又は半期報告書

事業年度（第116期第１四半期）（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

平成26年７月30日関東財務局長に提出

 

③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年６月26日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第９号の２）

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

日産自動車株式会社本店

株式会社東京証券取引所

 横浜市神奈川区宝町２番地

東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

３．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:三菱商事株式会社(証券コード:8058)

 

三菱商事株式会社の情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（平成25年度）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月30日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

該当事項なし。

 

③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年７月29日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第３号）

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。
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(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

三菱商事株式会社本店

三菱商事株式会社関西支社

三菱商事株式会社中部支社

株式会社東京証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号

大阪市北区梅田二丁目２番22号

名古屋市中村区名駅一丁目１番４号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

名古屋市中区栄三丁目８番20号

 

４．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年５月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:株式会社小松製作所(証券コード:6301)

 

株式会社小松製作所の情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第145期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月17日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

事業年度（第146期第１四半期）（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

平成26年８月７日関東財務局長に提出

 

③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年６月20日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第９号の２）

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年７月11日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第２号の２）

 

④ 訂　正　報　告　書

訂正報告書（上記③の平成26年７月11日付臨時報告書の訂正報告書）を平成26年８月１日に関東財務

局長に提出

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

株式会社小松製作所　本店  東京都港区赤坂二丁目３番６号

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号
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５．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年５月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:東京海上ホールディングス株式会社(証券コード:8766)

 

東京海上ホールディングス株式会社の情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第12期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月23日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

事業年度（第13期第１四半期）（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

平成26年８月８日関東財務局長に提出

 

③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年６月23日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第２号の２）

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年６月26日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第９号の２）

 

④ 訂　正　報　告　書

訂正報告書（上記③の平成26年６月23日付臨時報告書の訂正報告書）を平成26年７月８日に関東財務

局長に提出

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

東京海上ホールディングス株式会社本店  東京都千代田区丸の内一丁目２番１号

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

６．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年６月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:伊藤忠商事株式会社(証券コード:8001)

 

伊藤忠商事株式会社の情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第90期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月30日関東財務局長に提出
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② 四半期報告書又は半期報告書

該当事項なし。

 

③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年８月６日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第３号）

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

伊藤忠商事株式会社　本店

伊藤忠商事株式会社　東京本社

伊藤忠商事株式会社　中部支社

伊藤忠商事株式会社　九州支社

伊藤忠商事株式会社　中四国支社

伊藤忠商事株式会社　北海道支社

伊藤忠商事株式会社　東北支社

株式会社東京証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

証券会員制法人福岡証券取引所

証券会員制法人札幌証券取引所

 大阪市北区梅田三丁目１番３号

東京都港区北青山二丁目５番１号

名古屋市中区錦一丁目５番11号

福岡市博多区博多駅前三丁目２番１号

広島市中区中町７番32号

札幌市中央区北三条西四丁目１番地

仙台市青葉区中央一丁目２番３号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

名古屋市中区栄三丁目８番20号

福岡市中央区天神二丁目14番２号

札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１

 

７．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年６月満期 他社

株償還条項付 円建社債 償還対象証券:株式会社三井住友フィナンシャルグループ(証券コード:8316)

 

株式会社三井住友フィナンシャルグループの情報

(1) 当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第12期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

平成26年６月27日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

該当事項なし。
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③ 臨　時　報　告　書

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年７月２日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第９号の２）

①の有価証券報告書提出後、本書提出日（平成26年８月14日）までに、平成26年７月31日関東財務局

長に提出（提出理由：金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第２号の２）

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

株式会社三井住友フィナンシャルグループ本店

株式会社東京証券取引所

株式会社名古屋証券取引所

 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

名古屋市中区栄三丁目８番20号

 

８．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2015年10月満期 ＥＴ

Ｆ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

(1) 償還対象受益権に関して当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

(第12期)(自　平成24年７月９日　至　平成25年７月８日)

平成25年９月26日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

(第13期中)(自　平成25年７月９日　至　平成26年１月８日)

平成26年３月27日関東財務局長に提出

 

③ 臨　時　報　告　書

該当事項なし。

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。
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(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

野村アセットマネジメント株式会社本店

株式会社東京証券取引所

 東京都中央区日本橋一丁目12番１号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

９．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2015年10月満期 ＥＴ

Ｆ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コード：

1615)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託）の情報

(1) 償還対象受益権に関して当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

(第11期)(自　平成24年７月16日　至　平成25年７月15日)

平成25年９月26日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

(第12期中)(自　平成25年７月16日　至　平成26年１月15日)

平成26年３月27日関東財務局長に提出

 

③ 臨　時　報　告　書

該当事項なし。

 

④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

野村アセットマネジメント株式会社本店

株式会社東京証券取引所

 東京都中央区日本橋一丁目12番１号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

10．野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2016年３月満期 ＥＴ

Ｆ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

上記８．に記載のとおり。
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11．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年６月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

上記８．に記載のとおり。

 

12．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2016年６月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コー

ド：1615)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託）の情報

上記９．に記載のとおり。

 

13．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年９月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

上記８．に記載のとおり。

 

14．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2016年９月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コー

ド：1615)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託）の情報

上記９．に記載のとおり。

 

15．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2018年３月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

上記８．に記載のとおり。
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16．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2017年３月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (早期償還条項付) 対象証券：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託(証券コー

ド：1615)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：東証銀行業株価指数連動型上場投資信託）の情報

上記９．に記載のとおり。

 

17．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2018年３月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (デジタルクーポン型・早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託

(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

上記８．に記載のとおり。

 

18．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2019年６月満期 Ｅ

ＴＦ償還条項付 円建社債 (デジタルクーポン型・早期償還条項付) 対象証券：日経225連動型上場投資信託

(証券コード：1321)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：日経225連動型上場投資信託）の情報

上記８．に記載のとおり。

 

19．野村ホールディングス株式会社保証 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2019年６月満期 Ｅ

ＴＦ交換権付与型 豪ドル建社債 対象証券：NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信(証券コー

ド：1591)

 

野村アセットマネジメント株式会社（ファンド名称：NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信）

の情報

(1) 償還対象受益権に関して当該会社が提出した書類

① 有価証券報告書及びその添付書類

(第１期)(自　平成26年１月24日　至　平成26年４月７日)

平成26年６月26日関東財務局長に提出

 

② 四半期報告書又は半期報告書

該当事項なし。

 

③ 臨　時　報　告　書

該当事項なし。
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④ 訂　正　報　告　書

該当事項なし。

 

(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所

 

名　　　　称  所　　在　　地

野村アセットマネジメント株式会社本店

株式会社東京証券取引所

 東京都中央区日本橋一丁目12番１号

東京都中央区日本橋兜町２番１号

 

３【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

該当事項なし。
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第３【指数等の情報】

 

１【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

 

ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバ

レッジインデックスおよび韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス（本項において、以下個別に

または総称して「本指数」という。）

 

１ 理由

 

(1) 当社の発行している有価証券

(ⅰ) NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN

(ⅱ) NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN

(ⅲ) NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN

(ⅳ) NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」

という。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動

証券」という。

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。

 

２ 内容

 

ハンセン指数

ハンセン指数は、香港取引所上場の浮動株に基づく時価総額加重平均指数である。指数構成銘柄は、ハンセン商工

業株指数、ハンセン金融株指数、ハンセン公益事業株指数およびハンセン不動産株指数という４つの業種別指数に

分かれており、1964年７月31日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。一方、トータルリター

ンハンセン指数（配当込指数）は、1990年１月２日の指数値を2,838.07ポイントとして計算されている。

 

韓国総合株価指数200

韓国総合株価指数200は、韓国証券取引所上場の主要200銘柄からなる時価総額加重平均指数である。1990年１月３

日を基準日とし、その日の時価総額を100として算出される。

 

韓国総合株価指数200（先物）

韓国総合株価指数200（先物）は、韓国総合株価指数200先物市場に上場している直近限月の価格の値動きに連動し

た指数である。2007年１月２日を基準日とし、その日の時価総額を1,000として算出される。

（※ロール時は直近限月と翌限月を加重平均、またロールオーバーコスト込み指数である。）

 

ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数200・レバ

レッジインデックス、韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス
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ハンセン指数・レバレッジインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数の騰落率の２倍として計算された指数

で、2006年１月３日の指数値を14,944.77ポイントとして計算されている。

ハンセン指数・ショートインデックスは、日々の騰落率をトータルリターンハンセン指数（配当込指数）の騰落率

の-１倍として計算された指数で、2006年１月３日の指数値を26,650.28ポイントとして計算されている。

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200の騰落率の２倍として計

算された指数で、2010年２月22日の指数値を217.81ポイントとして計算されている。

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数200（先物）の騰落

率の-１倍として計算された指数で、2009年９月16日の指数値を1,062.83ポイントとして計算されている。

 

ハンセン指数・レバレッジインデックスの計算方法

HSILI(T) = HSILI(T-1)×[1 + {K×(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) - (K-1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×(K-1) ×｜

(HSI(T)/HSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ]

 

HSILI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・レバレッジインデックス値

HSILI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・レバレッジインデックス終値

K: 2

D(T,T-1): TからT-1までの実日数

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率）

HSI(T): 現在のハンセン指数値

HSI(T-1): 前日のハンセン指数値

Stamp Duty: 印紙税率

※ハンセン指数・レバレッジインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計算が停止

される。

 

ハンセン指数・ショートインデックスの計算方法

HSISI(T) = HSISI(T-1)×[1 + {-K×(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) + (K+1) ×(HIBOR/365) ×D(T,T-1) - K×(K+1)

×｜(TRHSI(T)/TRHSI(T-1) - 1) ｜×Stamp Duty } ]

 

HSISI(T): 指数計算時点(T)におけるハンセン指数・ショートインデックス値

HSISI(T-1): 指数計算時点(T)の前日におけるハンセン指数・ショートインデックス終値

K: 1

D(T,T-1): TからT-1までの実日数

HIBOR: 前日の午前11時（香港時間）頃におけるオーバーナイトHIBOR（％ 年率）

TRHSI(T): 現在のトータルリターンハンセン指数値（配当込指数値）

TRHSI(T-1): 前日のトータルリターンハンセン指数値（配当込指数値）

Stamp Duty: 印紙税率

※ハンセン指数・ショートインデックスが前日の終値と比較して、50％以上下落した場合は、指数の計算が停止さ

れる。

 

韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの計算方法

L(T) = L(T-1)×[1 + {K×(F(T)/F(T-1) - 1) - (K-1) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ]
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L(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値

L(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス値

K: 2

D(T,T-1): TからT-1までの実日数

r: 91日満期CDの金利（％ 年率）

F (T): 現在の韓国総合株価指数200指数値

F (T-1): 前日の韓国総合株価指数200指数終値

 

韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの計算方法

I(T) = I(T-1)×[1 + {-K×(F(T)/F(T-1) - 1) + (K×0.85) ×(r/365) ×D(T,T-1) } ]

 

I(T): 指数計算時点(T)における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値

I(T-1) : 指数計算時点(T)の前日における韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックス値

K: 1

D(T,T-1): TからT-1までの実日数

r: 91日満期CDの金利（％ 年率）

F (T): 現在の韓国総合株価指数200（先物）指数値

F (T-1): 前日の韓国総合株価指数200（先物）指数終値

 

レバレッジ指数の値動きについて

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例

に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に

「２倍」とならないので、十分留意すべきである。

 

＜１＞　ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜２＞　ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合
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＜３＞　ハンセン指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜４＞　ハンセン指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合

 

 

※これらの例示は、ハンセン指数の値動きとハンセン指数・レバレッジインデックスの値動きの関係を説明するた

めの計算例であり、実際の値動きを示したものではない。

実際の本受益権の基準価格は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全

に達成できるとは限らない。

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まる。したがって、市場価格は

基準価格とは必ずしも一致するものではない。

 

インバース（ショート）指数の値動きについて

インバース（ショート）指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数

である。したがって、以下の例に示すように、インバース（ショート）指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２

日以上離れた日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。
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＜５＞　トータルリターンハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜６＞　トータルリターンハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合

 

 

＜７＞　トータルリターンハンセン指数（配当込指数）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合

 

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

157/185



＜８＞　トータルリターンハンセン指数（配当込指数）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合

 

 

※これらの例示は、トータルリターンハンセン指数（配当込指数）の値動きとハンセン指数・ショートインデック

スの値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。

実際の本受益権の基準価格は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全

に達成できるとは限らない。

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まる。したがって、市場価格は

基準価格とは必ずしも一致するものではない。

 

 

日経・東商取金レバレッジ指数、日経・東商取金インバース指数、日経・東商取原油レバレッジ指数、日経・東商

取原油インバース指数および日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数（本項において、以下個別にまた

は総称して「本指数」という。）

 

１ 理由

 

(1) 当社の発行している有価証券

(ⅰ) NEXT NOTES 日経・TOCOM　金 ダブル・ブル ETN

(ⅱ) NEXT NOTES 日経・TOCOM　金　ベア ETN

(ⅲ) NEXT NOTES 日経・TOCOM　原油 ダブル・ブル ETN

(ⅳ) NEXT NOTES 日経・TOCOM　原油　ベア ETN

(ⅴ) NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」

という。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動

証券」という。
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(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ上記の本指数の水準により決

定されるため、これらの指数についての開示を必要とする。

 

２ 内容

 

日経・東商取金指数

日経・東商取原油指数

日経・東商取金指数と日経・東商取原油指数は、日経・東商取サブ商品指数（※１）として、算出される指数であ

る。

日経・東商取金指数の構成銘柄は金のみ、また日経・東商取原油指数の構成銘柄は原油のみであり、

「中心限月を対象限月とする」、「月初第５取引日から第９取引日までの５取引日間で５分の１ずつ５番限月から

６番限月へ限月切り替えを行う（※ただし、貴金属市場およびアルミニウム市場の偶数限月の商品については、奇

数月のみ限月の切り替えを行う。）」指数である。

日経・東商取サブ商品指数は、帳入値段にて、１日１回算出・公表される。

 

※１. 日経・東商取サブ商品指数とは、市場ごとまたは商品ごとのベンチマークとなることを目指し、基本的に日

経・東商取商品指数（Nikkei-TOCOM Commodity Index）（※２）と同様の計算方法に基づく指数である。

 

※２. 「日経・東商取商品指数」は、2002年５月31日を基準日として（同日の帳入値段に基づく指数値を100.00と

する）、構成銘柄ごとの配分比率に当該銘柄の価格騰落率を乗じ、それを全銘柄分合計して算出される。

「日経・東商取商品指数」は、当初「東京工業品取引所商品指数」として2006年７月24日より公表を開始し、その

後、名称を2009年４月１日算出分から「日経・東工取商品指数」に変更し、2013年２月12日付で「日経・東商取商

品指数」に変更したものである。

 

日経・東商取金レバレッジ指数

日経・東商取原油レバレッジ指数

日経・東商取金レバレッジ指数は、日経・東商取金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値ベー

スの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指数値に乗じて算出さ

れる。

日経・東商取原油レバレッジ指数は、日経・東商取原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値

ベースの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出）を２倍したものを、前日の指数値に乗じて算

出される。

日経・東商取金レバレッジ指数および日経・東商取原油レバレッジ指数は2012年12月３日以降、2009年12月30日の

値を10,000.00とし、１日１回、東京商品取引所の日中立会終了後に算出される。

 

日経・東商取金インバース指数

日経・東商取原油インバース指数

日経・東商取金インバース指数は、日経・東商取金指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値ベー

スの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数値に乗じて算出され

る。
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日経・東商取原油インバース指数は、日経・東商取原油指数を原指数として、原指数の１日の変化率（前日帳入値

ベースの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出）の逆の変化率を、前日の指数値に乗じて算出

される。

日経・東商取金インバース指数および日経・東商取原油インバース指数は2012年12月３日以降、2009年12月30日の

値を10,000.00とし、１日１回、東京商品取引所の日中立会終了後に算出される。

 

 

日経・東商取レバレッジ指数（日経・東商取金レバレッジ指数、日経・東商取原油レバレッジ指数）の計算方法

日経・東商取レバレッジ指数は、以下の算式に従って算出される。

（日経・東商取商品指数および各日経・東商取サブ商品指数のレバレッジ指数（日経・東商取金レバレッジ指数、

日経・東商取原油レバレッジ指数を含む）を総称して、「日経・東商取レバレッジ指数」という。）

 

Lev.Index t.d＝Lev.Index s. d-1×[1＋2×{(Index t.d / Index s. d-1)－1)}]

 

ただし、

Lev.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・東商取レバレッジ指数

Lev.Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・東商取レバレッジ指数

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値

 

日経・東商取インバース指数（日経・東商取金インバース指数、日経・東商取原油インバース指数）の計算方法

日経・東商取インバース指数は、以下の算式に従って算出される。

（日経・東商取商品指数および各日経・東商取サブ商品指数のインバース指数（日経・東商取金インバース指数、

日経・東商取原油インバース指数を含む）を総称して、「日経・東商取インバース指数」という。）

 

Inv.Index t.d＝Inv.Index s. d-1×[1－1×{(Index t.d / Index s. d-1)－1)}]

 

ただし、

Inv.Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値より算出した日経・東商取インバース指数

Inv.Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・東商取インバース指数

Index t.d： d日の時点tにおける原指数の直近値

なお、Index t.dは、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。

Index s. d-1： d-１日における帳入値段に基づく原指数値

 

 

日経・東商取レバレッジ指数の値動きについて

日経・東商取レバレッジ指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがっ

て、以下の例に示すように、日経・東商取レバレッジ指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以上離れた日との

比較においては、一般に「２倍」とならないので、十分留意する必要がある。
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＜１＞　日経・東商取金指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜２＞　日経・東商取金指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合

 

 

＜３＞　日経・東商取金指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜４＞　日経・東商取金指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合
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※これらの例示は、日経・東商取金指数の値動きと日経・東商取金レバレッジ指数の値動きの関係を説明するため

の計算例であり、実際の値動きを示したものではない。

実際の本受益権の基準価格は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約に影響されるため、運用目標が完全

に達成できるとは限らない。

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決定する。したがって、市場価格

は基準価格とは必ずしも一致するものではない。

 

日経・東商取インバース指数の値動きについて

日経・東商取インバース指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数で

ある。したがって、以下の例に示すように、日経・東商取インバース指数の騰落率と原指数の騰落率とは、２日以

上離れた日との比較においては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意する必要がある。

 

＜５＞　日経・東商取金指数が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜６＞　日経・東商取金指数が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合
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＜７＞　日経・東商取金指数が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合

 

 

＜８＞　日経・東商取金指数が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合

 

 

※これらの例示は、日経・東商取金指数の値動きと日経・東商取金インバース指数の値動きの関係を説明するため

の計算例であり、実際の値動きを示したものではない。

実際の本受益権の基準価格は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約に影響されるため、運用目標が完全

に達成できるとは限らない。

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決定する。したがって、市場価格

は基準価格とは必ずしも一致するものではない。

 

 

日経平均株価

日経平均株価は東京証券取引所第一部に上場する225銘柄を選定し、その株価を使って算出される平均株価型の指

数である。算出開始は1950年９月７日であり、値は戦後、東京証券取引所が再開した1949年５月16日まで遡及計算

されている。当初は東京証券取引所が算出していたが、1970年以降は日本経済新聞社が算出している。

 

日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数

日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数は、大阪取引所の日経平均ボラティリティー・インデックス先

物（日経平均VI先物）を対象にして、期近限月と期先限月のウエートを日々調整することで、仮想的に満期１ヵ月
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の日経平均VI先物を合成し、その合成した先物価格の日々の変動率に連動するよう設計された指数である。（日経

平均ボラティリティー・インデックスについては、後述する（※）。）

 

・当日の指数値は、前日の指数値に対して、日経平均VI先物価格をもとに算出された変化率を乗じて計算される。

・算出に用いる先物価格は、大阪取引所の日経平均VI先物取引における前日および当日の取引所公表値（終値また

は清算値）とする。

・対象となる先物の限月は、期近および期先の直近２限月で、取引最終日の翌営業日（通常はSQ日）から、それぞ

れ次の限月にロールして算出される。

・小数点以下第３位を四捨五入して第２位まで算出される。単位はポイントとする。

・2012年２月27日の値を100,000とする。

・2012年12月３日から、１日１回終値ベースで算出・公表される。

 

※日経平均ボラティリティー・インデックスは、投資家が日経平均株価の将来の変動をどのように想定しているか

を表した指数である。指数値が高いほど、投資家が今後、相場が大きく変動すると見込んでいることを意味する。

（対象とする指数）

現在の市場で見込まれている日経平均株価（日経平均）の１ヵ月先の変動率を示す。

（算出方法）

大阪取引所に上場している日経平均先物および日経平均オプションの価格をもとに算出する。直近二限月のオプ

ションのうち、直近限月の先物価格を基準としてOTM（アウト・オブ・ザ・マネー）となる行使価格のオプション

価格をつかって、それぞれの限月のボラティリティーを求め、満期が30日になるように線形補間を行う。

（起点など）

算出開始は2010年11月19日（1989年６月11日まで遡及計算）。現在は大阪取引所の日経平均オプション取引の日中

立会の時間帯に、15秒間隔で算出している。

 

日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の計算方法

以下の算式に従って算出される。

通常日の算式

指数値t＝指数値t-1 ×[(F 1,t×W 1,t-1＋F 2,t×W 2,t-1)/ (F 1,t-1×W 1,t-1＋F 2,t-1×W 2,t-1)]
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ロール日（SQ日）の算式(※1)

指数値t＝指数値t-1 ×(F 1,t/ F 2,t-1)

W i,t： 時点t における第i 限月の限月ウエート

F i,t： 時点t における第i 限月の先物価格

 

(※１)：なお、時点t がロール日の場合、時点t における期近限月（i=1）は、時点t-1（取引最終日）における期

先限月（i=2）と同じ限月となることに注意する。

 

先物の価格

価格採用の優先順位は以下の通りである。

１．終値

２．清算値

 

限月ウエートの算出

期近限月と期先限月の限月ウエートは以下の通り算出される。

１．直近にロール（算出の対象となる限月のシフト、通常はSQ日に実施）した日の期近限月の残存日数（営業日

ベース）を「対象日数」とする(※２)。

２．当日の期近限月の残存日数（営業日ベース）から１を減じた値を「対象日数」で除した値（小数点以下第３位

を切り捨てて第２位まで）を当日の期近限月の限月ウエート(※３)とする。

３．１から期近限月の限月ウエートを減じた値を期先限月の限月ウエートとする。

(※２)：ロールから次のロールまでの間、「対象日数」は固定である。

(※３)：取引最終日における期近限月の限月ウエートは０となる。

 

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ（２倍）・インデックス（円ヘッジ・プライスリターン）、ダウ・

ジョーンズ工業株価平均 インバース（－１倍）・インデックス（円ヘッジ・トータルリターン）および東証マ

ザーズ指数（本項において、以下個別にまたは総称して「本指数」という。）

 

１ 理由

 

(1) 当社の発行している有価証券

(ⅰ) NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN

(ⅱ) NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN

(ⅲ) NEXT NOTES 東証マザーズ ETN

本項においては、上記(ⅰ)から(ⅲ)までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」

という。また、各本受益権に係る信託の信託財産である受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動

証券」という。

 

(2) 各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決定され

るため、これらの指数についての開示を必要とする。
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２ 内容

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均™（Dow Jones Industrial Average™ - DJIA-）

1896年に誕生したこの指数はダウ®の名称でも呼ばれており、米国を代表する優良企業30銘柄の株価加重指数であ

る。この指数は、輸送株および公共株を除くすべての業種をカバーしている（輸送株および公共株については、ダ

ウ・ジョーンズ 輸送株価平均™およびダウ・ジョーンズ 公共株価平均™でカバーされている）。銘柄選択は定量的

なルールに従ったものではないが、採用銘柄は主として、企業の評判が高く、持続的な成長を達成し、多くの投資

家が高い関心を示すものに限られている。また、銘柄選択においては指数内で適切なセクター配分を維持できるこ

とも考慮されている。

 

指数の計算

この指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの全ての株価指数において使用される除数メソドロジーに従っ

て計算される。

この指数が最初に構築されたときには、指数の価値は単純に構成銘柄の株価を合計し、構成銘柄の数で除すること

により計算された。今日では、除数を調整することで、株式分割やその他の構成銘柄変更の影響を抑え、指数の連

続性を維持している。

 

構成銘柄の選出方法

ウォール・ストリート・ジャーナルの編集担当者たちが、構成する銘柄を選出する。工業（industrial）という意

味に対しては広範な考えを持ち、鉄道と公共事業以外の会社であれば、全ての会社が対象となる。（ダウ・ジョー

ンズ平均株価には工業株の他に鉄道株、公共株の指数がある。）ダウ平均に加える新しい企業の選出にあたっては

膨大な数の企業の中から、企業の継続的な成長性や投資家たちの関心を考慮に入れて選出する。ただし、指数の連

続性を維持するため、構成銘柄の変更は稀であり、通常は構成銘柄の企業のコア・ビジネスにおいて買収やその他

の重大な変化があった場合に構成銘柄が変更される。そうしたイベントにより、一つの銘柄を入れ替える必要が生

じた場合、指数全体が審査されて、その結果、いくつかの構成銘柄の変更が同時に行われることもある。

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)およびダウ・ジョーンズ工業株価平

均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)では、標準的な方法を適用することにより、為替リスクのヘッ

ジを行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に対するレバレッジもしくはインバース・エクスポージャーを提供す

る。

 

為替ヘッジ指数

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの標準為替ヘッジ指数は、１ヶ月ごとにロールオーバーされる先渡取引を利

用し、期初におけるバランスをヘッジすることで計算される。ヘッジされる額は毎月調整される。

 

毎月の為替ヘッジ指数の計算

m = 計算における月、０、１、２などの数字で示される。

SPI_EHm = m月の末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準

SPI_EHm-1 = 前月(m-1)末におけるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準

SPI_Em = m月の末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て）

SPI_Em-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（外貨建て）

SPI_ELm-1 = 前月(m-1)末におけるS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準（現地通貨建て）

HRm = m 月におけるヘッジ・リターン（%）
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Sm = m 月の末における現地通貨に対する外貨のスポット・レート（FC/LC）

Fm = m 月の末における現地通貨に対する外貨の先渡レート（FC/LC）

 

m = 1 の月の末において

 
SPI_EH1 ＝ SPI_EH0　×（SPI_E1 /SPI_E0 ＋ HR1）

 

m 月の末において

 

SPI_EHm ＝ SPI_EHm-1　×（SPI_Em /SPI_Em-1 ＋ HRm）

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは：

 

HRm = (Sm-1/ Fm-1)-( Sm-1/ Sm)

日次のリターンはスポット価格と先渡価格の間で内挿することにより計算される。

各m月について、d=1,2,3,・・・Dの暦日がある。

mdはm月におけるd日であり、m0はm-1月における最終日である。

F_Imd = m月のd日時点における内挿された先渡レート

 

F_Imd = Smd + (D-d)/D　×( Fmd - Smd)

 

m月のd日において

 

SPI_EHmd ＝ SPI_EHm0　×（SPI_Emd /SPI_Em0 ＋ HRmd）

 

月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは：

 

HRm = (Sm０/ Fm０)-( Sm０/ F_Imd)

 

レバレッジ指数の計算方法

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのレバレッジ指数は、対象指数の複数倍のリターンを生み出すように設計さ

れており、投資家はキャッシュ・ポジションを超えたエクスポージャーを得るために資金を借り入れる。アプロー

チとしては、まず対象指数を計算し、その次にレバレッジ指数の日次リターンを計算し、最後に、日次リターンに

より前回の価値を増加させることにより、レバレッジ指数の現在の価値を計算する。

レバレッジ指数の日次リターンは２つの部分から構成される：（１）対象指数のトータル・ポジションのリターン

から、（２）レバレッジのための借入コストを減じる：

 

レバレッジ指数の数式は以下のようになる：

 

レバレッジ指数のリターン＝K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) -1]-(K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1)

 

上記の式で、借入金利がレバレッジ指数に適用されている。これは、借入資金を表す。これを踏まえ、時間tにお

けるレバレッジ指数価値は以下のように計算される：

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)）×（1＋レバレッジ指数のリターン）
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指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる：

 

レバレッジ指数の価値(t)＝（レバレッジ指数の価値(t-1)）

×[1 + [K×[対象指数(t)/対象指数(t-1) ‒ 1] - (K-1)×（借入金利/360）×D(t,t-1)] ]

 

K = レバレッジ・レシオ

K =2, エクスポージャー = 200%

 

借入金利 = 3ヶ月円Libor(JY0003M)

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(２倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIA2LJP)は、ダウ・ジョーンズ工

業株価平均（プライス・リターン、円ヘッジ）(DJIHJP)の２倍のレバレッジがかかっており、DJIA2LJPの数式は以

下のようになる。

 

DJIA2LJP(t)=

DJIA2LJP(t-1)×[1+[2×[DJIHJP(t)/ DJIHJP(t-1)-1]-(2-1)×[JY0003M/360]×D(t,t-1)] ]

 

インバース指数の計算方法

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのインバース指数は、対象指数のショート・ポジションを保有することによ

り、対象指数と反対のパフォーマンスを提供するように設計されている。投資家がショート・ポジションを保有す

る場合、借株の配当と金利を支払う必要がある。指数の計算はレバレッジ指数と同様の一般的なアプローチに従っ

ており、いくつか調整が行われる：第一に、対象指数のリターンはプラスマイナスが逆となり、対象指数のトータ

ル・リターンに基づくものとなるため、配当や価格の動きが含まれる。第二に、借株コストは含まれないが、初期

投資から得られる金利と、対象指数の証券の空売りから生じる収益から得られる金利を反映するために調整が行わ

れる。こうした前提は業界における通常の慣習を反映している。（借株コストを含めるため、或いは空売りによる

収益から得られる金利や初期投資から得られる金利を除外するため、単純な調整を行うことができる。）

 

インバース指数のリターンを計算するための一般的な数式は：

 

インバース指数のリターン＝

-K×[対象指数のトータルリターン(t)/対象指数のトータルリターン(t-1) - 1]

+ (K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1)

 

ここで、右辺の最初の項は対象指数のトータル・リターンを示し、右辺の２つ目の項は初期投資から得られる金利

および空売りによる収益から得られる金利を示している。

 

時間tにおけるインバース指数価値は以下のように計算される：

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)）×（1＋インバース指数のリターン）

 

指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる：

インバース指数の価値(t) ＝（インバース指数の価値(t-1)

×[1-[K×[対象指数のトータルリターン(t)/ 対象指数のトータルリターン(t-1) -1]

-(K+1)×(貸出金利/360)×D(t,t-1)] ]
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K = レバレッジ・レシオ

K =1, エクスポージャー = 100%

 

貸出金利 = 3ヶ月円Libor(JY0003M)

Dt, t-1 = t とt-1 の日付の間の暦日数

 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(－１倍)・インデックス(円ヘッジ)(DJIAIJT)は、ダウ・ジョーンズ工

業株価平均（トータル・リターン、円ヘッジ）(DJIHJT)のインバース・バージョンである。DJIAIJTの数式は以下

のようになる。

 

DJIAIJT(t)=

DJIAIJT(t-1)×[1- [1×[DJIHJT(t)/ DJIHJT(t-1)-1]-(1+1)×[JY0003M/360]×D(t,t-1)] ]

 

 

レバレッジ指数の値動きについて

レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の２倍として計算された指数である。したがって、以下の例

に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較においては、一般に

「２倍」とならないので、十分留意すべきである。

 

＜１＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合

 

＜２＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合
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＜３＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合

 

＜４＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバ

レッジ(２倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示した

ものではない。

実際の本受益権の基準価格は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全

に達成できるとは限らない。
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また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まる。したがって、市場価格は

基準価格とは必ずしも一致するものではない。

 

インバース指数の値動きについて

インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の－１（マイナス１）倍として計算された指数である。した

がって、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、２日以上離れた日との比較に

おいては、一般に「－１倍」とならないので、十分留意すべきである。

 

＜５＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「上昇」の場合

 

＜６＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「下落」の場合
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＜７＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「上昇」、２日目「上昇」の場合

 

＜８＞　ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）が、１日目「下落」、２日目「下落」の場合

 

※これらの例示は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ヘッジ）の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均 イン

バース(－１倍)・インデックス（円ヘッジ）の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示し

たものではない。

実際の本受益権の基準価格は、管理費用等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響などにより、運用目標が完全

に達成できるとは限らない。

また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まる。したがって、市場価格は

基準価格とは必ずしも一致するものではない。

 

東証マザーズ指数

東証マザーズ指数は、新興企業向けに東京証券取引所が開設（市場創設は1999年11月11日、取引開始日は1999年12

月22日）している市場である「マザーズ」に上場する内国普通株式全銘柄を対象とした、「時価総額加重型」の株

価指数である。基準日である2003年９月12日を1,000ポイントとし、現在の時価総額がどの程度かを表す。（算出

開始日：2003年９月16日）

 

マザーズのコンセプト
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1999年11月11日、資金を必要とする新興企業にその調達の場を広く提供し、また、投資者が成長性の高い企業への

投資をすることが出来るよう、既存の本則市場（市場第一部・第二部）とは明確に異なるコンセプトの新市場とし

て、東京証券取引所はマザーズを創設した。

 

その後、2009年11月にマザーズのコンセプトを「市場第一部へのステップアップのための成長企業向けの市場」と

して再確立した。また、2011年３月には、マザーズの信頼性向上および活性化に向けた取り組みを行っている。

 

上場対象企業

・マザーズは、新興企業を中心に将来の高い成長が期待される企業を対象としている。

・多くの成長企業に資金調達の場を提供するという観点から、その上場対象とする企業について、規模や業

種などによる制限を設けていない。

・個人創業型で従業員数十名規模の会社から、情報通信などのいわゆるインフラ型で従業員数千人規模の会

社までが上場している。

・業種についても、製造業、放送・通信業、運輸業、サービス業など様々である。

 

 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）（本項において、以下「本指数」という。）

 

１ 理由

 

(1) 当社の発行している有価証券

NEXT NOTES STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）ETN

本項においては、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」という。また、本受益権に係る信託の信

託財産である受託有価証券を「本外国指標連動証券」という。

 

(2) 本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、こ

の指数についての開示を必要とする。

 

２ 内容

 

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、東南アジア諸国（ASEAN）の企業を構成銘柄とする投資ユ

ニバースから、最も配当が多い50社を選択することを目指している。対象国は、フィリピン、マレーシア、タイ、

シンガポール、インドネシアで、ベトナムはこのインデックスの投資ユニバースに入っていない。

このインデックスは、日本円建てインデックスであり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資するネットリ

ターン・インデックスである。

 

投資ユニバース： 配当利回りで選択した投資可能なユニバースの全ての株式銘柄。

 

加重スキーム： このインデックスは、浮動株の時価総額に従って加重されている。

 

基準価額と基準日： 2004年３月31日時点の数値を1000としている。

 

インデックス構成銘柄の見直し

構成銘柄の選択と35-70バッファー・ルール
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この投資ユニバースは、STOXX Asia Total Marketインデックス中の、フィリピン、マレーシア、タイ、シンガ

ポール、インドネシアに属する全ての株式銘柄である。（STOXX Asia Total Marketインデックスとは、アジア地

域に存在する13ヶ国の株式市場の動きを全体的に反映することを目的にした株価指数であり、各対象国の浮動株時

価総額の95％をカバーした国別の指数をもとに構築されている。2011年１月31日を基準日として100を基準値とし

ている。）

 

以下の株式は、この投資ユニバースから外されている。

・３ヶ月平均の日次取引金額が、150万米ドル未満の銘柄

・セクター「8670」-不動産投資信託（REIT）企業に指定されている銘柄

・配当性向が０％未満か、80％を超える銘柄

 

残りの全ての株式は、過去12ヶ月間の配当利回りでランク付けされる。選択銘柄は１ヶ国当たり最大15銘柄とし、

１ヶ国当たりの最少銘柄数は設定されていない。選択リスト中、上位35銘柄がまず選択される。残りの15銘柄は、

36位から70位の間にランク付けされた株式銘柄の中から、既存の構成銘柄をランク上位から順に選択される。この

ようにして選択した株式銘柄数がまだ50銘柄未満の場合、50銘柄になるまで、残りの株式銘柄からランク順に選択

される。

 

構成銘柄の見直し頻度： このインデックスは毎年３月に見直される。第１金曜日に構成銘柄を発表し、第３金曜

日にインデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。

株式数と浮動株調整係数については、四半期ごとに更新される。変更は全て３月、６月、９月、12月の第３金曜日

にインデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。

 

ウェイト調整係数： 各構成銘柄のウェイトが最大10％になるよう、四半期ごとに調整係数が設定される。ウェイ

ト調整係数は、見直し月の第２金曜日に公表される。その際、木曜日（第２金曜日の前日）の終値が使用される。

 

期中のメンテナンス

銘柄の置き換え：上場廃止等の銘柄の除外により、インデックス構成銘柄数が45銘柄未満に減少した場合、選択リ

ストに掲載されている最上位の非構成銘柄と、除外された銘柄が置き替えられる。選択リストは年１回、インデッ

クスの年次見直し時に更新される。

 

臨時除外：なし

 

臨時追加：なし

 

スピンオフ： スピンオフした株式銘柄は、インデックスに恒久的に追加されるわけではない。次回の構成銘柄見

直し時に条件を満たす場合のみ、見直し後も継続してインデックスにとどまる。

 

配信のタイミング

STOXXアセアン好配当50（円、ネットリターン）は、インデックス配信期間中、15秒ごとに計算して配信され、ま

た１日１回、インデックス配信期間の最後に計算して配信される。

 

為替レート

STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）では、以下の為替レートが使用される。

・ CET（中央欧州時間）00:00から11:00までは、アジア太平洋地域のインデックスを計算する為替レートとし

て、直近リアルタイムの買値と売値の仲値が使用され、CET（中央欧州時間）17:30からは、固定為替レート

を使用して、インデックスが計算される（The World Markets Company PLC（以下「WM社」という。）の

CET17:00時点の固定為替レートを使用）。
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固定為替レートは、WM社が提供している。詳しくはロイターの「WMRSPOT01」ページまたはブルームバーグの

「WMCO」ページを参照のこと。

 

インデックス計算式

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。各イン

デックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に対して、イン

デックス価額の連続性が維持される。

 

時価総額加重指数

このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。

 

 

上の式のうち、

t　 =インデックスの計算時点

n　 =インデックスの構成銘柄数

pit　=(t)時点における銘柄(i)の株価

sit　=(t)時点における銘柄(i)の株式数

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数

xit　=(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート

Mt 　=(t)時点におけるインデックスの浮動株時価総額

Dt 　=(t)時点におけるインデックスの除数

 

インデックスの除数計算

時価総額加重指数

各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に対し

て、インデックス価額の連続性が維持される。資本異動によるウェイトの変動は、インデックス構成銘柄全体に比

例配分される。インデックスの除数は、以下のように計算される。

 

 

上の式のうち、

Dt+1 =(t+1)時点の除数

Dt 　=(t)時点の除数

n 　=インデックスの構成銘柄数

pit　=(t)時点における銘柄(i)の株価

sit　=(t)時点における銘柄(i)の株式数

ffit =(t)時点における銘柄(i)の浮動株係数

cfit =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数

xit　=(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート
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ΔMCt+1=インデックスの終値時価総額と調整済み終値時価総額の差額：

(t+1)時に有効となる資本異動がある銘柄の場合、浮動株時価総額は、調整済み終値、(t+1)時点における

新しい株数、(t+1)時点の浮動株係数から計算した時価総額から、（調整前）終値、(t)時点の株数、(t)

時点の浮動株係数で計算した時価総額を差し引いて算出する。

 

円建てのインデックス

円建てインデックス：まず非ユーロ建ての株価がユーロに換算される。次にユーロ建ての株価と共に日本円に換算

して、インデックス計算が行われる。
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２【当該指数等の推移】
 

１．ハンセン指数・レバレッジインデックスの過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 20,065.92 22,838.07 21,711.94 16,883.90 18,621.28

最低 5,293.95 13,378.54 9,211.14 11,051.90 12,727.99

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 17,636.84 18,252.77 18,492.82 17,415.79 16,588.29 16,387.88

最低 16,534.73 16,171.64 16,640.84 15,384.14 14,414.61 14,247.32

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

２．ハンセン指数・ショートインデックスの過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 25,554.49 13,176.33 13,889.22 11,762.71 9,980.17

最低 11,370.87 9,761.98 9,806.63 9,046.96 8,039.78

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 8,543.75 8,621.72 8,466.31 8,775.66 9,051.53 9,021.82

最低 8,289.98 8,094.17 8,039.78 8,273.51 8,410.97 8,456.57

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

３．韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスの過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 - 337.76 392.78 301.10 280.59

最低 - 198.05 195.62 216.14 203.23

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 275.03 270.40 266.07 245.80 245.69 244.27

最低 255.92 248.04 246.79 228.88 221.94 227.02

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。
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４．韓国総合株価指数200（先物）・インバースインデックスの過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 1,156.79 1,135.79 1,042.48 943.96 973.03

最低 1,038.72 839.56 778.97 804.49 819.91

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 865.44 881.53 884.71 909.30 924.41 917.07

最低 834.54 843.45 849.39 879.81 883.23 883.91

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

５．日経・東商取金レバレッジ指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 10,000.00 12,971.01 19,777.96 18,165.96 21,287.61

最低 10,000.00 8,808.70 11,086.39 12,791.36 11,789.05

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 14,263.36 13,841.28 13,623.53 13,956.56 15,345.66 16,023.88

最低 12,792.88 12,860.21 12,706.91 13,197.98 13,152.46 14,225.53

出所：東京商品取引所

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

６．日経・東商取金インバース指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 10,000.00 10,535.13 9,012.31 7,605.91 7,440.81

最低 10,000.00 8,359.72 6,516.57 6,326.39 5,743.28

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 6,990.62 6,951.66 6,976.65 6,832.13 6,843.90 6,555.79

最低 6,611.02 6,709.39 6,744.59 6,649.48 6,327.17 6,183.11

出所：東京商品取引所

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

７．日経・東商取原油レバレッジ指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 10,000.00 11,718.16 14,556.61 14,438.04 19,673.33

最低 10,000.00 5,937.16 7,276.33 7,311.98 12,373.64

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 16,204.75 17,991.55 19,673.33 17,852.23 17,919.97 17,609.22

最低 14,779.28 14,503.31 17,540.81 16,795.06 15,929.62 16,610.05

出所：東京商品取引所

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

８．日経・東商取原油インバース指数の過去の推移
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最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 10,000.00 11,679.16 9,667.17 8,485.15 6,317.46

最低 10,000.00 8,884.13 7,037.92 6,239.43 4,699.46

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 5,472.59 5,505.22 4,983.09 5,057.06 5,186.44 5,062.53

最低 5,219.69 4,927.83 4,699.46 4,911.34 4,882.26 4,920.81

出所：東京商品取引所

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

９．日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 - - - 115,929.82 128,730.71

最低 - - - 46,875.39 47,519.52

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 109,057.82 100,322.09 101,601.99 90,513.59 97,741.36 93,805.60

最低 88,552.92 84,165.47 89,490.71 78,178.22 88,055.31 83,318.41

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

10. ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 488.21 572.60 694.10 741.81 1,090.59

最低 198.66 408.49 467.23 591.03 705.91

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 973.90 1,028.34 1,090.59 1,084.33 1,057.64 1,074.46

最低 866.46 962.91 982.32 979.83 939.37 1,024.16

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。
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11．ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 1,752.44 1,098.31 943.64 795.56 707.10

最低 1,036.89 900.17 796.16 699.04 548.22

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 620.23 586.51 578.11 576.86 588.78 560.45

最低 583.97 566.01 548.22 549.61 552.44 547.00

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

12．東証マザーズ指数の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 470.24 506.45 525.01 407.47 1,052.95

最低 279.77 344.56 363.73 289.45 415.04

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 904.98 896.65 985.52 1,035.34 877.54 866.52

最低 803.97 805.41 879.60 951.70 788.75 720.37

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。

 

13．STOXX アセアン好配当50（円、ネットリターン）の過去の推移

最近５年間の

年別最高・最低値

年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

最高 2,228.85 2,700.05 2,895.07 3,484.75 4,677.86

最低 1,102.00 2,003.27 2,258.02 2,498.82 3,521.87

最近６ヶ月の

月別最高・最低値

年度
2013年

10月

2013年

11月

2013年

12月

2014年

１月

2014年

２月

2014年

３月

最高 4,228.02 4,232.57 4,286.87 4,199.57 4,100.56 4,221.74

最低 4,061.66 4,135.73 4,126.07 3,905.30 3,844.01 4,049.49

出所：Bloomberg

(注)　過去の推移は将来の成果の目安とはならない。
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独立監査人の監査報告書
 
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの株主総会御中

財務書類に関する報告
　私どもは、アムステルダムのノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの2014年３月31日に終了した事業
年度の財務書類、すなわち2014年３月31日現在の財政状態計算書、関連する同日に終了した事業年度の包括利益計
算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに重要な会計方針の要約およびその他の情報から成
る財務書類に関する注記について監査を行った。
 
経営者の責任
　経営者の責任は、欧州連合が採用した国際財務報告基準および、オランダ民法典第２編第９章に準拠した財務書
類の作成および公正な表示、ならびに執行取締役会の報告書を作成することにある。さらに、経営者は、不正また
は誤謬による重要な虚偽表示がない財務書類の作成に必要と判断した内部統制にも責任を有している。
 
監査人の責任
　私どもの責任は、自らの監査に基づき財務書類に対する意見を表明することにある。私どもは、オランダの監査
基準を含むオランダの法律に準拠して監査を実施した。この法律は、私どもが職業倫理規定に準拠し、また、財務
書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、監査を計画し実施することを求めている。
 
　監査は、財務書類における金額および開示に関する監査証拠を得るための手続を実施することを含んでいる。選
択された手続は、監査人の判断に基づいており、財務書類の不正または誤謬による重要な虚偽表示のリスクの評価
が含まれる。
 
　これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は、会社の内部統制の有効性に対する意見表明のためではなく、状
況に応じた適切な監査手続の策定のために、財務書類の作成および公正な表示に係る内部統制を考慮に入れてい
る。また、監査は、経営者により採用された会計方針の適切性および経営者によって行われた見積の合理性の評価
も含め、全体としての財務書類の表示を検討することを含んでいる。
 
　私どもは、監査意見表明のための十分かつ適切な監査証拠を得たと判断している。
 
財務書類に関する意見
　私どもの意見では、財務書類が、欧州連合が採用した国際財務報告基準およびオランダ民法典第２編第９章に準
拠して、2014年３月31日現在のノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの財政状態ならびに同日に終了し
た事業年度の経営成績について、真実かつ公正な概観を提供しているものと認める。
 
その他の法的および規制上の要件に関する報告
　オランダ民法典第２編第393項附則５の（e）および(ｆ)による法的要件に基づいて、私どもは、私どもの評価可
能な範囲内で、執行取締役会の報告書がオランダ民法典第２編第９章に従って作成されているかどうか、および第
２編第392項附則１の（ｂ）から(ｈ)で求められている情報が添付されているかどうかを検討した結果、報告すべ
き欠陥はないものと認める。また私どもは、私どもの評価可能な範囲内で、執行取締役会の報告書が、オランダ民
法典第２編第391項附則４で求められている財務書類と整合しているものと認める。
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2014年７月７日、アムステルダム
 
 
アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピー
 
 
P.J.A.J ナイセン（署名）

 
 

　　次へ

EDINET提出書類

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ　（Ｎｏｍｕｒａ　Ｅｕｒｏｐｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｎ．Ｖ．）(E24747)

有価証券報告書

183/185



Independent auditor’s report
To:　　the General Meeting of Nomura Europe Finance N.V.
Report on the financial statements
We have audited the accompanying financial statements for the year ended 31 March 2014 of
Nomura Europe Finance N.V., Amsterdam, which comprise the statement of financial position as
at 31 March 2014, the statement of comprehensive income, changes in equity and cash flows for
the year then ended and the notes, comprising a summary of the significant accounting policies
and other explanatory information.
Management's responsibility
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European
Union and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code, and for the preparation of the
managing directors’ report in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Furthermore management is responsible for such internal control as it determines is necessary to
enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing.
This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error.
 
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our audit opinion.
Opinion with respect to the financial statements
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of
Nomura Europe Finance N.V. as at 31 March 2014 and of its result for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
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Report on other legal and regulatory requirements
Pursuant to the legal requirement under Section 2:393 sub 5 at e and f of the Dutch Civil Code,
we have no deficiencies to report as a result of our examination whether the managing directors’
report, to the extent we can assess, has been prepared in accordance with Part 9 of Book 2 of
this Code, and whether the information as required under Section 2:392 sub 1 at b-h has been
annexed. Further we report that the managing directors’ report, to the extent we can assess, is
consistent with the financial statements as required by Section 2:391 sub 4 of the Dutch Civil
Code.
 
 
Amsterdam, 4 July 2014
 
Ernst & Young Accountants LLP
 
 
 
signed by P.J.A.J. Nijssen
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